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６月２２日は

学校歯科医の日

平成１９年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
最優秀入選作品より 波多野 楓さんの作品

昭和６年（１９３１年）６月２２日，

日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが

「学校歯科医及幼稚園歯科医令」により

制度化されたことを記念しています。

2



日本学校歯科医会会誌はこの号をもって，昭和３２年７月の

第１号から数えて，１００号の発行となりました。第１号は北

海道で開催された第２０回全国学校歯科医大会の大会記として

発行されましたが，その後，徐々に学校歯科保健の学術的な

内容も載せられるようになり，今日に至っております。一言

で１００号と申し上げますが，大きな節目であり，これまで編

集に携わってこられた先生方のご苦労をはじめ，加盟団体の

皆様や会員各位のご協力のお陰様と存じ，衷心より感謝を申

し上げる次第です。

現在の学校歯科保健は，先輩諸兄のご功績により確実に発

展しておりますが，社会環境が急激に変化している現在，子

どもたちが抱える健康課題も多様化し，生活習慣に起因する

疾病の増加などが問題となっております。歯科保健をみても

確かにむし歯の減少傾向は続いておりますが，健康の基本で

もある「食べる」ということに関して，咀嚼など口腔機能の

未発達などが課題となっております。このような現状の中

で，これまで以上に教育者としての視点を持ちながら，歯・

口の健康つくりを通して子どもたちの健康教育に積極的に参

画していくことが我々学校歯科医に求められていると感じて

おります。

行政も子どもたちを取巻くこうした社会環境に対応すべ

く，本年は，文部科学省中央教育審議会から次世代を担う子

どもたちの心身の健康と安全・安心の確保に関する方策が答

申され，また，学校保健法の一部改正に関する法律案が国会

を通過し，次年度より「学校保健安全法」として施行される

に至っております。

本会も常に時代を見据えて事業の展開を図り，「生きる力」

を備えた子どもたちの育成に寄与してまいりたいと存じま

す。そして，会誌も本年度より年３号となりますが，さらに

内容の充実を図り，会員各位へより有意義な情報を提供して

まいりたいと考えておりますので，皆様の一層のご支援とご

協力を賜りますようお願い申し上げ第１００号発刊のことばと

いたします。

社団法人 日本学校歯科医会

会長 松島 悌二

常
に
時
代
を
見
据
え
て
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このたび，日本学校歯科医会会誌が創刊１００号を迎えられました

ことに，日本歯科医師会を代表してお祝いを申し上げます。

今，われわれはわが国の少子化と同時に，子どもたちの学力や体

力の低下に危機感を抱いています。しかし，ここでわれわれが心す

べきは，慌てふためいていたずらに危機を叫ぶことではなく，教育

という百年の体系を，じっくりと構えてみせる態度でしょう。学力

の低下を単に試験点数だけに求めるのではなく，子どもたちの考え

る能力をどのように養うか，集中力をどう高めるのか等，この問題

を様々な角度から，われわれ大人こそが根底から考える能力や集中

力を高めていかねばならないことだと思います。

今の社会にとっての大きな危機は，未来に向けての目標をもてな

いことにあるといわれています。これから長い人生を送らねばなら

ない子どもたちにとって将来の目標を持てない社会は，言い換えれ

ば味気ない時間しか持てないということでしょう。もちろん急いで

付け加えますが，目標や夢は必ずしも実現可能ではない，いやむし

ろ裏切られることが多いのですが，だからこそというべきでしょう

か，自らの人生の中で，人は現実に裏切られながら，それを乗り越

え，育っていく。つまり目標や夢を持たない子どもたちは，そんな

体験なしで大人になる。それこそが，今の大人になれない大人が存

在する理由なのでしょう。

歯科には無縁なことと思われるでしょうが，「生きる力を支える

歯科」と訴えるとき，この「生きる」ということの根底にある意味

を，われわれ自身が確りと確認し，それを学校歯科教育の中でどの

ように伝えていくのか，それが今後問われることになると思います。

このような意味において，極めて大切な学校歯科医会の今後の

益々のご発展を祈念して，挨拶といたします。

創刊１００号記念に寄せて

社団法人 日本歯科医師会
会長 大久保満男
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このたびの社団法人日本学校歯科医会会誌１００号の発刊を心より
お祝い申し上げます。また，社団法人日本学校歯科医会におかれま
しては，歯・口の健康つくりの活動を通じて，心身ともに健全な子
どもたちの育成に日々ご尽力されていることに敬意を表す次第です。
現在，子どもたちを取巻く社会環境は急速に変化し，健康面での

課題も不登校，薬物乱用などメンタルヘルスに関する問題や，アレ
ルギ－をはじめとする基本的な生活習慣にかかわる疾病の増加，ま
た，子どもたちを巻き込んだ事件や事故なども多くなり，学校だけ
ではなく一般社会においても深刻さを増しております。こうした現
状の中で，学校保健にたずさわる関係者には，これまで以上に子ど
もたちの状況を日々把握し的確な対応を図っていくことが求められ
ております。
国も新たな課題への対応策について中央教育審議会に諮問すると

ともに，学校保健法の一部改正について審議し，平成２１年度からは
「学校保健安全法」として施行されるに至っておりますが，今後
は，学校保健関係者がさらに連携を図りながら，子どもたちの安全
を守るとともに，健康つくりを進めていかなければならないと考え
ております。
本会は，学校保健全体の発展と普及を目的とし子どもたちの健康

に関する様々な調査研究を行っておりますが，歯科保健については
「食と咀嚼に対する実態等調査委員会」などにおいて社団法人日本
学校歯科医会との連携を図りながら推進しているところでございま
す。心身ともに健康な子どもの育成には，歯・口の健康は欠かすこ
とのできないものであり，また，健康教育の教材としても大切なも
のです。歯科の特性を生かしながら「生きる力」をもった子どもた
ちの育成のために，貴会が益々有意義な活動を展開されることをお
願いする次第です。
少子化が叫ばれておりますが，次世代を担う子どもたちに健全な

心と身体を持ってもらうために，本会も貴会をはじめ関係団体とさ
らに連携を図り，子どもたちの健康つくりのための事業を展開して
まいりたいと考えておりますので，今後も引き続きご協力のほどを
お願い申し上げます。
最後になりましたが，社団法人日本学校歯科医会のさらなるご発

展と学校歯科医の方々の益々のご健勝，ご活躍を祈念し祝辞といた
します。

祝 辞

財団法人 日本学校保健会
会長 唐澤 祥人
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今期執行部も折り返し点を迎え，残り半分となりました。平成

２０年度から，会誌はいままでの年２回から年３回の発行となりま

す。これに伴い広報委員会では従来からの会誌の内容についての

検討を重ね，今期になり数々の変更を加えてまいりました。

この度，会誌１００号記念号にあたり，特集で「日学歯会誌の過

去・現在・未来」と題して会誌のあり方についての座談会を行い

ました。会誌発行人である丸山専務理事，会誌に関わりの深かっ

た歴代の広報担当常務の先生方，さらには学識者で日学歯と関わ

りの深い赤坂先生をお招きし，会誌発行における苦労話や裏話，

また今期からの会誌の内容変更についてのご意見，今後の会誌の

あり方についての積極的なご提言をいただきました。今後この座

談会の内容を反映しながら，これまで以上に魅力ある会誌づくり

をめざし，会員と日学歯とをさらにしっかりと結ぶ太いパイプと

しての役割を担うとともに，学校歯科保健の学術誌として会員の

皆様や教育現場の先生方にとって有意義な情報を提供していきた

いと考えております。
広報担当常務理事 佐橋永吉

日学歯会誌の過去・現在・未来
学校歯科保健活動に役立つ会誌のあり方について考える

平成２０年４月３日

●出席者●

歴代広報担当常務理事 石川行男

中田郁平

野溝正志

相澤 恒

学識者 赤坂守人

会誌・広報紙発行人 丸山進一郎

現広報担当常務理事 佐橋永吉

●司会●

広報第一委員会委員長 末髙英世
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■司会（末髙） 本日はお忙しい中を

お集まりいただき，ありがとうござ

います。日本学校歯科医会の会誌が

１００号を迎え，その記念座談会とい

うことで，比較的最近，広報担当常

務を務めた先生方，また日学歯の広

報活動を古くからご存知の先生，さ

らには日学歯と関わりの深い学識の

先生にお話をうかがいたいと思いま

す。司会を務めさせていただく広報

第一委員会委員長，末髙と申します。

よろしくお願いいたします。まず，

はじめに丸山専務から座談会の趣旨

を説明していただきたいと思いま

す。
■丸山 記念すべき１００号というこ

とで，特別にこのような企画をさせ

ていただきました。ちょうどこの平

成２０年度から会誌が年３回の発行に

なりまして，今，会誌の機能を根本

から見直す作業をしております。い

ままで踏襲されてきたスタイルも含

め，記事について，佐橋常務を中心

に委員会で見直して，学術的なテー

マで特集を組むこと，それから広報

「日学歯」と共に会員と会を結ぶ大

きなパイプの役割を強化することな

ど，会誌の機能を高めていこうと，

ずいぶん内容も変わってきていま

す。そこで本日は，過去を振り返り

つつ，今後の会誌のあり方を考えて

みようと座談会を開かせていただき

ました。

お集まりいただいた方々は，それ

ぞれいままで会誌の編集に関わって

こられた常務理事，それから学識の

赤坂先生ですので，歴史なども交え

てお話しいただければと思います。

「会誌の発行回数」という資料（表１）

にもありますように，創刊（図１）当

初は年１回の発行であったのが，昭

和４３年（１９６８年）から年２回の発行と

なりました。そして，広報紙が昭和

５２年（１９７７年）に始まり，その頃が会

員との連絡を密にするようになった

時期と思われます。その延長に今日

があるわけです。
■司会 それでは，本日お集まりい

ただいた歴代の担当常務の先生方よ

り自己紹介を含め，担当役員になら

れた当時の時代背景や状況などにつ

いて，お話をうかがいたいと思いま

す。まず，古い時期をご存知の石川

先生，よろしくお願いいたします。

表１ 日本学校歯科医会会誌の発行回数
元号 年 （西暦） 発行回数 備考

昭和３２年（１９５７年）に，前年度行われた第２０回全国学校歯科保健研究大会
（北海道）の記念号として出されたのが「日本学校歯科医会会誌」の第１号
であり，以降，年１回の発行は昭和４１年（１９６６年）まで続いた。当時は，大
会の折に総会を開催していたので，その報告のためのものともいえる。
昭和４２年（１９６７年）からは，年２回の発行となる。
ちなみに，昭和４３年（１９６８年）より，１回は従前通り，大会をメインに取
り上げ，もう１回の方で大会以外のものをメインの記事にし，第１３号では，
「ヨーロッパにおける学校歯科サービス」や座談会「学校と学校歯科の谷
間」，「加盟団体だより」等を掲載している。
年２回発行は昭和４７年（１９７２年）まで続き，昭和４８年（１９７３年）からは，年

３回の発行で，内容の構成を「大会号」「講習会号」「その他の記事号」と
し，昭和５２年（１９７７年）までこの方式で発行している。この間，昭和５１年３
月２０日付けで「学術刊行物」の郵政大臣の認可を受け，今日に至っている。
その後，昭和５２年（１９７７年），広報紙「日学歯」の創刊に伴い（＊），昭和５３

年から会誌の発行は年２回に戻った。なお，平成１０年（１９９８年）に初めて学
術論文の特集が組まれ，以降，「その他の記事号」が「学術号」として扱
われるようになる。
そして，平成２０年度より年３回の発行となる。

＊創刊初年の広報紙発行回数は年２回で，翌年の昭和５３年度に年３回になり，創刊か
ら３年目の昭和５４年度から現在の年４回のスタイルになった。

昭和３２年（１９５７年） 年１回
第１号
（第２０回全国学校歯科保
健研究大会記録）

昭和４２年（１９６７年） 年２回

昭和４３年（１９６８年） 「大会号」・「その他の
記事号」

昭和４８年（１９７３年） 年３回 「大会号」・「講習会号」
「その他の記事号」

昭和５２年（１９７７年） 広報紙「日学歯」創刊

昭和５３年（１９７８年） 年２回
前年度より広報紙「日学
歯」発行のため，会誌は
減回。

平成１０年（１９９８年） 「大会号」・「学術号」

平成２０年（２００８年） 年３回

今年度から会誌は年３回

図１

特 集
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■石川 私は昭和５２年（１９７７年）に，

湯浅泰仁先生が日学歯の会長をな

さっている時に担当常務になりまし

た。湯浅先生と私の父，そして私は，

日本歯科大学（日本歯科医専）の同窓

なので，ある時，湯浅先生からうち

の父に電話がかかってきて，お前の

息子にちょっと手伝ってもらえない

かと言われて，日学歯の広報活動に

尽力することになったわけでござい

ます。

この昭和５２年（１９７７年）に，ちょう

ど湯浅先生の発案で第１回の広報紙

が発行され，総会をはじめとする報

告を会員の方々へお届けする役割を

担うことになったため，それが結果

的に，会誌の方向性を参考書的な役

割を果たすものへと変えることに

なったのだと思います。ちなみに，

広報の題字は湯浅先生がお書きに

なって，その後も代々，会長を務め

られた先生方の筆によるものとなっ

ております。また，私の担当時，広

報紙の１月号の巻頭を飾った富士山

の写真は，私が撮影したもので，こと

に「赤富士」は１年に１回か２回しか

見られない現象なので皆さんに喜ん

でいただいた覚えがあります（図２）。

私は平成３年（１９９１年）まで担当させ

ていただきました。実は，私は主に広

報紙を担当しておりまして，会誌を

主に担当されていたのが，大阪の宮

脇祖順先生なのですが，残念ながら

現在は他界されておられます。
■司会 宮脇先生はじめ，多くの

方々の遺業の上に今日の会誌がある

と思いますと，感慨深いものがござ

います。

今，お話があったように広報紙が

発行されるようになったことで，会

誌の性格も変化していったと思うの

ですが，現在の会誌に至る過程など

を交えながら，中田先生，お話しい

ただけますか。

■中田 私は平成７年（１９９５年）から

２期会誌・広報を担当させていただ

きまして，私の前までは会誌は会誌，

広報紙は広報紙というように委員の

先生が分かれていた時代だったので

すが，私の時から会誌・広報紙の委

員は１つという形の方が意思の疎通

が図りやすいので１つになって，そ

のスタイルが今日までずっと続いて

おります。

会誌の歴史について，私もちょっ

と調べてみました。会誌は，昭和７

年（１９３２年）に設立された日本聯合学

校歯科医会の当時の機関誌として，

「学校歯科衛生」という名称で文部

省体育課内より昭和９年（１９３４年）に

第１号が発行されています（図３）。

そして昭和３２年（１９５７年）に日本学校

歯科医会として第１号の会誌が発行

されました。

■中田 私自身の担当時を振り返り

ますと，まず，会員の先生方にいか

にして会誌を読んでいただくか，会

昭和５２年にスタートした
広報紙の発行が、
会誌の方向性を変えた

●
●
●
●
●
●

日学歯会誌第１号の前にも，
学校歯科の
「雑誌」があった!

●
●
●
●
●
●

会誌１００号に至るまでの流れについては、
資料＜会誌「目次」にみる日本学校歯科医
会会誌第１００号の歩み＞を本号ｐ２３～４３に
掲載しております。

平成７年，疾病志向から
健康志向へ。会誌で
学術論文を積極的に掲載

●
●
●
●
●
●

１００号にいたるまで

石川行男
歴代広報担当常務理事

図２ 図３
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誌・広報紙というものには常にこの

問題がございます。それをまず私の

テーマとしてあげさせていただき，

それから会員との双方向性の関係を

考え，「大会に参加していかがでし

たか」というような，会員の先生方

の声などを載せさせていただいて，

現在までそうした内容が浸透してい

るのではないかと思っております。

年２回発行される内容としては，

私が担当する前までは，１号は全国

大会要項の圧縮版で，あとの１号が，

各加盟団体の記事をはじめ，いろい

ろな報告を中心とした内容が主にま

とめられていました。

その頃，すでに日学歯の役員をな

さっていた野溝先生，ちょっとお話

しいただけますか。
■野溝 私が日学歯の役員を務め始

めた平成３年（１９９１年）頃を振り返っ

てみますと，当時，会誌・広報は担

当役員を櫻井善忠先生（現東京都学

校歯科医会会長）が務められており

まして，会誌・広報紙の基礎を確立

された時代です。内容としては，本

会主催の全国大会のほか，全国学校

保健研究大会，学校歯科医協議会，

文部省の学校保健研究協議会，さら

には全国各ブロックの学校保健研究

大会など，学校歯科保健に関わる事

業内容について周知を徹底する役割

が中心だったと思います。

そして，平成７年（１９９５年），西連

寺愛憲先生が会長となり，中田先生

が広報担当常務になられたわけで

す。平成７年（１９９５年）というと，学

校歯科保健にとっては非常に記念す

べき年で，学校保健法の施行規則の

改正があって，CO・GOが導入さ

れ，疾病志向から健康志向にパラダ

イム・シフトが図られたわけです。

当然，日学歯も会誌・広報紙で，こ

の「新しい学校での健康診断」の普

及啓発に全力を挙げることになるわ

けで，中田先生はそれを念頭に置き，

学術論文掲載の実現に積極的に取り

組んでおられたと思います。
■中田 そうですね。もちろん，い

ろいろな会議や事業の報告を載せる

ことも大切なのですが，会誌は年２

回発行されるわけですから，そのう

ちの１号を学術的な内容を中心とす

る号にしたほうがよろしいのではな

いかと，赤坂先生とも相談をして，

年１回は学術号にしましょうという

方針になり，理事会で諮り，それを

平成１０年（１９９８年）の第８０号（図４）で

実現し，学術的な内容を掲載する流

れとして，今日までずっと続いてい

ると思います。
■司会 日学歯の会誌のイメージを

思い描くとき，最初にパッと思い浮

かぶのは，学術的な内容という気が

いたしますが，それは，中田先生の

時代に築かれたものが受け継がれて

きたからなんですね。どのように継

続していったのか，野溝先生，よろ

しくお願いいたします。

■野溝 現在は日学歯の会計担当と

して役員をさせていただいていま

す。私は学校歯科一辺倒で，昭和５６

年（１９８１年）に地元茨城県歯科医師会

の学校歯科の委員会に入り，その後，

平成３年（１９９１年），日学歯の会長が

加藤増夫先生の時に，同じ茨城県の

石井謙二郎先生の後任として日学歯

の役員になりました。この年に，社

団法人日本学校歯科医会の創立２０周

年，学校歯科医制度６０周年の記念式

典が行われ，私は年齢も役員の中で

一番若かったため，肩の荷の重さに

うちひしがれそうになりながら，ま

ず制度委員会の担当として会員増強

に取り組みました。地元の会員を３

倍に増やし，日学歯全体も大幅な増

員となりました。

そして，平成９年度より，中田先

生のあと，３期６年間，広報担当常

務になりました。

担当時を振り返りますと，１冊は大

会号で，１冊は学術号という中田先

生が作られたスタイルが，当時，会

員の先生方に大変好評でしたので，

ぜひ私もということで受け継ぎまし

た。

学術号としては，会から会員への

情報の一方的な伝達だけでは，やは

りもったいないというか，それでは

あまり会誌の役割を果たさないので

加盟団体の
活動報告を通して，
情報交換の場を提供

●
●
●
●
●
●

中田郁平
歴代広報担当常務理事

図４

特 集
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はないか，やはり双方向的に，会員，

加盟団体からの情報を取り上げるべ

きではないかと考え，加盟団体の取

り組みを連載して情報交換の場を提

供しようと企画しました。本当は熱

心な活動をしている学校歯科医個人

の紹介をたくさん行いたかったので

すが，なかなか原稿があがってこな

かったんです。それで各加盟団体の

活動報告を順番に掲載するという形

になりました。

また，会員の生の声を反映させる

べく健康診断に関する会員による座

談会など，少しでも会誌を身近に感

じてもらえそうな企画をいろいろ考

えたんです。しかし，それは企画倒

れで実行できず，今，思い出しても

残念に思っています。ですので，会

員の生の声をぜひこれからの会誌づ

くりの中で生かしていただけたらな

と思っています。

それから体裁ですが，平成１２年

（２０００年）１０月に発行した第８４号（図

５）の時に，その頃，公文書がほと

んどA４サイズになっていたもので

すから，B５判をA４判に変えまし

た。ただ，その時，「いきなりA４

にすると本箱が窮屈で収納しにくく

て嫌がられるよ」という意見もあり，

日歯の「雑誌」もちょっと小さめの

変形のA４判だったので日学歯の会

誌もそれに揃えました。その後，私

のあと，相澤先生が担当常務になら

れた平成１７年度発行の第９４号（図６）

から定形のA４判ですね。

■野溝 内容の話にもどりますと，

平成１３年（２００１年）には学校歯科医制

度７０年，それから社団法人設立３０周

年の記念事業としてアジア会議が開

かれ，会誌の第８６号（図７）はアジア

会議の特集号という形になりまし

た。翌年の平成１４年には日学歯創立

７０周年という記念すべき年で，この

時にも会誌第８９号（図８）は日学歯創

立７０周年記念特集号という形になり

ました。ですから，その２年間は，

通常の学術号に相当する２冊が特別

な内容の特集というちょっと変則的

な形になりました。また，変則的と

いう点では，７０周年記念号は会誌の

編集委員の方々ではなく，役員の

方々に編集委員になっていただきま

した。

実は，昭和５７年（１９８２年）に私が初

めて手にした日学歯の会誌第４７号

（図９）が，「日本学校歯科医会５０周年

記念誌」だったんです。以来ずっと，

広報紙や大会要項と共に会誌を全部

手元に持っていましたが，それから

２０年後にまさか自分が日学歯の役員

として７０周年記念号を作るとは思っ

てもみませんでした。たまたま，そ

ういう巡り合わせになったのです

が，全部の資料をすべて持っていた

ので大変役に立ちました。

振り返ってみると，日学歯の節目

節目に関わりながら仕事をさせてい

ただいたと思っています。
■司会 今お話にあがった日学歯５０

周年記念号，７０周年記念号はどちら

も，日学歯の歴史を知る上で非常に

役立つ内容で，現在でも，日学歯の

活動について調べる時や，問い合わ

日学歯の歴史を収録した
記念号は，
現在も役立っている

●
●
●
●
●
●

野溝正志
歴代広報担当常務理事

図５ 図６ 図７
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せがあった時に，真っ先に開く資料

のひとつとして関係者の皆さんが重

宝にしておられます。実は，今回の

会誌１００号記念の特集でも，資料を

作成する際になくてはならない資料

でした。

届いた時ばかりではなく，後々に

なって役立つ内容がしばしば会誌に

掲載されてきました。その時代に即

した会誌の役目があると思うのです

が，相澤先生の時はいかがでしたで

しょうか。

■相澤 私が広報委員会を担当させ

ていただいたのは，西連寺会長から

松島会長に交代された平成１７年

（２００５年）の４月から平成１８年（２００６

年）の２年間でございます。広報関

連の委員会に私が関係したのは，そ

れが初めてでして，かなり戸惑った

ことは戸惑ったのですけれども，当

時，担当理事であった佐橋先生はじ

め，委員会の委員の先生方，それか

ら事務局のサポートが非常に大き

かったので，何とか２年間無事に仕

事をすることができました。

私は大学を卒業しまして１０年間，

歯学部の放射線学教室に在籍し，そ

の間に，教授，後輩の出版物のお手

伝いをし，また自分自身の著作も医

歯薬出版から出しまして，そんなわ

けで出版物を作ることにはわりあい

慣れていたのかなと思います。そし

て日学歯関係では，さきほどお話の

あった７０周年記念号の編集委員の中

に入りまして，この仕事をしたこと

が大きなきっかけで，スムーズに広

報委員会の仕事に関われたのかなと

いう思いがしています。

会誌を担当した当時，たった２年

間ですけれども，先ほどから話が出

ているように，年間２冊のうち，１

冊は大会号で，もう１冊が学術号と

いうことで発行しました。また，「会

員の先生方にどうしたらページをめ

くって読んでもらえるだろうか」と

いうことが，それぞれ歴代の先生方

が一番ご苦労された点だろうと思い

ますが，私もそれを第一に考えまし

た。

まず大会号については，少しでも

会員の皆さんに大会の様子をお伝え

できればという思いで，その当日の

現場の状況をできるだけ会誌に掲載

するため，委員会の先生方には大変

負担をおかけしましたが，委員全員

に取材をお願いしました。そんなこ

とをして，だいぶ評判もよかったの

ではないかと自画自賛しています。

もう１冊の学術号では，ひとつの

テーマで複数の学術論文を掲載する

という新たな試みをいたしました。

私が担当になった平成１７・１８年に，

世間で食育についての報道がかなり

頻繁にされるようになりまして，日

学歯でも松島会長をはじめ，食育に

ついての事業展開をぜひ実現しよう

という方向でしたので，今日，お見

えになっている赤坂先生に電話，

FAXでいろいろご指導を頂戴しな

がら食育について学校歯科医に必要

な内容を整理し，「食」というひと

つのテーマに基づいて様々な立場の

方に論文を依頼し，第９６号（図１０）に

掲載いたしました。この特集は非常

に評判がよくて，その次の学術号で

の食育特集の第２弾につながったの

ではないかなと思っています。
■司会 今期がスタートしたばかり

の時，すぐに「食育」第２弾を特集

することができたのは，前期の方々

が作られた９６号という土台のおかげ

だと思います。そのあたりを含め，

現在の会誌について，佐橋先生，お

話をお願いいたします。

初の試みとして，
ひとつのテーマで各分野の
論文を特集した「食」

●
●
●
●
●
●

相澤 恒
歴代広報担当常務理事

図９図８

特 集
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■佐橋 前期発行した９６号「食」の

特集は，「捨てられない１冊」とい

うご感想もいただいたほど，多くの

先生方から反響がありました。今期，

その第２弾を第９８号（図１１）で企画し，

第１弾の時点では，ご報告できな

かった日学歯としての「食」に対す

るスタンスを会員の皆様にお知らせ

いたしました。今期は，学術的な内

容も含め，日学歯の方向性や考え方

などを会員の方々にしっかりお伝え

していきたいと考えております。

私は日学歯の役員になってまだ２

期目なのですが，今期，広報担当常

務を仰せつかった際，広報担当の中

田副会長と丸山専務から「とにかく

抜本的に見直してみてくれないか」

とおっしゃっていただき，それなら

ば抜本的に変更すべき所はバッサリ

変更しましょうという方向で，委員

会で検討させていただきました。

歴代の広報担当常務のご努力がそ

の時々の会誌に反映されつつも，い

ままでの会誌がどうして会員の皆様

方に読んでいただけなかったのか，

どんどん捨てられてしまった会誌が

多かったのか，ということを少し考

えてみますと，やはり従来から会誌

が大会号と学術号の２本立てになっ

ていたということが，現在，会員の

先生方のニーズからどんどん遠ざ

かっていってしまった原因ではない

かという結論に広報委員会でまとま

りました。特に大会号をひもといて

見ますと，毎年同じような内容ばか

りになりやすいという傾向がみられ

ました。しかも毎回１５０ページ相当

ございました。見る側からするとボ

リュームが１５０ページというのはか

なり多いのではないか。だから，ま

ずページ数を１００ページ程度に落と

して，もう少し内容もわかりやすく

整理しないとやはり会員の先生たち

からは見てもらえないのではない

か。まず会誌を見てもらわないと意

味がないので，そこに原点をおこう

という方針をたて，検討を進めてま

いりました。

特に平成２０年度から年３回という

ことが決まりましたので，これを機

会に，いままでの大会号と学術号と

いうのをやめて，１年間を通してコ

ンスタントに多方面の内容をお届け

する年３回の機関誌という形でとら

えさせていただきました。その中で

全国大会は報告という形で入れ込

み，内容もいままでは大会要項の圧

縮という形で，ほとんど要項と同じ

内容を掲載した形になっていたので

すが，それを平成１９年度末発行の第

９９号（図１２）を見ていただくとわかり

ますが，大会要項の転載は基本的な

データのみにとどめ，それ以外の内

容はすべて割愛し，そのかわりに座

長や基調講演者の方々から事後抄録

をいただいて，それを報告という形

で掲載させていただいております。

なぜ，
会員は会誌を読まなく
なったのか？

●
●
●
●
●
●

図１０

図１１ 図１２
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■佐橋 今後，開かれた日学歯の機

関誌として掲載するべき内容を考え

ますと，日学歯の執行部の意見，考

え，それから諮問委員会の活動報告

などいろいろあります。これまで会

員の先生たちに積極的にお伝えでき

ず，答申の内容などが会員の方々に

届いていなかったと聞いておりま

す。現在，答申については本会ホー

ムページの会員専用サイトで公開し

ておりますが，さらに会誌でも改善

をはかり，各委員会からのコーナー

として，随時，委員会が現在どうい

うことを検討中なのか，今後，どう

いう形で進めていくのかというコー

ナーを平成１９年度より「委員会便

り」（図１３）という形で作らせていた

だいています。

さらに，「日学歯広場」（図１４）とい

う形で，執行部と学識者とそれぞれ

の立場から，日学歯の事業や取り組

みに対する見解や背景を説明する

コーナーを設け，会員に対する啓発

的な記事を１つ２つ入れるという形

で，内容を加えてきているのが現状

です。

■司会 こうして会誌を担当されて

きた常務の方々のお話をまとめてう

かがいますと，いろいろ歴史があっ

て，重みを感じます。それでは，次

に，日学歯の活動に，学識者として

深く関わってくださっている赤坂先

生より，お話をうかがいたいと思い

ます。
■赤坂 たぶん私だけがここに集ま

られた皆さんと経歴が異なる者とし

て，違った視点で会誌について話す

ように要求されているのだろうと思

います。

そうした視点から話に入る前に，

今，話にあがっていた問題について

一言申し上げますと，最近，少しず

つ日学歯の各担当常務理事の原稿が

掲載されるようになりましたけれ

ど，それでも，まだ執行部の各常務

理事の顔が見えてこない。ですから，

ぜひ，「日学歯広場」や「委員会便

り」をきっかけに，会誌に常に巻頭

言でも提言でも，各常務が何を考え

何をしているのか，あるいは常務と

して関わっている委員会のさまざま

な情報を流すといったことなども大

変必要なことだと思います。

■赤坂 私自身の日学歯との関わり

を少し話させていただきます。平成

５年（１９９３年）の埼玉の全国大会で初

めて講師として呼ばれました。ちょ

うどその時，学校保健の中でも保健

教育を重視する流れを示すかのよう

に，領域別研究協議会の中に「口腔

機能部会」が設置されていたんです。

そして平成７年（１９９５年）あたりか

ら，学校歯科健康診断のマニュアル

の改正で，日学歯の取り組みも，い

ままでのう蝕を中心にした疾病志向

の学校歯科保健から，非常に多様性

日学歯の見解や活動を
紹介する「日学歯広場」
「委員会便り」が登場

●
●
●
●
●
●

会誌は，
会員の資質向上の
力になる

●
●
●
●
●
●

図１４

図１３

特 集
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のある内容に広がり，皆様ご存じの

ように，口腔機能あるいは歯列・咬

合ということで森本俊文先生や黒田

敬之先生はすでに日学歯と強い関わ

りを持っていました。また，私だけ

ではなく，各委員会の学識者の中に

いろいろな分野の人たちが入ってき

たということだろうと思います。

学識と言いましても，大学人とい

うのは，保健のことはよくわかって

いません。それは，現在の大学のカ

リキュラムに問題があるのだと思い

ますが，日本の歯科医療制度が疾病

を中心としており，ヨーロッパ，ア

メリカのようにHealth というもの

を重視する歯科教育が十分なされて

いないからなんです。ですから，私

たち大学人と言いましても，当初，

ほとんど学校歯科についてはわから

ない状態で日学歯に関わってきたと

思います。同時に，私は必要に迫ら

れて学ばなければならないというこ

とで教えられてきました。

先ほどお話にありましたように，

ちょうど中田先生が執行部に加わっ

た頃から，執行部の若手の人たちか

ら学術団体としての会誌が意識され

始め，それは日学歯全体の活動を含

め，学校歯科という分野そのものの

転換期にきた証拠だと思います。そ

のような時に会誌というものが，会

員の資質向上には非常に大きな力に

なるわけです。専門の学会での主要

な活動というのは，当然，学術的な

研究発表と同時に，機関誌の内容と

いうのが最も重視されますし，当然，

その査読を中心に編集にあたる編集

委員の質が会誌の質につながるわけ

ですので，非常に重要な役割を，会

誌の編集委員を含め，発行に関わる

者はみな担っているわけです。

正直言って，私も初めの頃，会誌

は全く積んどくだけでした。という

のも，いつも同じパターンだったか

らです。ただ，どうしても，学術特

集の時には読むようになりました。

のちほど今後の企画とか，会誌のあ

り方について，まとめたものを見な

がら，私の評価を加え，お話しした

いと思います。
■司会 先生方のお話をうかがって

おりますと，学校歯科保健の活動の

方向性によって，会誌の果たす役割

も変化してきていることを感じま

す。そこで，これからの日学歯の会

誌には，どのようなあり方が望まれ

るのか，今後の方向性について，ご

意見をうかがいたいと思います。

■中田 今度は年３回ということで

すので，これがどういう形で今後の

内容に生かされるか，今，担当の佐

橋常務はすごく頭が痛いと思いま

す。それから末髙委員長を脅かすわ

けではないですが，日学歯の存在感

がこの３回にかかってくるのではな

いかと思います。では，どういう形

が一番いいのか，といっても，まだ

私としても模索中ですし，今，ここ

にいらっしゃる先生方も，どういう

方向でやっていくかというのは当

然，試行錯誤の最中だと思います。

１冊は全国大会の報告を含むという

形をなくすわけにいかないと思いま

すので，それを踏まえて，あと，２回

を学術号としてみるのも，ひとつの

方法だと思いますし，加盟団体に依

頼すれば，いろいろな原稿が集まっ

てくると思います。

本日ご出席の方々が口をそろえて

おしゃっておられるように，いかに

して会員の先生方にページをめくっ

ていただくかというのが日学歯の今

後の会誌・広報紙の課題だと思いま

す。ですから，私も歴代の担当とし

て期待しながら，心配もしています。

時間がかかると思いますが，その時

代にあった会誌になってくれればと

思います。

■野溝 会誌を見ていただくと，そ

の時代が見えてくると思います。私

の時はどちらかというと健康診断を

主体としながら，それに関わるよう

なものを話題に取り上げていたので

すが，最近の，私のあと，相澤先生，

佐橋先生になってからの会誌を見る

と，今の時代が抱えるいろいろな健

まず，
会員にページを
めくってもらうために

●
●
●
●
●
●

会員を啓発する風格と，
明日の現場に役立つ
実用性と

●
●
●
●
●
●

赤坂守人
日本大学歯学部研究所 教授

今，会誌に求められていること
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康課題に対する歯科の専門性を生か

した取り組みの事例や，日学歯の取

り組んでいる事業の情報などが会誌

の中で非常に多く紹介されるように

なってきました。そういう意味では

日学歯の会誌らしくなってきたのか

なと，見るたびに喜びつつ，編集委

員の先生方に感謝をしているところ

でございます。

これからのことですが，広報紙は

定款に定められているように，総会

をはじめ，いわゆる事業報告を中心

とする内容にならざるを得ないの

で，ホームページと共に素早い情報

の伝達ということが重要視されると

思いますが，そうすると，やはり会

誌は日学歯の顔という役割を担うこ

とになるのだと思います。

年３回となり，広報委員は大変ご

苦労なさるかと思いますが，やはり

学術誌らしい風格のある内容にして

もらいたいですし，それだけでなく，

会員に明日の現場ですぐ使っていた

だけるような具体性のある内容も載

せて欲しいと思います。欲深いこと

言うようですが，そんな気がしてお

ります。

最後に，私は現在，会計の立場で

すので，一言だけ付け加えますと，

平成２０年度の予算の中で会誌広報関

係は，事業費活動支出の中で１６％を

占める予算を計上してございますの

で，それだけ期待が大きいというこ

とをご理解いただいて，立派な会誌

を作っていただきたいと思います。

■相澤 予算の１６％を占めるという

ことですので，現在の佐橋常務が一

番苦労なさるでしょうね。

会誌の発行を年２回から３回に増

やすという方針は，ちょうど平成１８

年（２００６年）に，平成１９年度予算編成

の理事会の場で決定されたんです。

本来なら昨年度平成１９年度から年３

回の発行にしてほしいというのが，

理事会の席上，皆さんのご意向だっ

たのですが，私はその当時の担当常

務としまして，「１９年度からは無理

だ。１年間だけ猶予が欲しい。その

間に何とか準備して，２０年度からは

年３回の発行にしますので」と強く

申しまして，役員の方々には大変ご

迷惑になったかと思いますけれど

も，理事会で承認を頂戴したという

のが経緯でございます。

日学歯の会誌に載せる論文や情報

の内容としては，４種類のものがあろ

うかと思います。まず大学の学識の

先生方から，次にそれぞれの加盟団

体から，それから３番目に他の職種

の団体や個人の方から，そして４番

目に日学歯そのもの，執行部や委員

会から，この４種類のものに分けて

考えると，どういうふうに方向づけ

していったらいいのか，見えやすい

のではないかと思います。

ここのところ，認定学校歯科医制

度（仮称）が話題になっていますが，

その制度を踏まえた時に，日学歯の

発行する会誌が会員の資質向上を促

すものとして，もっと権威のあるも

のになっていかなければならないわ

けです。では，権威あるものとする

にはどうしたらいいのだろうかと考

えた時に，この４つのテーマを念頭

に置いて，それぞれの内容を継続的

に充実させるにはどうしたよいか，

またどういうふうに散りばめたり，

統合したりするのか，日学歯として

の方向性をしっかり踏まえながら，

何を載せていくのかということを委

員会の中でしっかり検討して，日学

歯の活動にふさわしい内容になって

もらえたらと私は切に願っていま

す。

日学歯と会員の接点は，全国大会，

研修会，そして会誌，広報紙，ホー

ムページなど限られたものしかあり

ません。ですから，会誌の果たす役

割は大変重要です。

■佐橋 今，相澤先生から，会誌の

ベースとなる４つの柱について，非

常に参考になる示唆をいただいたの

ですが，私も，それはこれから考え

ていくべき部分だと思っています。

いままでの年２回は，学術号と大会

号というそれぞれ単独で別々という

感じの形だったものですから，私は

先ほどから申し上げております

が，１冊の会誌は年間３冊出す中の

１冊，つまり１／３であるという捉え

方で今後進めていくべきだと思いま

す。その中で，学識だとか，加盟団

体，他の組織からの情報，それから

日学歯の情報を掲載するコーナーを

常時設けて，見やすい形で誌面を構

成していく，そういう形こそが一番

理想ではないのかと考えています。

また，いままで私が携わっていた

中では，会誌の原稿を依頼する１～

２ヶ月前になり慌てて話し合って内

容を決めた場合が多かったのです

が，これからは年３回のうちのどこ

でどの情報を掲載するのかを考えな

がら，かなり早い段階から内容を検

討し進めていかないといけないと思

います。それには，やはり我々の委

員会だけの情報では無理なわけで

す。ですから，他の各担当常務理事

に協力と連携をお願いし，各委員会

の先生方のお知恵も拝借したいと考

えております。また，各会員の方々

へ投稿募集のインフォメーションも

１００号から掲載（▲ p２２）いたしますの

で，ぜひご寄稿いただければと思い

ます。

現在は，どのような情報が得られ，

実際にはいつそれを掲載できるの

「学識」「加盟団体」
「他職種」「日学歯」の
４つがキーワード

●
●
●
●
●
●

新しく必要だと考えた
コーナーを
継続させる

●
●
●
●
●
●

特 集
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か，年間予定表にしながら，内容を

調整する作業をしています。最初か

ら，これも，あれもというのは無理

だと思います。ページ数を減らしな

がらでも，新しく必要と考えたコー

ナーを作り，さらにそのコーナーの

内容をだんだん充実させていけば，

冊子の中身そのものが豊かになって

いくと思います。従って，今年度は

新設したコーナーをしっかり継続し

て，無事３回発行したいと考えてい

ます。
■司会 我々には学校歯科保健の専

門家として的確な実践活動をするこ

とが求められているので，必要とす

る内容も大変多様であることが先生

方のご意見からわかります。それを

踏まえて，今後，学術的な内容をど

のように掲載していったらよいの

か，赤坂先生のご意見をうかがいた

いと思います。

■赤坂 それでは過去の会誌の論文

の内容を振り返りつつ，今後，会誌

をどのようにしたらいいか，私から

の提言のようなものを述べさせてい

ただきます。

日学歯は学術団体ですから，当然

学術的な内容というものが会員の資

質向上に直結するもののひとつにな

るわけです。もちろん資質向上の方

法には，これから始まる研修制度の

問題をはじめ，いろいろからんでく

ると思います。そういうことを踏ま

え，広報委員会のメンバーは，執行

部が今の学校歯科保健について，ど

ういう方向で，何を会員に発信しよ

うとしているのかを把握し，それを

実際に編集して会誌に載せるわけで

す。今後は，特に編集を担当する常

務の力量が問われると思います。ま

た，その編集方針を具現化するため

の広報委員会の委員長そして各委員

の，編集する能力が必要になってく

るだろうと思います。

会誌について平成５年（１９９３年）か

ら調べ，この１５年ほどの間に会誌に

掲載された論文の一覧（表２）を作成

してみたところ，中田先生が会誌の

担当になられた頃に学術的内容が積

極的に入ってきています。平成９年

（１９９７年）に吉田先生と猪俣先生，こ

れはたぶん編集の側から依頼したの

だと思いますが，大変すばらしい論

文が掲載されています。私はこの論

文でずいぶん学ぶことができまし

た。ここでは保健教育ということが

系統立って述べられています。

その後，いよいよ平成１０年（１９９８

年）に初めて特集「学術論文」とい

うのが出まして，ご覧のような内容

が出ているわけですけれども，それ

以後，学術特集を見ますと，結局，

単発的な論文なんです。今後は編集

が理念を持って，会誌で取り上げる

テーマを系統立てて明確にしながら

日学歯として掲載を依頼する必要が

あります。

■中田 やはり，歴史ですよね。日

学歯の歴史が積み重ねられて，会誌

もテーマに基づく学術論文の掲載と

いうところまできたんですね。
■丸山 要するにその時その時の時

代に求められて会誌も変わってきた

のだと思います。
■中田 やはり最初に作るのは大変

ですよ。今のように流れがわかって

くるといいんですけれども，今，ご

指摘のあったように，単発では物足

りないといっても単発で頼むしかな

いんですよね，最初は。
■赤坂 最初は当然だと思います。
■中田 知っている先生のところに

行って，「お願いします」と頭を下

げていった時代ですから，我々の時

は。
■丸山 そういう単発の論文が出る

ようになったので，最近は地域での

取り組みを記した個人の原稿も出て

きたということですね。
■赤坂 そうだと思います。
■中田 今はアンテナを張ってある

から，あそこに頼めばこういう研究

や取り組みをしているから取り上げ

てみようというようなことができる

ようになっています。現執行部は各

地域の養護部会の先生方ともコンタ

クトがあるので，それを生かして原

稿を頼めば，今後いろいろな方向か

ら論文が集まると思います。

これまでに掲載された
論文は，秀逸ながら，
いつも単発

●
●
●
●
●
●

会誌にふさわしい学術的な内容とは？

丸山進一郎
会誌・広報紙発行人
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表２ 日本学校歯科医会会誌 学術論文関係リスト【６８号（１９９３）～９８号（２００７）まで検索】

７６号 １９９７ ・小学校の歯科保健指導における生活習慣の形成に関する研究，北田豊治（杏林大），吉田瑩一郎（日体大）

７７号 １９９７ ・学校歯科保健の一考察，猪股俊二（国際武道大）

８０号 １９９８ 特集 学術論文集
・新しい学校歯科健康診断について，赤坂守人（日本大・歯）
・新しい学校歯科健康診断（顎関節と咬合異常），福井初雄（日学歯）
・歯の萌出の遅れについて，松本光彦（日本大・歯科病院）
・小学校歯科保健教育が児童に及ぼす影響，渡邊理人（日体大），吉田瑩一郎（日体大），安井利一（明海大・歯）
・高知県における学校歯科保健調査と今後の課題について，高島恭一（高知県歯）
・児童への咀嚼に関する保健指導を歯科衛生士学生が試みた事例報告，瀬戸純子，他（日本大・歯・衛生専門）

８２号 １９９９ 学術特集
・わが国の学校歯科保健とアジア諸国，森本 基（日学歯・日本大・歯）
・パラダイム・シフト－学校歯科医の自己改革を目指して，西野瑞穂（徳島大・歯）
・歯科と遺伝子，前田隆秀（日本大・松戸歯）
・小児における歯の外傷の歯科的対応，中島一郎（日本大・歯）
・CO（要観察歯）の現状と将来，柘植紳平（日学歯）

８４号 ２０００ 学術特集
・日本食をおいしく食べられ，日本語を美しく話せる表情豊かな子どもの育成をめざして，大山喬史（東京医歯大）
・歯周病と生活習慣病，伊藤公一（日本大・歯）
・学校給食の形態による食習慣への影響，口の健康つくりの実践の手段としての評価，飯島英世，高木祐三（東京医歯大）
・歯科と遺伝子（後編），前田隆秀（日本大・松戸歯）
・むし歯は生活の仕方が関わって起こる病気，小学校の保健の教科書を読む，谷 宏（北海道大・歯）
・これからの学校歯科保健，米満正美（岩手医科大・歯）
・歯科健診時の顎関節の診査について，堀 稔（日本大・歯）

８５号 ２００１ ・「健康日本２１」と学校歯科保健，岡田昭五郎（東京医歯大・歯）

８７号 ２００２ ・学校歯科保健における歯科臨床検査を用いたリスク評価法についての検討（岩手県歯，宮古歯，岩手医科大・歯）

９０号 ２００３ 学術特集
・文部科学省「歯・口の健康つくり推進指定校」にみる学校歯科保健活動の成果と課題について，安井利一（明海大・歯）
・文部科学省学校歯科保健に関する参考資料「生きる力をはぐくむ歯・口の健康つくり」解説，木暮義弘（泰明小・校長）
・養護学校における歯科健康教育，保護者へのアプローチ，足達淑子，他（東京医歯大附病院・歯衛生）

９２号 ２００４ 学術論文特集
・１９８４年から１９９９年までの健診結果から考察した学校歯科保健，森主宣延（鹿児島大・歯）
・食育：次世代に「生きる力」を伝えられる子どもを育む，西野瑞穂（徳島大・歯）
・心と身体の健康増進と肥満，黒田敬之（東京医歯大・歯）
・咀嚼運動と顎関節症，鶴山賢太郎（日本大・松戸歯），前田隆秀（日本大・松戸歯）
・「児童虐待」に対する学校歯科医の役割と対応，赤坂守人（日本大・歯）
・「咬合育成」を課題とした歯科健康教育，歯・口の健康つくり推進指定校における実践，三輪全三，武井啓一，
高木祐三（東京医歯大）

９４号 ２００５ 学術論文
・自作学校歯科健康診断ソフトについて，小鹿典雄（茨城県歯）
・相模原市立小中学校における学校歯科健康診断の成績，過去９年間の歯垢の付着状況および歯肉炎の罹患状況に
ついて（相模原歯）
・歯の萌出異常，前田隆秀（日本大学・松戸歯）
・児童への保健教育としての「咀嚼育成」支援への取り組み，咀嚼評価としてチューインガム法を用いて，長澤治
子，他（日本大・歯・衛生専門）

９６号 ２００６ 特集「食」，食育基本法施行から１年，学校歯科医の果たすべき役割とは？
Ⅰ 行政の立場から，子どもたちに対する食育の推進について，宮内健二（文部科学省・スポーツ・青少年局）
Ⅱ 小児医学・小児保健学の立場から，小児保健と食育，高野 陽（東洋英和女学院大・人間科学）
Ⅲ 学校歯科の立場から，①学校歯科保健として「食育」をどのように捉え，関わるか，学校歯科医の新たな健康

教育の構築に向けて，赤坂守人（日本大・総合科学研究所）
②「食文化」の継承と「日本型食生活（食生活指針）」の推進，西野瑞穂（徳島大）
③歯・口の健康つくりの観点から「食教育」を考える，瀨川 洋（奥羽大・歯）

Ⅳ 学校現場の立場から，まんのう町「食育ネットワークモデル事業」その取り組みと経過の考察，大月陽子（香
川県歯）

学術論文
・各種飲料のエナメル質脱灰作用，清水邦彦，他（日本大・松戸歯）
・岩手県二戸市学校保健会の活動と二戸市立小学校での歯科保健活動，菅 弘志（岩手県歯）
・福島県における学校歯科保健の取り組み，他律的健康つくりから自律的健康つくりへの変容を目指した教材の検
討，瀨川 洋（奥羽大・歯），他（福島県歯）

９８号 ２００７ ・児童への心肺蘇生法，AEDの体験学習，中島 丘，長坂 浩（明海大・歯）

特 集
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■赤坂 そうですね。とにかく学術

論文については，まず，いろいろな

学会にアンテナを張ってなければい

けないわけです。一番重要なものと

して，まず口腔衛生学会の中に，学

校保健に関係する論文や発表がかな

りあります。それから小児歯科学

会，あるいは障害者歯科とか，もっ

と大きい意味でとらえたHealth の

部分では，小児保健学会などでも児

童に関する非常にいい論文や発表が

出ています。そうした内容を執筆し

ている学識者に原稿をお願いすると

いいのです。

ただし，どなたに依頼するにせよ，

原著論文をお願いしてもたぶん投稿

は難しいと思います。お願いしても

日学歯の会誌は，研究者として発表

するには残念ながらインパクトが弱

いので断られる可能性が高いです

し，また，仮に原著論文をいただい

たとしても，時には専門的過ぎて，

一般の歯科医にはなかなか理解でき

ない内容や必要としない内容になっ

てしまうわけです。いままでも，そ

ういうことが起きていたかもしれま

せん。実際，日学歯の会誌の性質を

考えますと，原著論文である必要は

なく，むしろ，わかりやすく示され

た総説論文や原著論文を総説論文化

するように依頼したほうが会員の活

動に役立つはずです。

■赤坂 また，私は教授職にある者

よりむしろ准教授クラス，あるいは

講師クラスに依頼した方がよいと思

います。なぜ教授はだめかというと，

学校の問題が山積していて大変忙し

く，論文などは若手にやらせること

が多くなるわけです。ただし，そうす

ると，若手の大学人は学校保健とい

うのをほとんどわかっていません。

ですから，やはり編集サイドから，

いわゆる日学歯の特徴はどういうも

のか，どういう読者なのか，執筆者

に十分に理解してもらうために説明

する必要があります。また若手の大

学人は，将来の学識として学校歯科

保健の活動を支える人たちですか

ら，学校歯科保健が直面する今日の

健康課題を的確に彼らに理解しても

らうことは，すなわち未来の学校歯

科保健を構築することにつながるわ

けですので，依頼の仕方をしっかり

考えておく必要があると思います。

会誌から学ぶというのは，会員ば

かりでなく，寄稿する者も日学歯の

会誌を通して学校歯科について学ぶ

ということです。決して専門学会誌

に原著論文を掲載するような感覚

で，研究実績として投稿してもらう

ものではないということです。それ

が第１点だと思います。

■赤坂 ２点目は，学術的なテーマ

をとりあげた企画です。相澤先生が

担当のときに，「食」をテーマとし

た特集を実現するため，私も関わり

ましたが，今後も，学術的なテーマ

を掲げて特集する必要があると思い

ます。もちろん，各号でシリーズと

して掲載するのでもかまいません。

やはり，いままでは，健康診断の

問題にしても，まだ中途半端で終

わってしまっているんです。もう少

しきめ細かく，別の分野の人たちも

含めた特集を出す。だから，３～４

人の執筆者で，例えばCO・GOの

問題をもう一度洗い直すとか，ス

ポーツ歯学の問題もあるし，それか

ら摂食の問題はこの間の「食」の特

集でかなり切り込んだわけですけれ

ども，まだまだ足りません。とにか

く今日的なテーマがたくさんあるわ

けです。これからは児童・生徒の心

の問題も大きな問題になるわけです

から，いろいろな分野の人たち，学

校歯科医だけではなくて，学校長，

養護教諭，心理の専門家，そういう

人たちを含んだ特集を出していくこ

とで，学校歯科医としてなすべきこ

とが会員にも見えてくるはずです。

たとえば，日医のほうでは，皆様

ご存じの「日本医師会雑誌」に１年

間に１号，必ず学校保健をテーマに

した特集を出しています。それはす

べて，地域で学校保健をしている学

校医とか，もちろん学識者として大

学の先生が関わってしっかりと内容

を企画されているんです。そういう

ようなことをもう少し日学歯の会誌

でもする必要があると思います。

■赤坂 ３点目は読者のフィード

バックが全然見えません。フィード

バックできるようにするには，会誌

に対する読者の声，幾つかの声を掲

書き手も
読み手も学ぶ

●
●
●
●
●
●

テーマに基づいて，
各分野の
論文を集める

●
●
●
●
●
●

難解な原著論文より，
今日の健康課題を
わかりやすく示した総説論文

●
●
●
●
●
●

モニター制を導入し，
フィードバックを

●
●
●
●
●
●

末髙英世
広報第一委員会 委員長
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載したらよいと思います。読者の中

から常にモニターする人たちをお願

いしておいて，そして，その人たち

がその記事に対してどう反応してい

るか。記事をあとで読んだ人たちも

共有できるようにしないと，皆さん

がおっしゃっている双方向性が欠け

てしまうのではないか。そんな感じ

がいたします。
■司会 貴重なお話をいただき，

我々にとって頭の痛いこと，大変だ

なと思う面もあります。実際，学識

者の方に，日学歯の活動を踏まえた

読みやすい論文をお寄せいただくに

は，どうしたらよいでしょうか。

■赤坂 学識者をうまく利用するこ

とです。１つの特集を出す時に年間

計画を立てると思いますので，学識

１人くらいに企画の段階で入っても

らって，テーマに基づいて，どのよ

うな分野の人たちに執筆をお願いす

るかを相談し，そこで名前があがっ

た方に編集委員が実際に執筆をお願

いする。そういうようなことが必要

かなと思います。

そのためには，先ほどお話しした

ように，編集委員，あるいは日学歯

に関わっている学識者に前もってお

願いしておき，学会の論文・発表に

ついて，「あっ，これは学校歯科保

健として重要な研究である」とアン

テナを張る必要があります。ただし，

学会で発表された内容をそのまま会

誌に出しても，会員は困るわけです

から，それを総説論文的に砕いて執

筆していただく。しかも，編集の人

たちが時々査読に加わりながら，

「このへんを直していただけます

か」としないと，総説論文でも，専

門の医療の雑誌に掲載される論文で

はないかと思われるような内容が出

てきてしまうんです。これでは，そ

の論文の内容が，子どもたちの保健

にどういうふうに役立つかというこ

とが全然見えてこないわけです。そ

れでは，会員は読んでくれない。で

すから，査読が必要なんですよ。「先

生」の原稿の編集は失礼だからと，

論文をもらってそのままパッと掲載

するのではなくて，そこで二方向に

ディスカッションし合って，初めて

書いた者も学ぶんです。ああ，なる

ほど，学校保健というのはこういう

ものなのかと。
■野溝 つい，学識の先生の論文に

手を加えるのは失礼だと思ってしま

うんです。
■中田 そう，そう。それに，赤坂

先生に「教授に頼まなくていいよ」

なんて言われても，なかなかそうは

いかないんですね。
■赤坂 でも，教授も昔と違います

し，今の若い人は受けてくれますよ。
■相澤 私が「食」をまとめた時に，

赤坂先生や松島会長の紹介で，それ

ぞれの分野のオーソリティーの先生

方の論文を載せたのですが，変更や

加筆をお願いしたい時に若い先生の

ほうがお願いしやすい面がありまし

た。

■赤坂 会誌の歴史，その重みがだ

んだん出てくれば，書く者も，これ

はちゃんと気を入れて書かなければ

いけないということになるんです。

だから，逆に，執筆を依頼された人

間が，日本学校歯科医会の会誌なん

て大して読まれていないだろうとい

う受け止め方だと，もう片手間です

よ。だから，常に編集の人が査読を

して，「このへんはカットするよう

に」とか，きちんと意見を述べる。

そうすると，だんだんこれはまずい

なとか，もっと気合を入れなければ

となる。そういう緊張関係がなけれ

ばならないんですよね。
■相澤 私の時から，編集委員に奥

羽大学の瀨川准教授に入っていただ

きましたが，赤坂先生がおっしゃっ

たように若い先生が委員会の中に

入ってくださると，いろいろな面で

助かるんですよね。
■赤坂 そうですね。
■相澤 教授だと，ちょっと。
■赤坂 頼んでも，また言えないし

ね。
■相澤 肩書きにこだわらず，精力

的に仕事をしていただける准教授や

講師の先生方が参加してくださると

ありがたいですね。
■中田 講師も忙しいでしょう。
■赤坂 確かに講師は仕事もあるけ

れども，自分が行った仕事や研究の

内容が外に広まるということは一番

うれしいことですよ。ですから，結

果的に論文の後に教授の名前が出て

いてもいいですよ。

最初に執筆者を探す時は，講師ク

ラスの論文をポイントに見て，これ

はいいと。そしてコンタクトして，

こちらの意図を伝えながら，しっか

りとやりとりすると，その講師も個

読者に役立つ論文を
実際に集めるには？

●
●
●
●
●
●

仕事熱心な
若手に期待

●
●
●
●
●
●

佐橋永吉
現広報担当常務理事

特 集
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人の業績として評価される。そして

会誌も評価される。そうなると，忙

しい中でも講師は決して断らないで

すよ。
■相澤 やはり会誌の権威がもっと

高まり，論文なり，文章を載せてい

ただいた学識の先生方が大学に戻っ

た時に業績として認めてもらえるよ

うな会誌になって欲しいと私は切に

思います。そうして，大学に戻られ

た先生方の実績として評価してもら

えれば，論文の執筆者の幅ももっと

広がると思います。

■赤坂 現在，大学では，子どもに

関する学術研究は倫理問題からほと

んど困難な状態になっています。特

に健康教育についての介入研究とい

うのがほとんどできなくなると思い

ます。学会をみてもわかります。ま

さに日学歯は，そういう点でも，非

常に独自性を出せる。会員の先生方

が持っているフィールドで学校の先

生とペアになって調査研究する，実

は会誌を見るとそういう学術論文が

少しずつ最近出てまいりました。県

の学校歯科の先生と県の歯科大学の

先生とが共同で行った研究について

総説的なものは出てはいるのです。

けれども，もっと，そういう研究を

していかないと，今後，日本の児童・

生徒の健康教育についての効果を示

した介入研究は，ほとんどできなく

なってしまう。まさに日学歯の会誌

こそ，そういうものを大いに取り上

げていくことが非常に重要な面に

なっていくと思います。

そのような刺激のためにも，地域

の学校歯科医＝臨床医として，臨床

活動と同時に，研究的なエビデンス

ができる目を養い，研究活動を通し

て学ぶ。そうした活動を支える場と

しての役割が，今後の会誌にはある

だろうと思います。期待したいなと

思っています。
■司会 １つ質問してよろしいです

か。個人情報保護法がございますが，

研究活動を行う場合，子どもたちに

対してはどうなんでしょうか。
■赤坂 学校歯科医の強みというの

は，そういう世論がある中で調査を

しようする時，学校歯科医は保護者，

子ども，担任の先生や養護教諭の先

生とのコミュニケーションがあると

いうことです。あくまでも調査が可

能か否かは信頼関係ですから，もち

ろん今，養護教諭の先生に調査を依

頼すると，一番矢面に立つのは学校

ですから，そのへんは非常にナーバ

スになっています。現実に大学の先

生がポコッと行って調査したいなと

言っても全然受け付けません。そこ

がこれからの地域における学校歯科

医の寄与する部分にもつながること

だと思います。
■司会 我々も，一歩一歩前進しな

がら，皆様の要求に応えていきたい

と思います。

■赤坂 あと，できれば学術論文は

サマリーを４００～６００字くらいで最初

に出しておく。そうすると，サマリー

を読んだだけでも，その論文のおお

よその内容がわかるわけです。さら

に興味があれば，またその論文を読

む。昔の学会の雑誌というのはみん

なサマリーを後ろに載せたものです

けれども，今は，サマリーが一番前

地域密着型の
学校歯科医が，
調査研究の未来をひらく

●
●
●
●
●
● 忙しい臨床医の

立場を考えた
誌面づくり

●
●
●
●
●
●
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で，タイトルの次というスタイルが

主流になっています。それによって

さまざまな情報をどんどん入れて，

細かいことはまた時間があれば本文

で，ということが可能になるんです。

日学歯の会誌もそうすると，濃縮さ

れたものがサマリーに出るわけです

から，会員はその部分を読むだけで

も，かなりの情報が得られる。そう

いう技術的なことも考えていく必要

があると思います。
■司会 臨床医としての自分の日常

を振り返ることで，会誌の誌面を工

夫してみることも大切ですね。発行

人として丸山専務，いかがですか。
■丸山 歴代の担当常務の先生方か

ら，また，赤坂先生から，会誌への

熱い思いをお伝えいただいて，そし

て非常にいいご提言をいただいてお

ります。

私も，月刊の「小児歯科臨床」と

いう雑誌の創刊に携わり，いかに読

者に読んでもらい，それから雑誌の

持つ性格性をいかに出していくかと

いうことを検討した経験があるの

で，佐橋常務からアドバイスを求め

られると，そのつもりでサゼスチョ

ンしています。今，本当に佐橋常務

が苦労されているのは，先生方から

いただいたアドバイス，それを具現

化することです。

これから年３回の発行になります

けれども，さまざまな提言をきちっ

と踏まえて，形になっていくと私も

期待しております。さきほど赤坂先

生もおっしゃっていたモニター制，

これは私もちょっと考えていたこと

なのですが，今後もぜひ会員と日学

歯，双方向の声のツールとして，会

誌の機能を検討していきたいなと思

います。発行を重ねるごとにより良

い会誌にしてまいりますので「乞う

ご期待!」ということで，今後とも

先生方のご意見をお寄せいただきた

いと思います。
■司会 貴重なご意見，また参考に

なるお考えがたくさんありました。

先生方，本当にありがとうございま

した。いただいたご意見やお考えを

踏まえ，今後，一層充実した会誌が

できるように，佐橋常務も私も頑張

りたいと思いますので，よろしくお

願い申し上げます。

特 集
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本会では，さらに開かれた日学歯をめざし，より一層，会員の皆様と会との双方向的な情報交換が
できるようにと検討を重ねた結果，今後は広く一般会員の皆様方からの投稿を募集し，その原稿をこ
の会誌の中で積極的にご紹介することとなりました。
つきましては，学校歯科保健に関する研究・取り組み・学校での講話例など，学校歯科保健活動に

役立つ幅広い内容について，会員の皆様方による原稿を積極的にお寄せいただきますようお願い申し
上げます。
なお，ご寄稿にあたりましては，ご所属の日学歯加盟団体を通じて投稿いただくことになっており
ますので，下記の要領にてご執筆の上，「日本学校歯科医会会誌：投稿原稿」と明記し，加盟団体へ
お送りください。
また，お寄せいただきました原稿につきましては，本会にて掲載の採否を検討させていただきます
ことをご了承ください。
今後さらに学校歯科保健に役立つ充実した会誌の発行をめざして努力していく所存ですので会員の
皆様方のご理解ご協力よろしくお願い申し上げます。

㈳日本学校歯科医会 広報担当常務理事 佐橋永吉

「会誌」投稿原稿募集

投稿原稿について

【テーマ】学校歯科保健活動に役立つ内容（学校歯科保健に関する研究・取り組み・学校での講話例など）

【文字数】本文８，０００字（４００字詰原稿用紙２０枚）程度まで（会誌約６ページ分）

【図表数】図表B５用紙２枚におさまる範囲の数（会誌約２ページ分）

【文献の記載】引用文献には本文の該当部にナンバーをふり，原稿の最後に文献一覧を必ず記載

個人情報について

個人の特定が可能な児童生徒・保護者の方々についての表現やデータが原稿内にある場合には，原稿掲載

について，ご本人（児童生徒の場合は学校ならびに保護者）の承諾を必ず得てくださいますようお願い申

し上げます。

提出方法

「日本学校歯科医会会誌：投稿原稿」と明記の上，加盟団体へお送りください。

■投稿原稿についてのお問い合わせは下記まで
㈳日本学校歯科医会事務局 ℡ ０３－３２６３－９３３０
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会誌「目次」にみる
日本学校歯科医会会誌第１００号の歩み

平成１９・２０年度 広報第一委員会

会誌の編集を担当している広報第一委員会では，この度，第１００号を発行するにあたり，これま
での会誌のあゆみを「目次」を通して振り返ってみたいと考え，第１号から第９９号に掲載された「目
次」（第３９号～７２号については，表紙記載の「もくじ」）を年表の形式でまとめてみました。
参考として，学校歯科保健に関連する出来事もあげています。
記載にあたっては，内容を区分するために必要に応じて「：」（コロン）や「，」（読点）を，執筆
者名については「（ ）」（小カッコ）を編集の際に付し，また，誌面の都合上，掲載を省略した内容
については，「他」「他＊題」などと明朝体で表記し，各種大会，協議会等についてタイトルおよび
講演者（発表者）名を省略した場合は，「講義１～４」などと表記しました。
なお，既刊の日本学校歯科医会会誌の「目次」のほかに，作成にあたって参照した主な資料は下
記の通りです。

（主要参考文献）
・社団法人日本学校歯科医会：日本学校歯科医会会誌第４７号（社団法人日本学校歯科医会会誌五十
周年記念），１９８２
・社団法人日本学校歯科医会：創刊よりの推移，日本学校歯科医会会誌，８２：１３４－１３８，１９９９
・社団法人日本学校歯科医会：日本学校歯科医会会誌第８９号（日本学校歯科医会創立７０周年記念
号），２００３
・学校保健・安全実務研究会：新訂版 学校保健実務必携，第一法規株式会社，２００６
・榊原悠紀田郎：学校歯科保健史話，医歯薬出版株式会社，１９９０

年月日 会誌発行回数 会 誌 内 容 備 考

１９３１（昭和６）年
６月２２日

「学校歯科医及幼稚園歯科
医令」公布

１９３２（昭和７）年
４月８日

※日本聨合学校歯科医会の機関誌として，『学校歯科衛生』第１号を１９３４
（昭和９）年に発行
以降第１０号（１９４３（昭和１８）年）までつづく

日本聨合学校歯科医会設立
奥村鶴吉，
日本聨合学校歯科医会理事
長就任

１９５４（昭和２９）年
１０月７日

日本学校歯科医会設立
向井喜男，
日本学校歯科医会会長就任
加盟団体 ２５学校歯科医会

１９５５（昭和３０）年
１１月２３・２４日

日本学校歯科医会会誌の前段
階的なものとして「第１９回全
国学校歯科医大会誌」が発行
される

※第１９回全国学校歯科医大会の大会誌の中に日本学校歯科医会の記事を入
れ込むという方式で発行
大会の記事の他に日本学校歯科医会作成の『学校歯科医の手引き』を掲載

第１９回全国学校歯科医大会
（東京）
学童う歯半減運動発足

特 集
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年月日 会誌発行回数 会 誌 内 容 備 考

１９５７（昭和３２）年
７月１０日

日本学校歯科医会会誌第１号
※年１回発行

表紙写真 阿寒湖のマリモ見学
本誌の発刊について
第２０回全国学校歯科医大会記録
日本学校歯科医会記録 第３回総会
研究発表：学校歯科保健に於ける歯科指導について（榎本正義） 他１２題
※表題「日本学校歯科医会会誌」
副題「第２０回全国歯科医大会」
として発行

本誌は日本学校歯科医会第２回総会において本会の会誌を刊行するこ
とにきめたのにしたがって，北海道学校歯科医会の諒承をえて，会誌
として刊行したが，内容は第２０回全国歯科医大会記である。（会誌第
１号「本誌の発行について」より引用）

１９５８（昭和３３）年
９月

日本学校歯科医会会誌第２号 巻頭の言葉
研究：岐阜県下小学校に於ける齲歯皆無運動実施状況について（蒲 宣雄）
他１１題
座談会：学校保健法をめぐって
（岡本清纓・向井喜男・湯浅泰仁・竹内光春・榊原悠紀田郞）
第２１回全国学校歯科医大会記録
日本学校歯科医会記録 第４回総会 他
各会消息：名古屋市学校歯科医会 他５団体
資料：学校保健法 他
編集後記

学校保健法公布（４月１０日）

１９５９（昭和３４）年
４月

日本学校歯科医会会誌第３号 綜説：ニュージーランド学校歯科の教えるもの（竹内光春）
研究：口腔衛生児童劇の演出について（後藤宮治） 他１１題
第２２回全国学校歯科医大会記事
第５回日本学校歯科医会総会記事
日本学校歯科医会昭和３４年度会務報告 他
編集後記

奥村賞設定（４月）
「中学校保健体育指導書」
（９月１５日 文部省発刊）
日本学校安全会法公布
（１２月１７日）

１９６０（昭和３５）年
９月

日本学校歯科医会会誌第４号 改訂学習指導要領と歯科衛生教育（山田 茂）
参考資料：小学校学習指導要領の抜萃について
研究：奈良県におけるう歯半減運動（富森光弘） 他１５題
奥村賞について
調査：学校歯科実情調査について
学校歯科寸言
第２３回全国学校歯科医大会
日本学校歯科医会のうごき：学校保健法にもとづく，健康診断のうち，歯
の検査を初診行為とみなすことの不当性についての意見書 他
文献紹介
編集後記
※表紙のデザイン変更

全日本よい歯の学校表彰事
業発足
「小学校体育指導書」
（３月２８日 文部省発刊）

１９６１（昭和３６）年
９月

日本学校歯科医会会誌第５号 特別発表：むし歯半減運動実施上の問題点とその打開策について（向井喜男）
研究：歯の健康診断の事後措置に関連した教科学習（森茂一郎） 他１１題
第２４回全国学校歯科医大会
学校歯科寸言
日本学校歯科医会だより：第２回奥村賞受賞について 他
紹介

１９６２（昭和３７）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第６号 巻頭言：学校歯科に新しい力を
特別寄稿：学校保健をかえりみて（高橋恒三）
研究発表：横浜市における学校歯科保健事業について（森田純司） 他１１題
資料：本校の学校歯科保健の概要（本田小学校） 他１校
第２５回全国学校歯科医大会
日本学校歯科医会だより：学校歯科医の執務状況の調査について 他
紹介：金沢市の学校歯科中央診療所方式 他８題

連絡を密接にしてニュース
性をとりあげた，日本学校
歯科医会特報第一号発行
（１９６２年５月）

24



年月日 会誌発行回数 会 誌 内 容 備 考

１９６３（昭和３８）年
９月

日本学校歯科医会会誌第７号 巻頭言
特別講演：学校歯科衛生，特に学校歯科医の問題について（西尾雅七）
研究：本校におけるう歯対策（久保内健太郎 他） 他２題
実践：本校の学校歯科医保健の概要（京都市立朱雀第八小学校） 他１校
資料：エゼールの人形 他２題
大会：第２６回全国学校歯科医大会
総会：日本学校歯科医会総会
奥村賞：第４回奥村賞授賞
よい歯の学校：第３回日本よい歯の学校表彰
予告：第２７回全国歯科医大会・歯科衛生研究協議会
ニュース：日学歯録音テープの御案内 他
※表紙のデザイン変更

日本学校歯科医会
特報第二号発行
（１９６３年５月）

１９６４（昭和３９）年
８月

日本学校歯科医会会誌第８号 巻頭言
特別講演：学校管理と学校保健（細谷俊夫）
シンポジウム：学校歯科医の効果的な執務はどうあるべきか（司会：向井喜男）
研究：本校に於ける児童並びに家庭の歯科衛生の実態と
その対策（伴 佐喜子） 他５題
答申案：学校歯科における疾病の予防措置の問題点を解決して，その円滑
な実施をはかるには何うしたらよいか
資料：いわゆる熊本式へき地学童歯科診療の資料 他２題
大会：第２７回全国学校歯科医大会の記
総会：日本学校歯科医会総会
奥村賞：第５回奥村賞授賞
よい歯の学校：第４回日本よい歯の学校表彰
教育入門講座：明治以降の学校教育 （仲 新） 他２題
予告：第２８回全国学校歯科医大会 他
ニュース：文部省課長の更迭 他

「学校病予防の手引き」
（２月 文部省発刊）
日本学校歯科医会
特報第三号発行
（１９６４年５月）

１９６５（昭和４０）年
８月

日本学校歯科医会会誌第９号 巻頭言
特別講演：よい歯の学校運動の教育的意義（細谷俊夫）
シンポジウム：よい歯の学校運動の分析（司会：細谷俊夫）
研究：学童の日常使用させる歯刷子の研究（柿野恵一） 他３題
特集：ニュージーランド学校歯科サービス―その起源と発達―
（リューエリン・サンダース）
大会：第２９回全国学校歯科医大会の記
総会：日本学校歯科医会第１１回総会
奥村賞：第６回奥村賞授賞
よい歯の学校：第５回全日本よい歯の学校表彰
資料：へき地学校歯科管理費補助金のうち歯科医師の派遣に係る
補助金の取り扱いについて 他
予告：第２９回全国学校歯科医大会 他
ニュース：本会会長に科学技術庁・文部省より“歯質の後天的改善の野外
調査”委託 他

日本学校歯科医会
特報第四号発行
（１９６５年７月）

１９６６（昭和４１）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第１０号 巻頭言
特別講演：教育評価について（肥田野直）
総説：疫学的齲蝕発病理論と齲蝕予防塡塞法の概要（竹内光春）
大会：第２９回全国学校歯科医大会の記
総会：日本学校歯科医会第１２回総会
研究協議会：第３次う歯半減運動の企画はいかにすべきか
特集：学校歯科の手びき
奥村賞：第７回奥村賞（該当なし）
よい歯の学校：第６回 全日本よい歯の学校表彰
予告：第３０回全国歯科医大会 他
資料：地方交付税における学校歯科医などの報酬に関する質疑解答について 他５題
ニュース：叙勲 他

『学校歯科の手引き』発刊
（日本学校歯科医会）

特 集
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年月日 会誌発行回数 会 誌 内 容 備 考

１９６７（昭和４２）年
６月

日本学校歯科医会会誌第１１号
※年２回発行

巻頭言
記念講演：全国学校歯科医大会３０回の歩み（向井嘉男） 他３題
大会：第３０回全国学校歯科医大会
総会：日本学校歯科医会第１３回総会
研究協議会：第４回学校歯科衛生協議会
よい歯の学校：第７回全日本よい歯の学校表彰
奥村賞：第８回奥村賞（該当なし）
予告：第３１回全国学校歯科医大会予告
資料，ニュース，陳情，訃報，記念メダル，理事会だより 他
編集を終えて，「学校歯科の手びき」ご希望の向きへ
表紙：古代アッシリアのレリーフと甲骨文字（歯）を主題にしたもの（司 修）
※表紙のデザイン変更

１９６７（昭和４２）年
１２月

日本学校歯科医会会誌第１２号 巻頭言
特別講演：「学校歯科の手びき」活用のために（榊原悠紀田郞）
大会：第３１回全国学校歯科医大会 名古屋大会の記
総会：日本学校歯科医会第１４回総会
研究協議会：初のワークショップの試み
よい歯の学校：第８回全日本よい歯の学校表彰
奥村賞：第８回奥村賞 （香川県多度津町立多度津小学校）
第３２回全国学校歯科医大会（熊本）予告
陳情：第３１回全国学校歯科医大会要望事項の陳情について
日本学校歯科医会役員名簿，日本学校歯科医会加盟団体名簿，ニュース，
編集を終えて

１９６８（昭和４３）年
３月

日本学校歯科医会会誌第１３号 巻頭言
ヨーロッパにおける学校歯科サービス（今西孝博）
歯科実践：児童生徒の口腔衛生に関する理解度調査
（東京都学校歯科医会学術委員会） 他５題
私のくふう：おはぐろに教えられること（井原協一） 他７題
外野席から：将軍と兵（岡野岳郎） 他３題
趣味・小品：天神さん（梅谷秀文） 他６題
座談会：学校と学校歯科の谷間（阿部カツ 他５名）
学校拝見：あふれる清潔感（滋賀県野洲西小学校）
加盟団体だより：青森 他２４団体
第３２回全国学校歯科医大会（熊本県）要項
調査資料：歯の保健衛生についての質問
◇こんなことが知りたい◇（川村敏行）
陳情：学校保健法施行規則の一部改正と就学時健康診断の事後処置に関す
る凝視措置についての要望
省令：学校保健法施行規則の一部改訂
編集大綱ならびに原稿募集，バッジのこと，ニュース・文部省異動 他
編集を終えて
※大会と関係ない記事をメインとする号となる

１９６８（昭和４３）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第１４号 巻頭言
特別講演：学校保健の評価（甲斐直義）
大会：第３２回全国学校歯科医大会
総会：日本学校歯科医会第１５回総会
研究協議会：昭和４３年度学校歯科衛生研究協議会
よい歯の学校：第９回全日本よい歯の学校表彰
奥村賞：第１０回奥村賞（該当なし・推薦の記に富山市八人町小学校）
予告：第３３回全国学校歯科医大会予告 滋賀県
表紙：古代アッシリアのレリーフと甲骨文字（歯）を主題にしたもの（司 修）
会計報告，陳情，理事会だより 他
編集を終えて
※従前どおり１回は大会をメインとした号となる
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１９６９（昭和４４）年
９月

日本学校歯科医会会誌第１５号 就任のあいさつ
学校における保健教育への歯科領域の接近（能美光房）
日学歯の法人化問題をめぐって（栃原義人）
小学校学習指導要領の一部改訂を要望するの件
歯科実践：歯の作文の一例（本間 雄） 他４題
寸言直言：学童の歯と清掃（奈良隆之助） 他３題
私のくふう：学校歯科組織化運営の一例について（河野秀夫） 他７題
ずいひつ：言語障害児と口腔検査（青野 直） 他３題
加盟団体だより：青森 他２７団体
日本学校歯科医会役員名簿 他
編集後記
※表紙のデザイン変更

湯浅泰仁，
日本学校歯科医会会長就任
（４月１日）

１９７０（昭和４５）年
３月

日本学校歯科医会会誌第１６号 巻頭言（湯浅泰仁）
大会の記：第３３回全国学校歯科医大会（佐藤 守）
大会をかえりみて：大会をかえりみて（川村輝雄）他５題
学校視察・観光：学校視察と観光（栃原義人） 他１題
よい歯の学校：第１０回全日本よい歯の学校表彰（川村敏行）
奥村賞：第１１回奥村賞
総会：日本学校歯科医会総会
研究協議会：昭和４４年度学校歯科衛生研究協議会
訪問および答申：全日本よい歯の学校表彰改善の要項（案）他３答申・要望書
陳情：
第３３回日本学校歯科医大会における大会決議事項の要望について
学校保健分科審議会の審議経過について
学校保健法施行規則第６条に規定する幼児健康診断票の書式変更に関する
要望について
ヨーロッパ視察：第１回日本学校歯科医会欧州学校歯科保健事情視察団記
録（亀沢シズヱ）
小・中学校う歯罹患者率の年次推移 他
編集後記

１９７０（昭和４５）年
６月

日本学校歯科医会会誌第１７号 巻頭言（湯浅泰仁）
西ドイツの学校歯科をかいまみて（坪根哲郎）
あいさつ：橋本 真（文部省学校保健課長）
座談会：歯の健康診断の方法改善について
ＷＨＯ：亀沢シズヱ
報酬増額：報酬増額運動について（日学歯） 他４都県
歯科実践：学校洗口場について（栃原義人） 他２題
研究：年度を追った一連の保健指導（松本敬子） 他１題
報告：昭和４４年度第１９回全国学校保健研究大会 他
寸言直言：明日への課題（住井鉄造）
歯の塚：全国の小学校に歯の塔を建設する運動をしましょう（蒲生勝巳）他２題
ずいひつ：あしあと（亀沢シズヱ） 他６題
加盟団体だより：要望書・むし歯に泣くへき地の子供達に救いの手を

茨城 他１４団体
速報：学校保健統計調査速報
予告：第３４回全国歯科医大会（静岡）
インタビュー：亀沢シズヱ東京都学校保健会長に聞く
名簿

１９７１（昭和４６）年
６月

日本学校歯科医会会誌第１８号 巻頭言（湯浅泰仁）
特別講演：保健指導と保健管理（黒田芳夫）
大会：第３４回全国学校歯科医大会
研究発表：歯をたいせつにする態度の育成をめざす本校の歯科保健活動
（本田輝子） 他８題
学校視察と観光：熱海市立第二小学校・箱根芦の湖へ（静岡県歯科医師会広報部）
よい歯の学校表彰：第１１回全日本よい歯の学校表彰
奥村賞：第１２回奥村賞
総会
研究協議会：昭和４５年度学校歯科衛生研究協議会
陳情：第３４回全国学校歯科医大会における大会決議事項の要望について
理事会：理事会報告
ヨーロッパ視察：第２回日本学校歯科医会 ヨーロッパ学校歯科事情視察団
（亀沢シズヱ） 他３題

特 集
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国際歯科会議：国際歯科アジア太平洋地域会議に出席して（湯浅泰仁）
秋田学校保健会：秋田市における第２０回全国学校保健研究大会に伴う
「全国学校歯科医懇談会」
文部省関係連絡事項：地方交付税制度について 他
第３５回全国学校歯科医大会予告 他

１９７１（昭和４６）年
１１月

日本学校歯科医会会誌第１９号 巻頭言（湯浅泰仁）
研修会：近畿地区学校研修会 学校歯科の動向（湯浅泰仁） 他５題
講習会：昭和４６年度学校保健講習会（歯科）
アンケート：学校歯科改善のためのアンケート調査成績（山田 茂）
加盟団体だより：北海道 他１７団体
研究発表：本校児童う歯罹患状態と予防対策について（大倉芳子） 他２題
ずいひつ：学童生徒の事後措置に伴う，いわゆるホームドクターとしての
関連性について（内海 濶） 他４題
資料：歯の保健（イギリス保健省） 他３資料
学校歯科テープライブラリー 他
※表紙のデザイン変更

社団法人日本学校歯科医会
設立認可（１１月２５日）

１９７２（昭和４７）年
３月

日本学校歯科医会会誌第２０号 特別講演：学校保健における管理と指導の調和（高石昌弘）
大会：第３５回全国歯科医大会を終わって（磯貝 豊） 他
学校視察と観光：日吉小学校から房総めぐり（百束尚彦） 他１題
よい歯の学校：第１２回全日本よい歯の学校表彰
奥村賞：第１３回奥村賞
総会
研究協議会：昭和４６年度学校歯科衛生研究協議会
訃報
陳情：第３５回全国学校歯科医大会における大会決議事項の要望について
法人：「日本学校歯科医会」法人化について（関根龍雄） 他
理事会：理事会報告
予告：第３５回全国学校歯科医大会，文部省・日学歯共催学校保健（歯科）講
習会
叙勲 他

１９７２（昭和４７）年
８月

日本学校歯科医会会誌第２１号 巻頭言（湯浅泰仁）
研究発表：染出しによる保健学習の効果（田熊恒寿） 他９題
報告：日本でもつくろうデンタル・オグジリアリー（亀沢シズヱ） 他１題
放送：学校歯科保健のあり方（湯浅泰仁） 他１２題
海外文献抄録：ウォータピックの効果 他１０題
総会：昭和４７年度日本学校歯科医会総会
保健体育審議会中間報告：児童生徒等の健康の保持増進に関する施策につ
いて
資料：昭和４６年度学校保健統計調査速報（文部省） 他
予告：第３６回全国学校歯科医会開催案内
文部省異動・叙勲 他

１９７３（昭和４８）年
３月

日本学校歯科医会会誌第２２号
※年３回発行

巻頭言（湯浅泰仁）
講習会：学校歯科保健講習会 保健学習および学級指導における
歯に関する保健指導の計画とその進め方（水須健之） 他８題
加盟団体だより：富山県 他８団体
施行細則：日本学校歯科医会定款施行細則
ニュージーランド学校歯科保健サービス５０年の歩み
生徒保健委員会の活動によって効果をあげた学校の紹介（柏原志人） 他３題
歯の塔：碧南市の「愛歯の塔」を訪ねて（栃原義人） 他
ずいひつ：こんなかたちでやってみた（田熊恒寿） 他２題
保健体育審議会答申要旨
第３７回全国学校歯科医大会開催案内
理事会報告 他
叙勲
表彰
書評：学校保健総合事典
編集後記
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１９７３（昭和４８）年
６月

日本学校歯科医会会誌第２３号 特別講演：小児の健康と学校歯科（船川幡夫）
大会：全国歯科医大会を終わって（稲葉 宏） 他
視察と観光：東湖小学校から男鹿半島へ
よい歯の学校：第１３回よい歯の学校表彰
奥村賞：昭和４７年度第１４回奥村賞審査報告
総会：第２回総会
研究協議会：第１部，第２部
陳情：第３６回全国学校歯科医大会における決議事項の要望について
保健体育審議会答申：児童生徒等の健康の保持増進に関する施策について
（文部省）
FDI／メキシコ：歯科衛生教育普及計画（木村静一）

「学校保健法施行令の一部
を改正する政令および学校
保健法施行規則の一部を改
正する省令の施行につい
て」（昭和４８年６月６日
文部省体育局長通達）

１９７３（昭和４８）年
１１月

日本学校歯科医会会誌第２４号 巻頭言（湯浅泰仁）
わが国の学校歯科への外国の影響（榊原悠紀田郞）
研究発表：“歯のヘルスガイド”作成について（細川久子） 他１２題
表彰・文部大臣表彰 他
書評
編集後記

１９７４（昭和４９）年
３月

日本学校歯科医会会誌第２５号 巻頭言：学校保健法改正と歯科活動（湯浅泰仁）
講習会：学校歯科保健講習会
加盟団体だより：山形県 他７団体
学校歯科の歩んできた道⑴（榊原悠紀田郞） 他７論文
文部省関係事項：学校保健法施行令および規則改正にともなう健康診断票
の記入について（山田 茂）
予告：第３８回全国学校歯科保健大会－京都

１９７４（昭和４９）年
６月

日本学校歯科医会会誌第２６号 特別講演：暮らしのこころ （鈴木健二）
大会：東京大会を顧みて（関口龍雄） 他
よい歯の学校：第１５回よい歯の学校表彰
奥村賞：第１６回奥村賞
研究協議会：第１・２領域，研究発表者への質問と報告
パネルディスカッション：学校歯科保健活動の計画性を高めるために
陳情：第３７回全国学校歯科医大会における決議事項
諸議会報告：昭和４８年度

１９７４（昭和４９）年
９月

日本学校歯科医会会誌第２７号 巻頭言：故亀沢シズヱ女史を憶う（湯浅泰仁）
学校歯科の歩んできた道⑵（榊原悠紀田郞）
研究発表：滋賀県就学時児童生徒検診結果と治療勧告後の処置の実態につ
いて（小林 恢 他３名） 他８題
故亀沢シズヱ先生の合同葬ならびに告別式（飯田嘉一）
報告：総会・委員会・学校巡回指導車
ニュース：文部大臣賞・叙勲・藍綬褒章・文部省異動
４８年度文部省速報
加盟団体・役員名簿・編集後記

１９７５（昭和５０）年
１月

日本学校歯科医会会誌第２８号 巻頭言（湯浅泰仁）
加盟団体だより：岩手県 他４団体
学校の歯科活動
滋賀県における身障者施設の児童口腔審査結果から
（小林 恢 他２名） 他７論文
４９年度学校歯科保健講習会：学校保健の動向（倉地克次） 他１２題
第１５回よい歯の学校表彰

特 集
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１９７５（昭和５０）年
３月

日本学校歯科医会会誌第２９号 特別講演：日本の進路 （草柳大蔵）
大会：各種の要望，要求の実現化を（坂田三一） 他
研究協議会：第Ⅰ～Ⅳ領域
パネルディスカッション：学校歯科保健の効果的な予防活動の方途をめざして
第１５回よい歯の学校表彰
陳情：第３８回全国学校歯科保健大会における決議事項について
第１６回奥村賞
故丹羽輝男先生をしのんで
学校歯科保健における健康相談の理論と実際（山田 茂）
ニュース・春の叙勲
予告：第３９回全国歯科保健大会 他

１９７５（昭和５０）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第３０号 巻頭言（湯浅泰仁）
学校歯科における統計資料のまとめの考え方（榊原悠紀田郞）
学校における歯科健康相談の考え方とその進め方（吉田瑩一郎）
歯科衛生士の学校歯科保健への協力の現状（江島房子）
心身障害児（養護特別学級児）の歯科診療と保健指導について（三木 毅）
研究発表：う歯予防への展開（衣笠小学校） 他１１題
保健施設としての学校洗口場を論ずる（栃原義人）
書評：保健科教育法（山田 茂） 他
参考：無医村診療と巡回時の保障について（浜田 剛）
名簿：日本学校歯科医会加盟団体名簿・役員名簿

『学校歯科活動の手びき』
刊行（９月９日 日本学校
歯科医会）

１９７６（昭和５１）年
２月

日本学校歯科医会会誌第３１号 巻頭言（湯浅泰仁）
学校における健康診断とスクリーニング・テスト，その今後の課題（江口篤寿）
う歯半減運動と全日本よい歯の学校表彰の成果についての中間報告
（学術委員会）
行政機関からの請願から（田熊恒寿）
講習会：昭和５０年度学校保健（歯科）講習会 児童生徒におけるう歯の現状
（坪根哲郎） 他８題
研究発表：本校の健康相談について（山田トシ子） 他５題
加盟団体だより：神奈川県 他６団体
公害都市からの口害撲滅のヒント（池田素久） 他７題
昭和５０年度第１６回全日本よい歯の学校表彰・名簿
学校歯科活動の手びき改訂版発行

１９７６（昭和５１）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第３２号 第３９回全国学校歯科保健大会
特別講演：小児期のかくれた健康障害（内藤寿七郎） 他
研究協議会：第１～３領域
陳情：第３９回全国学校歯科保健大会における決議事項
奥村賞：第１７回奥村賞
社団法人日本学校歯科医会昭和５０年度事業報告
学校歯科医の法的身分について
要望書（見本）
全日本よい歯の学校表彰
大分県歯会長逝去さる（和田康孝）

会誌は１９７６（昭和５１）年３月
２０日付けで「学術刊行物」
の郵政大臣の認可を受け，
第３２号から会員直送になっ
た

１９７７（昭和５２）年
３月

日本学校歯科医会会誌第３３号 巻頭言（湯浅泰仁）
これからの学校保健のあり方（船川幡夫） 他７論文
講習会：昭和５１年度学校保健講習会（歯科） 保健指導の方法と教育工学に
ついて（詫間晋平） 他１１題
第３９回全国学校歯科保健大会収支決算書報告
第１７回全日本よい歯の学校名簿

１９７７（昭和５２）年
４月

日本学校歯科医会会誌第３４号 日本学校歯科医会略史（榊原悠紀田郞）
加盟団体だより：富山県 他５団体
学級洗口場の全国的普及への私の執念（栃原義人） 他７論文
社団法人日本学校歯科医会 第１０回総会
阿久津小学校の歯科保健への取組み方 他１校
昭和５１年文部省保健調査速報
全日本よい歯の学校応募のしおり
社団法人学校歯科医会加盟団体・役員名簿
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１９７７（昭和５２）年
５月

日本学校歯科医会会誌第３５号 第４０回全国学校歯科保健大会：第４０回大会を顧みて（大塚 禎） 他
第１７回全日本よい歯の学校表彰
第１８回奥村賞
研究協議会：第１～３領域，報告
教育課程の基準の改善の方向と保健教育（吉田瑩一郎）
全日本よい歯の学校表彰のめざすもの（榊原悠紀田郞）

１９７８（昭和５３）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第３６号 第４１回全国学校歯科保健大会：第４１回大会を終えて（加藤増夫） 他
第１８回全日本よい歯の学校表彰
第４１回全国学校歯科保健大会決算報告
第１９回奥村賞
研究協議会：第１～３領域

ニュース性，速報性に重点
をおいた広報『日学歯』が
１９７７（昭和５２）年９月からＢ
５版変形タブロイド版とし
て創刊された（年２回発行）

１９７８（昭和５３）年
２月

日本学校歯科医会会誌第３７号
※年２回発行

グラビア：歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（湯浅泰仁）
児童のう蝕抑制対策におけるフッ化物の適用について（山賀礼一） 他３論文
加盟団体だより：岩手県 他２団体
第４１回全国学校歯科保健大会参加者内訳
小笠原の歯科事情（飯田嘉一） 他４題
資料１：国民の砂糖の過剰摂取とう歯罹患状態の関係について
資料２：学校歯科医の法的身分について （再録）
資料３：学校歯科保健への歯科衛生士導入についての考え方
資料４：昭和５２年学校保健統計 （歯科・文部省調査）
学校歯科保健講習会：―文部省�小学校・歯の保健指導の手引�（案）の普
及を狙いとして―，⑴総説 他

１９７８（昭和５３）年
６月

日本学校歯科医会会誌第３８号 巻頭言（湯浅泰仁）
「小学校 歯の保健指導の手引」の作成に当たって（吉田瑩一郎）
小学校 歯の保健指導の手引（文部省）
う歯予防の方法（貴志 淳） 他５論文
加盟団体・役員名簿

文部省『小学校／歯の保健
指導の手引』刊行
「むし歯予防推進指定校」
制度制定
広報『日学歯』年３回発行

１９７９（昭和５４）年
１月

日本学校歯科医会会誌第３９号 巻頭言（湯浅泰仁）
座談会：文部省発行「小学校 歯の保健指導の手引」について（学術委員会）
京都府・市における「歯みがきと歯苔について」の指導資料
（京都府・市学校歯科医会） 他７論文
加盟団体だより：大阪府立高等学校歯科医会
ニュース・訃報
全日本よい歯の学校名簿
※表紙のデザイン変更
「もくじ」を表紙に掲載

１９７９（昭和５４）年
５月

日本学校歯科医会会誌第４０号 第４２回全国学校歯科保健大会を終えて（奥野喜一 他）
研究協議会：第１～３領域
第１９回全日本よい歯の学校表彰
第２０回奥村賞
保健指導と保健管理の調和（瑞森茂雄）
座談会：学校歯科における斑状歯
重度心身障害者全員入学にあたって（谷 幸信）
全日本よい歯の学校表彰応募のしおり
加盟団体・役員名簿

広報『日学歯』年４回発行
となり現在に至る

特 集
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１９８０（昭和５５）年
２月

日本学校歯科医会会誌第４１号 グラビア：学校歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（湯浅泰仁）
学校保健における歯科検診の変遷（榊原悠紀田郞）
「学校歯科における斑状歯」の座談会についてのいろいろな方がたの意見
（正木 正 他６名）
昭和５４年度学校歯科保健研究協議会
講演（鰺坂二夫），講義（下宮 進 他３名），シンポジウム，研究発表
養護児童・生徒における歯科保健 他３題
第４４回全国学校歯科保健大会開催案内
昭和５４年度第２０回全日本よい歯の学校
第８回国際口腔生物学協議会案内
日本学校歯科医会加盟団体・役員名簿

１９８０（昭和５５）年
１１月

日本学校歯科医会会誌第４２号 巻頭言（湯浅泰仁）
記念講演：神戸の歴史あれこれ話（荒尾親成）
第４３回全国学校歯科保健大会：兵庫県学校歯科医会，神戸市学校歯科医会
（吉本二郎 他２名）
昭和５４年度第２０回全日本よい歯の学校表彰
昭和５４年度・第２１回奥村賞／審査報告
研究協議会：第１～３領域
昭和５４年度学校保健統計（歯）
第４３回全国学校歯科保健大会決算書
加盟団体名簿・役員名簿

『小学校／学校歯科医の活
動指針』刊行
（５月３１日 日本学校歯科
医会）

１９８１（昭和５６）年
３月

日本学校歯科医会会誌第４３号 グラビア：学校歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（湯浅泰仁）
学校歯科保健海外視察報告：京都府・市学校歯科医会 他２論文
昭和５５年度学校歯科保健研究協議会
歯科衛生士のための学校歯科保健研修会
加盟団体・会員通信：学校歯科医の雑感（掛貝民男） 他
学校歯科保健情報コーナー：１．学校歯科保健関係文献目録 他１資料
第２１回全日本よい歯の学校名簿
加盟団体名簿・役員名簿

１９８１（昭和５６）年
６月

日本学校歯科医会会誌第４４号 巻頭言（湯浅泰仁）
第４４回全国歯科保健大会
特別講演：鹿児島の頭脳（椋 鳩十）
昭和５５年度・第２１回全日本よい歯の学校表彰
昭和５５年度・第２２回奥村賞
研究協議会：第１～３領域
歯科衛生士のための学校歯科保健研修会：講義・実習（吉田瑩一郎 他４名）
学校歯科保健情報コーナー：１．学校歯科保健関係文献目録 他１資料
加盟団体・役員名簿

１９８２（昭和５７）年
３月

日本学校歯科医会会誌第４５号 巻頭言（湯浅泰仁）
昭和５６年度学校歯科保健研究協議会：講義および全体シンポジウム 他
昭和５６年度むし歯予防推進指定校協議会
歯科衛生士のための全国学校歯科保健研修会
１９２５年に斑状歯について報告した福井勝の論文と富取卯太治の論文について
（加藤一夫 他２名） 他５論文
奥村賞審査の２２年（山田 茂）
元熊本市長坂口主税氏を悼む（栃原義人）
学校歯科保健情報コーナー
加盟団体・役員名簿
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１９８２（昭和５７）年
９月

日本学校歯科医会会誌第４６号 グラビア：第４５回全国学校歯科保健研究大会
巻頭言（湯浅泰仁）
第４５回全国学校歯科保健研究大会
研究協議：第１～３領域
全体シンポジウム：自分でつくる歯の健康
誌上発表（要旨）
全体協議会
第２２回全日本よい歯の学校
第２３回奥村賞
第２２回全日本よい歯の学校名簿
WHOが提案する西暦２０００年における歯科保健目標（森本 基） 他６論文
全国学校歯科保健研修会についての感想
加盟団体・役員名簿

１９８２（昭和５７）年
９月

日本学校歯科医会会誌第４７号 社団法人日本学校歯科医会５０周年記念
序文
第一編 学校歯科保健通史
第二編 日本学校歯科医会通史
第三編 全国学校歯科医（保健）大会
第四編 むし歯半減運動と全日本よい歯の学校表彰
第五編 都道府県学校歯科保健略史
第六編 学校保健の制度と法令の推移
第七編 学校歯科保健管理のながれ
第八編 学校保健教育のながれ
第九編 学校歯科保健に関する国際交流のながれ
資料編
学校歯科保健活動年表
あとがき

記念誌編集委員会
榊原悠紀田郞，竹内光春，
能美光房，貴志 淳，
丹羽源男，石井拓男

１９８３（昭和５８）年
７月

日本学校歯科医会会誌第４８号 グラビア：歯科保健図画・ポスター
巻頭言（湯浅泰仁）
座談会：第５次むし歯半減運動推進にあたって
昭和５７年度学校歯科保健研究協議会
特別講演：池見酉次郎
全体シンポジウム：家庭との連携を密にした歯の保健指導のあり方について
講演・講義：森脇英一 他５名
歯科衛生士のための学校歯科保健研修会：研修会の開催にあたって（湯浅
泰仁） 他
わが国における歯ブラシの沿革（丹羽源男）
奥村賞に応募される方がたに（榊原悠紀田郞）
巡回指導者の調査結果の報告
日本学校歯科医会加盟団体・役員名簿

１９８３（昭和５８）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第４９号 グラビア：第４６回全国学校歯科保健研究大会
巻頭言（湯浅泰仁）
第４６回全国学校歯科保健研究大会：研究協議（第１，２領域） 他
埼玉県下の児童・生徒の歯科保健に関する実態調査（埼玉県歯科医師会）
第２３回全日本よい歯の学校表彰
昭和５７年度入学児童の就学時歯科検診報告（鶴見歯科医師会）
ブックレビュー：「歯科医の選んだ３０冊の絵本」
第５次むし歯半減運動のための学校歯科医の活動指針
第５次むし歯半減運動のための学校教員の役割と活動の参考
加盟団体・役員名簿

１９８４（昭和５９）年
１月

日本学校歯科医会会誌第５０号 グラビア：歯科保健図画ポスター
巻頭言（湯浅泰仁）
座談会：学校歯科保健推進モデル校の地区審査を終えて
昭和５８年度学校歯科保健研究協議会：講義（青柳 徹 他３名） 他
むし歯予防推進指定校協議会
学校（園）歯科医の実態調査（長野県歯科医師会公衆衛生部） 他５題
日本学校歯科医会加盟団体・役員名簿

特 集
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１９８４（昭和５９）年
８月

日本学校歯科医会会誌第５１号 グラビア：故湯浅泰仁会長合同葬，第４７回全国学校歯科保健研究大会
故湯浅泰仁会長合同葬・弔辞
第４７回全国学校歯科保健研究大会：研究協議（第１～３領域） 他
学校歯科保健推進モデル校表彰
第２５回奥村賞（昭和５８年度）
第５回歯科衛生士のための全国学校歯科保健研修会
DMFということ（榊原悠紀田郞）
歯科保健指導車による養護学校巡回診療マニュアル（神奈川県歯科医師会）
加盟団体・役員名簿

関口龍雄，
日本学校歯科医会会長就任
（４月１日）

１９８５（昭和６０）年
１月

日本学校歯科医会会誌第５２号 グラビア：第４８回全国学校歯科保健研究大会
巻頭言（関口龍雄）
第４８回全国学校歯科保健研究大会：シンポジウム 他
昭和５９年度学校歯科保健推進モデル校
第２６回奥村賞
栃原義人先生の足あとを追う（榊原悠紀田郞） 他３題
社団法人日本学校歯科医会加盟団体・役員名簿

１９８５（昭和６０）年
５月

日本学校歯科医会会誌第５３号 グラビア：歯科保健図画ポスター
巻頭言
昭和５９年度学校歯科保健研究協議会：学校保健行政の動向（下宮 進） 他
第６回歯科衛生士のための全国学校歯科保健研修会：学校保健では歯科衛
生士は何をしたらよいか（榊原悠紀田郞） 他
歯牙健態者という表現（榊原悠紀田郞） 他３題
書評（加藤想士）
日本学校歯科医会加盟団体名簿・役員名簿

１９８６（昭和６１）年
２月

日本学校歯科医会会誌第５４号 グラビア：歯科保健図画ポスター
巻頭言
昭和６０年度学校歯科保健研究協議会：２１世紀を担う子どもの教育と学校保
健（上寺久雄） 他
昭和６０年度むし歯予防推進指定校協議会
昭和６０年度学校保健統計調査（歯科）
岩手県歯科医師会学校歯科医会について（堀米栄一） 他２題
高等学校／学校歯科医の活動指針発刊
高等学校生徒の歯科保健状態調査報告の概要
フッ素の安全性についての国会における質問と政府の答弁
日本学校歯科医会加盟団体名簿・役員名簿

１９８６（昭和６１）年
４月

日本学校歯科医会会誌第５５号 グラビア：第４９回全国学校歯科保健研究大会
巻頭言（関口龍雄）
第４９回全国学校歯科保健研究大会：第２４回全日本よい歯の学校一覧表 他
第７回全国学校歯科保健研修会：学校歯科保健の現状と課題（西連寺愛憲） 他
第３５回全国学校歯科医協議会
日本学校歯科医会会誌５２・５３・５４・５５号索引
社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿・役員名簿

１９８７（昭和６２）年
３月

日本学校歯科医会会誌第５６号 グラビア：第５０回全国学校歯科保健研究大会
巻頭言（関口龍雄）
第５０回全国学校歯科保健研究大会：第２５回全日本よい歯の学校一覧表 他
初期う蝕の検出基準ならびに要観察歯の基準とその取扱い
鹿児島県における学校歯科保健活動（鹿児島県学校歯科医会） 他２題
社団法人日本学校歯科医会定款
社団法人日本学校歯科医会定款施行細則
社団法人日本学校歯科医会加盟団体役員名簿
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１９８７（昭和６２）年
５月

日本学校歯科医会会誌第５７号 グラビア：昭和６１年度図画・ポスター
巻頭言
第５１回全国学校歯科保健研究大会要項
座談会：全日本よい歯の学校表彰最優秀校＝文部大臣賞＝を授賞して
昭和６１年度学校歯科保健研究協議会：歯科保健指導の歩みと運営（伊藤
昌） 他
昭和６１年度むし歯予防推進指定校協議会：むし歯予防推進指定校の運営に
ついて（吉田瑩一郎） 他
第８回学校歯科保健研修会（九州地区・近畿地区）
神奈川県下児童のう蝕罹患状況調査について（加藤増夫）
青森県学校歯科保健の歴史（熊谷 淳）
学校歯科保健のアルバム№１（榊原悠紀田郞）
加盟団体・役員名簿

加藤増夫，
日本学校歯科医会会長就任
（４月１日）

１９８８（昭和６３）年
１月

日本学校歯科医会会誌第５８号 グラビア：昭和６２年度図画・ポスター
巻頭言
昭和６２年度図画・ポスター一覧
昭和６２年度学校歯科保健研究協議会：
講義Ⅰ・Ⅱ，発表１～６，第一分科会（教員部会；講義Ⅲ～Ⅴ），
第二部会（学校歯科医部会；講義Ⅵ～Ⅷ）
むし歯予防推進指定校協議会：研究発表１～６
歯，口腔の健康づくりを目指した食生活に関する指導（今岡 久）
社団法人日本学校歯科医会加盟団体・役員名簿
編集後記

１９８８（昭和６３）年
４月

日本学校歯科医会会誌第５９号 巻頭言
第５２回全国学校歯科保健研究大会開催要項（色刷り）
第５１回全国歯科保健研究大会
社団法人日本学校歯科医会の会員増強について
神奈川県下生徒のう蝕罹患状況調査について
良書紹介
日本学校歯科医会会誌５６・５７・５８・５９号索引
編集後記
※詳細もくじを本文中に掲載

１９８９（平成元）年
５月

日本学校歯科医会会誌第６０号 巻頭言
目次
昭和６３年度学校歯科保健研究協議会：全体会，第１分科会（教員部会），第
２部会（学校歯科医部会），むし歯予防推進指定校協議会
向井喜男先生の足あとを追う
学校歯科保健のアルバム№２
社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿
社団法人日本学校歯科医会役員名簿
※目次の挿入に伴い表紙「もくじ」には項目のみ掲載

「学習指導要領」
（文部省告示）

１９８９（平成元）年
１１月

日本学校歯科医会会誌第６１号 グラビア：昭和６３年度図画・ポスター
巻頭言
昭和６３年度図画・ポスター応募一覧
第５３回大会案内
第５２回全国学校歯科保健研究大会：大会要項・プログラム 他
濱宮祗候と大喪の礼に出席して（加藤増夫）
向井喜男先生にお詫びをする（榊原悠紀田郞）
「よい歯の集い」２０年歯科医師による「一日担任」「クラス討論」を実施して
（㈳豊中歯科医師会，豊中市学校歯科医会）
編集後記
※この号は表紙「もくじ」の内容が詳細に掲載

特 集
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１９９０（平成２）年
１月

日本学校歯科医会会誌第６２号 グラビア：平成元年度歯科保健図画・ポスター
巻頭言
目次
図画・ポスターコンクール応募一覧
平成元年度 学校歯科保健研究協議会：第１分科会，第２部会，むし歯予
防指定校協議会
WHO報告
学校歯科保健研修会報告
会員投稿：大阪市における学校歯科保健活動，学校歯科日記
学校歯科保健のアルバム№３
社団法人日本学校歯科医会定款
社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿
編集後記
※目次の挿入に伴い再び表紙「もくじ」には項目のみ掲載

１９９０（平成２）年
６月

日本学校歯科医会会誌第６３号 巻頭言
目次
第５３回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
会員投稿：学校保健節 他３題
学校保健統計からう歯を考える
加盟団体・役員名簿
日本学校歯科医会会誌６０・６１・６２・６３号索引
編集後記

１９９１（平成３）年
１月

日本学校歯科医会会誌第６４号 巻頭グラビア：平成２年度歯科保健図画・ポスターコンクール最優秀作品
巻頭言
目次
図画・ポスターコンクール画評
平成２年度学校歯科保健研究協議会：全体会，分科会，むし歯予防推進指
定校協議会
第７８回 FDI シンガポール大会に参加して
歯の検査表（３号様式）についてのささやかな提言
DMFT３以下を達成した八戸市学歯の活動
八戸市学校歯科医会創立６０周年祝賀会
塚田治作先生の逝去を悼む
第８回全国学校歯科医大会について
学校歯科保健のアルバム№４

１９９１（平成３）年
７月

日本学校歯科医会会誌第６５号 巻頭言
目次
第５４回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
即位礼正殿の儀に参列して
奥村賞の経過
社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿
社団法人日本学校歯科医会役員名簿
編集後記

１９９２（平成４）年
２月

日本学校歯科医会会誌第６６号 巻頭グラビア：平成３年度図画・ポスターコンクール最優秀作品
巻頭言
目次
平成３年度学校歯科保健研究協議会：全体会，分科会
むし歯予防指定校協議会
神奈川県下における中・高等学校生徒の歯周疾患の実態
社団法人日本学校歯科医会加盟団体・役員名簿
編集後記

「小学校／歯の保健指導の
手引」改訂版
（２月 文部省発刊）

１９９２（平成４）年
５月

日本学校歯科医会会誌第６７号 巻頭言
目次
第５５回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
第７９回年次世界歯科大会に参加して
社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿
社団法人日本学校歯科医会役員名簿
日本学校歯科医会会誌６４・６５・６６・６７号索引
編集後記
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１９９３（平成５）年
３月

日本学校歯科医会会誌第６８号 巻頭グラビア：平成４年度歯科保健図画・ポスターコンクール最優秀作品
巻頭言
目次
平成４年度学校歯科保健研究協議会：全体会，分科会
むし歯予防推進指定校協議会
第８０回 FDI 年次世界歯科大会：参加報告書
社団法人日本学校歯科医会加盟団体・役員名簿
編集後記

１９９３（平成５）年
１１月

日本学校歯科医会会誌第６９号 巻頭言
目次
第５６回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
加盟団体・本会役員名簿
編集後記

１９９４（平成６）年
３月

日本学校歯科医会会誌第７０号 グラビア：平成５年歯科保健図画・ポスター
巻頭言
目次
平成５年度学校歯科保健研究協議会：開催要項，全体会，分科会
むし歯予防推進指定校協議会：開催要項 他
学校保健統計調査結果と学校歯科保健（平成４年度）
学校歯科保健における不正咬合の提えられ方の現状
加盟団体名簿・役員名簿
編集後記

１９９４（平成６）年
１２月

日本学校歯科医会会誌第７１号 巻頭言
目次
第５７回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
第８１回 FDI 年次世界歯科大会
平成５年度学校保健統計調査の状況
図書紹介
加盟団体・本会役員名簿
編集後記

「学校保健法施行規則の一
部を改正する省令の施行及
び今後の学校における健康
診断の取扱いについて」
（平成６年１２月８日
文部省体育局長通知）

１９９５（平成７）年
２月

日本学校歯科医会会誌第７２号 巻頭言
目次
第５８回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
加盟団体・本会役員名簿
編集後記

１９９５（平成７）年
９月

日本学校歯科医会会誌第７３号 グラビア：平成６年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
平成６年度学校歯科保健研究協議会：
全体会（講義１～４），分科会：第１部会（講義５・６），第２部会（講義７・８），
中学・高等学校・口腔機能部会，特別テーマセッション 他
香港の歯科事情（㈳日本学校歯科医会国際交流委員長 田中建吾）
加盟団体名簿・日本学校歯科医会役員名簿
編集後記
※表紙のデザイン変更
同号から表紙は特集などのタイトルのみを表示して目次は別掲となった
目次の最後に表紙を飾った図画・ポスターコンクール入選作品の説明が掲載となった

西連寺愛憲，
日本学校歯科医会会長就任
（４月１日）
「学校保健法施行規則の一
部を改正する省令の施行及
び今後の学校における健康
診断の取扱いについて」を
４月１日から実施

１９９５（平成７）年
１２月

日本学校歯科医会会誌第７４号 巻頭言
第５９回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
平成６年度むし歯予防推進指定校協議会：開催要項，日程・内容，実践報告
神奈川県学校歯科保健指導車による特殊教育諸学校巡回歯科診療について
（社団法人神奈川県歯科医師会）
第２回日本－フィンランド 歯科医学に関するジョイントミーティング出席
報告書（第３学術委員会委員 福田武之）
肥満と歯周疾患について（神戸市歯科医師会・神戸市学校歯科医会） 他１論文
第８２回 FDI 年次世界歯科大会報告（国際交流委員会委員長 田中建吾）
カナダの学校歯科保健制度（国際交流委員会委員長 田中建吾）
加盟団体名簿・日本学校歯科医会役員名簿
編集後記
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１９９６（平成８）年
３月

日本学校歯科医会会誌第７５号 グラビア：平成７年度学校歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
平成７年度学校歯科保健研究協議会：
全体会（講義１～４），分科会：第１部会（講義５・６），第２部会（講義７・８）
平成７年度むし歯予防推進指定校協議会：開催要項／日程内容，研究報告 他
第４５回全国学校保健研究大会
新しい健診の考え方―疾病指向（検診）から予防指向（振るい分け）へ―
（日本学校歯科医会副会長 櫻井善忠）
加盟団体長会開催される
平成７年度学校保健統計調査速報
第６０回全国学校歯科保健研究大会開催予告 他２予告
編集後記

『学校歯科医の活動指針』
（３月３１日 日本学校歯科
医会）

１９９７（平成９）年
３月

日本学校歯科医会会誌第７６号 巻頭言
第６０回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
小学校の歯科保健指導における生活習慣の形成に関する研究
（杏林大学大学院保健学研究科 北田豊治，日本体育大学 吉田瑩一郎）
編集後記

１９９７（平成９）年
５月

日本学校歯科医会会誌第７７号 グラビア：平成８年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
平成８年度学校歯科保健研究協議会 むし歯予防推進指定校協議会：
講義１：学校歯科保健の現状と課題
（文部省体育局学校健康教育課 教科調査官 戸田芳雄）
講義２：児童生徒の健康診断の改正と学校歯科保健活動
（日本大学松戸歯学部衛生学 教授 森本 基）
実践発表 自らが自分の健康に関心をもち，進んで健康な体づくりに
取り組む児童の育成―歯や口の健康に関する指導を通して―
（茨城県日立市立水木小学校教諭 五来文子） 他３題
学校歯科保健活動の一考察（猪俣俊二）
都道府県学校歯科保健略史（第１回）
第６０回全国学校歯科保健研究大会にちなんで（榊原悠紀田郞）
第８４回 FDI 年次世界歯科大会（オーランド市）報告（田中建吾）
アメリカ合衆国の歯科事情（田中建吾）
平成８年度学校保健統計調査速報
日本学校歯科医会会誌・索引（第６８号～第７６号）
編集後記

保健体育審議会答申
「生涯にわたる心身の健康
の保持増進のための今後の
健康に関する教育及びス
ポーツの振興の在りかたに
ついて」
（９月２２日）

１９９８（平成１０）年
１月

日本学校歯科医会会誌第７８号 巻頭言
第６１回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
都道府県学校歯科保健略史（第２回）
加盟団体名簿・日本学校歯科医会役員名簿
編集後記

１９９８（平成１０）年
３月

日本学校歯科医会会誌第７９号 グラビア：平成９年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
平成９年度学校歯科保健研究協議会：開催要項，
講義：学校歯科保健の現状と課題
（文部省体育局学校健康教育課 教科調査官 戸田芳雄） 他７題
平成９年度 歯・口の健康つくり推進指定校協議会：開催要項，
講義１：歯・口の健康つくり推進指定校の研究を進めるに当たって
（文部省体育局学校健康教育課 教科調査官 戸田芳雄），
講義２：児童生徒の歯・口の健康課題
（日本大学歯学部小児歯科学 教授 赤坂守人），
実践発表及び研究協議：平成７・８年度むし歯予防推進指定校（３校）発表
第４７回全国学校保健研究大会（第９課題）：開催要項／日程・内容 他
都道府県学校歯科保健略史（第３回）
第８５回 FDI 年次世界歯科大会（ソウル市）報告
（日本学校歯科医会 国際交流委員会委員長 田中建吾）
韓国の歯科事情（日本学校歯科医会 国際交流委員会委員長 田中建吾）
平成９年度学校保健統計調査速報
編集後記
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１９９８（平成１０）年
１１月

日本学校歯科医会会誌第８０号 グラビア：平成１０年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
平成１０年度歯・口の健康つくり推進指定校研究協議会：開催要項，
講義１：学校における歯・口の健康つくりの進め方―２年次への課題―
（文部省体育局学校健康教育課 教科調査官 戸田芳雄），
講義２：児童生徒の歯・口の健康課題
（明海大学歯学部口腔衛生学講座 教授 安井利一），
実践発表：自分の健康をみつめ，実践する児童の育成―健康な歯と口をめ
ざして―（福島県鮫川町立鮫川小学校教諭 鈴木ゆかり） 他２題，
学校歯科医 座談会：改正後の学校歯科健康診断
（司会 日本学校歯科医会専務理事 森本 基）
特集 学術論文集：
新しい学校歯科健康診断について
（日本大学歯学部小児歯科学教室教授 赤坂守人）
新しい学校歯科健康診断（顎関節と咬合異常）
（日本学校歯科医会学術担当常務理事 福井初雄）
歯の萌出の遅れについて（日本大学歯科病院口腔外科 松本光彦）
小学校歯科保健教育が児童に及ぼす影響（日本体育大学 渡邊理人 他２名）
寄稿論文：
高知県における学校歯科保健調査と今後の課題について
（高知県歯科医師会学校保健部部長 高島恭一）
児童への咀嚼に関する保健指導を歯科衛生士学生が試みた事例報告
（日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校 瀬戸純子 他４名）
全日本よい歯の学校表彰―文部大臣賞を受けて―
（福島県三島町立三島小学校学校歯科医 栗城昭吉，校長 星 正弥）
東京都公立学校における児童生徒の健康実態調査について
―平成８年度東京都学校保健統計書より―
都道府県学校歯科保健略史（第４回）
編集後記

「学習指導要領」
（１９９８（平成１０）年文部省告
示：小学校及び中学校）

１９９９（平成１１）年
２月

日本学校歯科医会会誌第８１号 巻頭言
記念講演
第６２回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
第４８回全国学校保健研究大会・第４８回全国学校歯科医協議会
第８６回 FDI 年次世界歯科大会（バルセロナ市）報告
編集委員座談会「会誌・広報の今日と明日」
文部省平成１０年度学校保健統計調査速報
編集後記

１９９９（平成１１）年
１１月

日本学校歯科医会会誌第８２号 グラビア：平成１１年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言：（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
学術特集：
わが国の学校歯科保健とアジア諸国
（日本学校歯科医会常務理事 日本大学名誉教授 森本 基）
パラダイム・シフト―学校歯科医の自己改革を目指して―
（徳島大学歯学部小児歯科学講座 西野瑞穂）
歯科と遺伝子（日本大学松戸歯学部小児歯科学講座教授 前田隆秀）
小児における歯の外傷の歯科的対応
（日本大学歯学部小児歯科学教室 中島一郎）
学術情報：学校歯科医とマウスガード－その２．熱可塑性マウスガード
（明海大学歯学部口腔衛生学教授 安井利一）
寄稿論文：「CO（要観察歯）の現状と将来」
（日本学校歯科医会理事 柘植紳平）
都道府県政令市学校保健統計―日本学校歯科医会作成―
平成１１年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会：開催要項，
講義１：「学校における歯・口の健康つくりの進め方」
―研究を進めるに当たって―
（文部省体育局学校健康教育課教科調査官 戸田芳雄），
講義２：「児童生徒の歯・口の健康と食べる機能について
（昭和大学歯学部 教授 向井美恵），
実践発表及び研究協議：平成１１～１２年度 歯・口の健康つくり推進指定校（３校）発表
平成１０年度全日本学校歯科保健優良校文部大臣賞受賞校
「校長の立場から」「学校歯科医の立場から」：埼玉県大宮市立桜木小学校，

特 集
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岐阜県瑞浪市立日吉小学校，高知県南国市立稲生小学校，
沖縄県那覇市立城岳小学校
投稿：新しい世紀の学校歯科保健活動に向けて
（茨城県歯科医師会学校歯科部長 野堀幸夫）
投稿：学校で行っている歯科保健活動について
（ライオン歯科衛生研究所チーフ歯科衛生士 黒川亜紀子）
加盟団体活動紹介：青森県（八戸市），愛知県
スペインの歯科事情
索引・会誌創刊からの推移
加盟団体・日本学校歯科医会役員名簿
編集後記

２０００（平成１２）年
１月

日本学校歯科医会会誌第８３号 巻頭言
第６３回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
第４９回全国学校保健研究大会／第４９回全国学校歯科医協議会
加盟団体活動紹介 第２回
第８７回 FDI 年次世界歯科大会（メキシコ）報告
文部省平成１１年度学校保健統計調査速報
編集後記

２０００（平成１２）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第８４号 グラビア：平成１２年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（会長 西連寺愛憲）
学術特集：
日本食をおいしく食べられ，日本語を美しく話せる表情豊かな子供の育成
をめざして（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授 大山喬史）
歯周病と生活習慣病
（日本大学歯学部保存学教室歯周病学講座 教授 伊藤公一）
学校給食の形態による食習慣への影響―口の健康つくりの実践の手段とし
ての評価―
（東京医科歯科大学大学院口腔機能育成学専攻分野 飯島英世，高木裕三）
歯科と遺伝子（後編）
（日本大学松戸歯学部小児歯科学教授 前田隆秀）
むし歯は生活の仕方が関わって起こる病気―小学校の保健の教科書を読む―
（北海道大学歯学部予防歯科学講座教授 谷 宏）
これからの学校歯科保健
（岩手医科大学歯学部予防歯科学講座教授 米満正美）
歯科健診時の顎関節の診査について
（日本大学歯学部口腔外科学教室専任講師 堀 稔）
鼎談：「学校歯科保健アジア会議」に向けて～森本 基先生を囲んでの鼎談～
（森本 基常務理事，古川 正副委員長，佐貫直通委員）
（オブザーバー 野溝正志会誌・広報担当常務理事）
平成１２年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会：開催要項，
講義１：「学校における歯・口の健康つくりの進め方」 ―２年次の課題―
（文部省体育局学校健康教育課教科調査官 戸田芳雄），
講義２：児童生徒の歯・口の健康の現状と課題
（明海大学歯学部口腔衛生学 教授 安井利一），
実践発表及び研究協議：心と体を育てる教育活動のあり方
（青森県八戸市立轟木小学校教諭 千葉久美子） 他２題
追悼：
浦島 治，福井初雄，両先生に捧ぐ（西連寺愛憲）
亡き友 福井初雄先生を偲ぶ（松島悌二）
浦島 治先生を偲んで（高木忠雄）
加盟団体活動報告（第３回） 滋賀県，群馬県，富山市，福岡市，徳島県
平成１１年度 第３８回全日本学校歯科保健優良校―文部大臣賞を受賞して―
北海道札幌市立豊水小学校，青森県八戸市立西園小学校，
山形県酒田市立富士見小学校，福島県いわき市立渡辺小学校，
東京都中央区立泰明小学校，静岡県静岡市立井宮小学校，
香川県仁尾町立仁尾小学校，長崎県北松浦郡福島町立福島小学校
編集後記
※表紙のデザイン変更
体裁を変形Ａ４判に変更
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２００１（平成１３）年
２月

日本学校歯科医会会誌第８５号 巻頭言（西連寺愛憲）
第６４回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
学術論文：「健康日本２１」と学校歯科保健
（東京医科歯科大学名誉教授 岡田昭五郎）
第５０回全国学校保健研究大会・全国学校歯科医協議会：
課題別研究協議会第７課題
文部省平成１２年度学校保健統計調査速報
編集後記
【付録：生きる力をはぐくむ歯・口の健康つくり－
「総合的な学習の時間」で何ができるの？ （日本学校保健会刊）】

２００１（平成１３）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第８６号 学校歯科保健アジア会議開催
巻頭言（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
特集 学校歯科保健アジア会議：会議概要／全体スケジュール，公開授
業・事前打ち合わせ会議，開会式，アジア会議経過報告，
基調講演 日本：
「日本における学校歯科医と学校歯科医会について」
（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
「我が国の学校歯科保健―その制度と施策―」
（文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課教科調査官 戸田芳雄），
各国・地域報告－１～３，教育グループによるパネルディスカッション
座談会：学校歯科保健アジア会議を振り返る
平成１３年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール：
入選作品／画評／コンクール応募一覧
平成１３年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会
学校歯科医制度７０周年記念文部科学大臣表彰被表彰者名簿
加盟団体活動報告
加盟団体名簿・日本学校歯科医会役員名簿
編集後記

２００２（平成１４）年
２月

日本学校歯科医会会誌第８７号 巻頭言（西連寺愛憲）
第６５回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
第５１回全国学校保健研究大会・全国学校歯科医協議会：
課題別研究協議会第６課題
歯と口の健康アンケート調査報告（抄録）（㈳東京都学校歯科医会）
学校歯科保健に関する歯科臨床検査を用いたリスク評価法についての検討
（㈳岩手県歯科医師会／宮古歯科医師会／岩手医科大学歯学部予防歯科学講座）
フランス歯科事情
編集後記

２００３（平成１５）年
１月

日本学校歯科医会会誌第８８号 巻頭言（西連寺愛憲）
第６６回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
平成１４年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
入選作品／画評／コンクール応募一覧
平成１３年度 第４０回全日本学校歯科保健優良校―文部科学大臣賞を受賞して―
宮城県仙台市立幸町小学校，福島県福島市立水俣小学校，
和歌山県田辺市立上秋津小学校，大阪府堺市立東深井小学校，
山口県防府市立大道小学校，徳島県三好郡三好町立昼間小学校，
愛媛県周桑郡丹原町立中川小学校，鹿児島県鹿児島市立武岡台小学校
岩手県における学校保健会学校歯科医部会の推進について
編集後記

２００３（平成１５）年
３月

日本学校歯科医会会誌第８９号 日本学校歯科医会 創立７０周年記念号
グラビア：
学校歯科医制度７０周年及び社団法人日本学校歯科医会
設立３０周年記念式典／学校歯科保健アジア会議
全国学校歯科保健研究大会／本会事務局
序文（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
第１編 日本学校歯科医会５０周年のあゆみ：第１～４章
第２編 日本学校歯科医会５０周年後のあゆみ：第１～１１章
第３編 加盟団体略史
第４編 資料：（社）日本学校歯科医会歴代会長 他
編集後記

日本学校歯科医会７０周年記
念誌編纂委員会
野溝正志，片野光一郎，
湯浅太郎，中田郁平，
高木忠雄，丸山進一郎，
相澤 恒，望月兵衛

特 集
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２００３（平成１５）年
１１月

日本学校歯科医会会誌第９０号 グラビア：歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
特集 就学時の健康診断マニュアル
学術特集：
文部科学省「歯・口の健康つくり推進指定校」にみる
学校歯科保健活動の成果と課題について（明海大学歯学部 安井利一）
文部科学省学校歯科保健に関する参考資料
『生きる力をはぐくむ歯・口の健康つくり』解説
（作成協力者会議 小委員長 木暮義弘）
養護学校における歯科健康教育―保護者へのアプローチ―
（東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科衛生室 足達淑子 他）
第２回学校歯科保健アジア会議報告―学校歯科保健アジア会議に参加して―
・学校歯科保健アジア会議考（㈳日本学校歯科医会監事 森本 基）
・「学校歯科保健アジア会議」に参加して（国際交流委員会委員長 田中建吾）
国際交流委員会報告
・オーストリアの歯科事情，・タイの歯科事情（国際交流委員会）
平成１５年度「歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会」開催要項：解説 他
加盟団体活動報告
（埼玉県，広島県，神戸市，香川県，茨城県，鹿児島県，東京都，名古屋市）
会員投稿：「学校歯科健診データ処理ソフトの製作とその活用法」
（岩手県 鎌田研一 他）
編集後記

２００３（平成１５）年９月発行の
広報『日学歯』１０１号から
Ａ４判サイズとなる

２００４（平成１６）年
３月

日本学校歯科医会会誌第９１号 巻頭言（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
第６７回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
第２回学校歯科保健アジア会議報告②：
インド，バングラディシュ，ネパール
第５３回全国学校歯科医協議会
全国学校保健研究大会・同第７課題：第７課題講義（安井利一） 他
日本学校歯科医会からのお知らせ
編集後記

２００３（平成１５）年１２月発行の
広報『日学歯』１０２号から
巻頭ページが毎号カラーと
なる

２００４（平成１６）年
１２月

日本学校歯科医会会誌第９２号 グラビア：歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
学術論文特集：
・１９８４年から１９９９年までの健診結果から考察した学校歯科保健
（鹿児島大学大学院発生発達成育学・口腔小児発達学 助教授 森主宣延）
・「食育」：次世代に「生きる力」を伝えられる子どもを育む
（徳島大学大学院小児口腔健康科学分野 教授 西野瑞穂）
・「心と身体の健康増進と肥満」
（東京医科歯科大学 名誉教授 黒田敬之）
・咀嚼運動と顎関節症
（日本大学松戸歯学部小児歯科学教室 鶴山賢太郎／前田隆秀（教授））
・「児童虐待」に対する学校歯科医の役割と対応
（日本大学総合科学研究所 教授 赤坂守人）
・「咬合育成」を課題とした歯科健康教育
―歯・口の健康つくり推進指定校における実践―
（東京医科歯科大学大学院小児歯科学分野 三輪全三 他２名）
平成１６年度「歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会」：あいさつ 他
第２６回全国学校歯科保健研修会報告：開催要項・参加者の声
学校歯科保健アジア会議報告
―第２回学校歯科保健アジア会議各国（地域）報告②―
平成１５年度 第４２回全日本学校歯科保健優良校表彰 文部科学大臣賞を受
賞して
―学校長の立場から，学校歯科医の立場から―
加盟団体活動報告
（和歌山県，富山県，大分県，宮城県，京都府，北海道，長野県，群馬県
（高崎市），千葉市）
編集後記

２００４（平成１６）年６号発行の
広報『日学歯』１０５号から
巻末に広告掲載
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２００５（平成１７）年
３月

日本学校歯科医会会誌第９３号 巻頭言：（社団法人日本学校歯科医会会長 西連寺愛憲）
第６８回全国学校歯科保健研究大会：開催要項 他
第２回学校歯科保健アジア会議報告②：
マレーシア，フィリピン，シンガポール，カンボジア，ラオス，ミャンマー，
ヴィエトナム
第５４回全国学校歯科医協議会
第５４回全国学校歯科保健研究大会・同課題別研究協議会第７課題：第７課
題講義（安井利一） 他
日本学校歯科医会からのお知らせ
編集後記

２００５（平成１７）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第９４号 グラビア：平成１７年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
巻頭言
特集１ 座談会：
学校歯科保健参考資料
「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり」が目指すもの，
学校歯科保健参考資料の作成にあたって
特集２ 学術論文：
自作学校歯科健康診断ソフトについて（茨城県水戸市開業 小鹿典雄）
相模原市立小中学校における学校歯科健康診断の成績
―過去９年間の歯垢の付着状況および歯肉炎の罹患状況について―
（相模原歯科医師会学校保健委員会 八木忠幸 他４名）
歯の萌出異常（日本大学松戸歯学部小児歯科学講座教授 前田隆秀）
児童への保健教育としての「咀嚼育成」支援への取り組み
―咀嚼評価としてのチューインガム法を用いて―
（日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校 長澤治子 他４名）
シリーズ：文部科学大臣賞受賞校―全日本学校歯科保健優良校表彰最優秀
校―のその後 Vol.１
（岐阜県恵那市立中野方小学校，東京都品川区立八潮南小学校）
平成１７年度 生活習慣病予防等を目指した
歯・口の健康つくり調査研究事業連絡協議会：概要 他
第３回学校歯科保健アジア会議報告：
基調講演（日本大学名誉教授 森本 基），
カントリーレポート（社団法人日本学校歯科医会常務理事 柘植紳平）
平成１６年度 第４３回全日本学校歯科優良校表彰 文部大臣賞を受賞して
―学校長の立場から，学校歯科医の立場から―
編集後記
※表紙のデザイン変更
体裁をＡ４判に変更

松島悌二，
日本学校歯科医会会長就任

食育基本法
（６月１０日成立，７月１５日
施行）

２００６（平成１８）年
３月

日本学校歯科医会会誌第９５号 巻頭言（会長 松島悌二）
メッセージ（副会長 森本 基，湯浅太郎，蒲生 洵）
第６９回全国学校歯科保健研究大会：開催概要 他
特別寄稿：私の学校遍歴（榊原悠紀田郞）
報告：
第５５回全国学校歯科医協議会：概要 他
第５５回全国学校保健研究大会：概要 他
第２７回学校歯科保健研修会：開催要項 他
名簿：加盟団体，役員・顧問・参与
加盟団体だより
編集後記

２００６（平成１８）年
１０月

日本学校歯科医会会誌第９６号 グラビア：平成１８年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
平成１８年度 歯・口の健康啓発標語コンクール
巻頭言（㈳日本学校歯科医会 会長 松島悌二）
メッセージ（㈳日本歯科医師会 会長 大久保満男）
特集 「食」食育基本法施行から１年，学校歯科医の果すべき役割とは？：
Ⅰ 行政の立場から（文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課健康
教育企画室 室長（８月末執筆時）宮内健二），
Ⅱ 小児医学・小児保健学の立場から
（母子愛育会日本子ども家庭総合研究所母子保健研究部部長
東洋英和女学院大学人間科学部人間福祉学科 教授 高野 陽），
Ⅲ 学校歯科医の立場から（①日本大学総合科学研究所 赤坂守人，
②徳島大学名誉教授 西野瑞穂，③奥羽大学歯学部口腔衛生学講座 助教
授 瀨川 洋），

特 集
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年月日 会誌発行回数 会 誌 内 容 備 考

Ⅳ 学校現場の立場から（香川県仲多度郡まんのう町立満濃南小学校 学
校歯科医 歯学博士 大月陽子）
学術論文：
各種飲料のエナメル質脱灰作用
（日本大学松戸歯学部小児歯科学教室 清水邦彦 他５名）
岩手県二戸市学校保健会の活動と二戸市立中央小学校での歯科保健活動
（二戸歯科医師会 会長 菅 弘志）
福島県における学校歯科医保健の取り組み―他律的健康つくりから自律的
健康つくりへの変容を目指した教材の検討―
（奥羽大学歯学部口腔衛生学講座 瀨川 洋 他５名）
シリーズ：文部科学大臣賞受賞校―全日本学校歯科保健優良校表彰最優秀
校―のその後 Vol.２
（富山県南砺市立福野小学校，青森県八戸市立新井田小学校）
報告：平成１８年度生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研
究事業連絡協議会：開催概要 他
名簿：加盟団体，役員・顧問・参与
定款・定款施行細則
選挙規則
学校歯科で使用する用語，刊行物案内
編集後記

２００７（平成１９）年
３月

日本学校歯科医会会誌第９７号 巻頭言（会長 松島悌二）
第７０回全国学校歯科保健研究大会：大会概要 他
報告：
学校歯科医の研修に関するアンケート調査―個人会員および加盟団体を対
象に―（㈳日本学校歯科医会平成１７・１８年度制度第２委員会）
第５６回全国学校保健研究大会 第７課題：概要 他
第２８回学校歯科医研修会：開催要項 他
平成１８年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
ならびに歯・口の健康啓発標語コンクール入選者一覧
学校歯科で使用する用語，刊行物案内
編集後記

『学校歯科医の活動指針
〈改訂版〉』
（３月３１日 日本学校歯科
医会）

２００７（平成１９）年
１１月

日本学校歯科医会会誌第９８号 グラビア：平成１９年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
平成１９年度 歯・口の健康啓発標語コンクール
巻頭言（㈳日本学校歯科医会 会長 松島悌二）
特集 学校歯科医の「食育」に対する具体的な取り組み
―平成１８年度食に関する検討臨時委員会答申をふまえて―：
座談会：学校歯科医の「食」に対する具体的な取り組み
―平成１８年度食に関する検討臨時委員会答申をふまえて―
（今関豊一，赤坂守人，向井美惠，佐藤 保，星野 豊， 丸山進一郎），
インフォメーション：「平成１９年版食育白書」を公表しました（内閣府食育
推進室），
平成１８年度「食に関する検討臨時委員会」答申書，
食育：加盟団体の取り組み（①千葉県 ②新潟県 ③愛媛県）
日学歯広場：学校歯科医の資質向上を図るための研修制度
―日本学校歯科医会認定基礎研修会の制度化に向けて―：
執行部の立場から（阿部洋一郎），学識者の立場から（赤坂守人）
委員会便り：「ハイリスク把握のためのフローチャート」活用のポイント
（㈳日本学校歯科医会 副会長 柘植紳平）
論文：児童への心肺蘇生法，AEDの体験学習
―教育と医療の連携，教育活動サポーターとしての役割―
（医療法人社団みほ歯科医院 中島 丘 他１名）
声：日本学校歯科医会は禁煙宣言を
（東京都文京区立第十中学校 学校歯科医 藤沢幸三郎）
シリーズ：文部科学大臣賞受賞校―全日本学校歯科保健優良校表彰最優秀
校―のその後 Vol．３
（千葉県柏市立名戸ヶ谷小学校，広島県呉市立昭和中央小学校）
報告：平成１９年度生活習慣病予防等を目指した
歯・口の健康つくり調査研究事業連絡協議会：説明（藤居正博） 他
名簿：加盟団体，役員・顧問・参与
加盟団体だより，刊行物案内
編集後記
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２００８（平成２０）年
３月

日本学校歯科医会会誌第９９号 巻頭言（㈳日本学校歯科医会 会長 松島悌二）
特集 第４回学校歯科保健アジア会議報告（国際渉外委員会）：第１日目 他
日学歯広場：『学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド
―「食育」をどう捉え展開するか―』の発行について：
執行部の立場から（藤居正博），学識者の立場から（向井美惠）
委員会便り：“学校歯科医のための「生きる力」をはぐくむ
歯・口の健康つくりクイックマニュアル”ができました!（『「生きる力」
をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり』解説書作成臨時委員会）
報告：
第７１回全国学校歯科保健研究大会：要項・趣旨・方針・全体構想，事後抄
録（シンポジウム・領域別研究協議会），
優良校 ―平成１９年度全日本学校歯科保健優良校表彰受賞校に聞く―
特別賞編 どのように課題を克服したの？ 学校歯科保健推進のポイント，
第２９回学校歯科保健研修会
インフォメーション：『健康日本２１と学校歯科保健』，第７２回全国学校歯科
保健研究大会（予告）
出版物案内，加盟団体だより
編集後記

中央教育審議会答申
「子どもの心身の健康を守
り，安全・安心を確保する
ために学校全体としての取
組を進めるための方策につ
いて」
（１月１７日）

日本学校歯科医会会誌第１号「目次」

特 集
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１．はじめに

この表彰は第４７回を迎え，長年にわたり各地にお
ける学校歯科保健活動の実践に対して示唆を与えて
きた。優秀な学校はこの表彰を契機にさらに洗練さ
れ，地域の核として学校歯科保健活動の進展に寄与
してきた。しかし，校種が小学校だけであったた
め，全国の小学校の歯科保健活動は充実してきたも
のの，それ以外の，幼稚園，中学校，高等学校，特
別支援学校においてはより一層の充実が待たれる状
況であった。
かねてからの執行部において，その校種拡大が議
論されており，また，日本学校保健会の「健康教育
推進学校表彰」は各校種を対象として行われている
といった現状を鑑みて，本会の全日本学校歯科保健
優良校表彰の規程を変更し，平成２１年度から新たな
規程に基づいて実施することとなった。

２．「文部科学大臣賞」の考え方

以前より文部科学省から，『本来，最優秀賞の
「最」とは，一校を指すものであり，現行の「最優
秀賞」受賞校１０校に毎年「文部科学大臣賞」を付与
することは「文部科学大臣賞」の質の担保からして
見直しをしていただきたい』との要望を受けてい
た。
しかし，少しでも多くの学校が，この表彰におい
て文部科学大臣賞が受賞できることは、全国的な視
野で学校歯科保健活動の更なる向上と普及という観
点からも大切であるので，表彰対象校種拡大を機
に，それぞれの学校種で文部科学大臣賞が受けられ
るような規程を本会として考えた。

３．具体的な規程変更案

具体的な規程の変更について要点を以下に示す。

し ひろ ばにち がく

歯 広 場日 学

今号のテーマ

全日本学校歯科保健
優良校表彰の
理念と展望
－規程変更と平成２１年度からの実施内容－

執行部の立場から

全日本学校歯科保健優良校表彰審査委員会 委員長

㈳日本学校歯科医会 専務理事

丸山進一郎
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１）校種対象は，現行の小学校のみの対象であった
ものを，国公私立の幼稚園・小学校・中学校・
高等学校（中等教育学校，定時制を含む）・特
別支援学校まで拡大する。

２）表彰種別は表彰順序の上位から，優秀賞，㈳日
本学校歯科医会会長賞，㈳日本歯科医師会会長
賞，奨励賞とする。

３）優秀賞は，幼稚園・高等学校（中等教育学校，
定時制を含む）・特別支援学校は各１校以内と
し，小学校は以下のように学校規模別により３
校以内，中学校も同様に２校以内とする。
① 小学校規模別区分：学級数０～７，学級数８
～１５，学級数１６以上

② 中学校規模別区分：学級数０～１０，学級数１１
以上

４）各加盟団体の推薦校数は，幼稚園・小学校（規
模別による３区分）・中学校（規模別による２

区分）・高等学校（中等教育学校，定時制を含
む）・特別支援学校の８校（園）種から３校
（園）を推薦できるものとし，これに日学歯会
員数による推薦校数の増加枠を設けて推薦可能
校数とする。

会員数による増校枠は以下のとおり。

４．問題と課題

この規程変更に伴い校種拡大を施行するが，今ま
で対象になかった幼稚園・中学校・高等学校・特別
支援学校は応募数が少ないことが予想される。各加
盟団体の表彰においては，すでに中学校や高等学校

などを対象とされている団体も存在するが，全国規
模においてはその応募が活況になるには時間がかか
ることと思われる。いかに，その普及を図っていく
かが課題である。しかし，この表彰の目的を考える
にあたり，学校歯科保健活動の普及発展が全校種に
わたることが本会の使命と認識している。

会 員 数 増 校 数

３００名未満 なし

３００～１０００名 １校

１００１～１６００名 ２校

１６０１名以上 ３校

推薦校数の参考例）

団体・会員数 基本数 会員数による増校数 推薦可能校数

加盟団体A
会員数１９８名

３校（園） なし ３校（園）

加盟団体B
会員数３２９名

３校（園） １校（園） ４校（園）

加盟団体C
会員数１０２７名

３校（園） ２校（園） ５校（園）

加盟団体D
会員数２０２１名

３校（園） ３校（園） ６校（園）

日学歯広場 執行部の立場から

日学歯広場
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１．はじめに
－全日本学校歯科保健優良校表彰の背景－

１９８６年に出されたオタワ憲章において「健康は目
的ではなく，自己実現のための手段である」と述べ
られてから早くも２０年以上が経過している。人の健
康は，生来，保護者の手にすべての健康を委ねてい
る乳児期や幼児期初期の他律的管理の時期から，幼
児期後期あるいは小学校低学年からの健康習慣をは
ぐくむための基本的習慣形成の時期を経て，小学校
中高学年以降は自らの手で生涯にわたる健康つくり
を可能にするための自律的（自立的）健康つくりへ
と進展していく。学校歯科保健活動は，子どもたち
にとって理解の難しい「健康」の学習を発達段階に
沿って実施できることが教育上極めて意味あること
である。学校における歯・口の健康つくりが，本来
の目的を見据えて実施されていれば，現代のような
メタボ国家にはならなかったかもしれない。その意
味で，国民の健康つくりにおいては，小学校だけで
はなく，幼稚園から高等学校までの発達段階のすべ
ての時期での健康教育が必要であり，そのためには
優れた学習材としての歯・口の健康つくり活動が，
各学校種で必要と考えられるのである。全日本学校
歯科保健優良校表彰は，平成１６年文部科学省の学校

歯科保健参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校で
の歯・口の健康つくり」の理念に基づき，学校教育
目標の具現化を目指した活動を推進し，全国的に範
とするに足る成果を上げた学校の表彰を行い，もっ
て児童の歯・口の健康つくりの目的達成を図るとと
もに，「食」などの基本的生活習慣の形成や心の健
康つくり等を目指した確かな健康観の育成に資する
ことを目的としている。

２．選考基準の考え方

全日本学校歯科保健優良校表彰の目的にしたがっ
て，現在，日本学校歯科医会執行部が考えておられ
るように，幼稚園，小学校，中学校，高等学校さら
には特別支援学校に対象校種を拡げ，発達段階や特
別な配慮のあり方も踏まえながら，各々の選考の基
準を設けることは必要なことと考えられる。
現在のところ，全体的には次のような方向で基準
の視点が必要と考えている。

１）健康観の育成に関する理念が明確であり，数年

間以上にわたって学校保健全般の活動が充実してい

ること。

２）学校保健計画における歯科保健の位置付けが明
確であり，ヘルスプロモーションの理念の下，適切
で具体的な歯科保健の目標が設定されており，保健
教育，保健管理，組織活動がバランスよく機能して
いること。

３）年間を通じて歯科保健教育活動が実施され，ま
た，家庭や地域との連携が意図され，具体的な展開
が図られていること。

４）健康診断における歯の検査の結果

にち がく し ひろ ば

日 学 歯 広 場
今号のテーマ

全日本学校歯科保健優良校
表彰の理念と展望
－規程変更と平成２１年度からの実施内容－

学識者の立場から

明海大学歯学部 社会健康科学講座口腔衛生学分野 教授

安井 利一
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３．学校種における歯科保健活動の
要点

当然のことながら，学校歯科保健活動としての
歯・口の健康つくりは，対象となる学校種と教育の
目標によって異なってくる。基本的には，文部科学
省の「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健
康つくり」に記載されているので参考にしていただ
きたい。次に挙げているのは，概念の一部を紹介し
たにすぎない。

５）学校歯科医による健康相談，養護教諭等による
健康相談活動，個別的な歯科保健指導など健康診断
の事後措置が着実に行われていること。

６）歯科保健指導のための教職員の校内研修の重要
性を認識し，実践していること。 ２）小学校

健康観の育成に関する理念が明確であり，学校保
健活動の位置づけが明確であること。また，学校保
健計画での歯・口の健康つくりが定着し，子どもた
ちの活動が生活の中で位置づけされていること。

７）歯科保健についてPTAや地域との連携が円滑
に行われ，具体的な取組がみられること。また，学
校保健委員会で具体的に歯科保健を含む心身の健康
問題が取り上げられていること。

８）学校歯科医が定期健康診断以外にも執務し，事
後措置，健康相談等個別的な歯科保健指導にも熱心
に取り組み，積極的に出校していること。また，学
校保健委員会にも常時出席していること。

９）健康診断を保健管理面に限らず，保健教育上に
配慮し活用していること。

１）幼稚園
幼稚園では幼稚園教育の基本に基づいて健康教育
活動が定着していることや，家庭との連携がとれて
いることが重要である。

３）中学校
健康観の育成に関する理念が明確であり，学校保
健活動の位置づけが明確であること。また，ヘルス
プロモーションの理念の下，学校保健計画での歯・
口の健康つくりが定着し，家庭や地域との連携も模
索されていること。

４）高等学校
健康観の育成に関する理念が明確であり，学校保
健活動が学校での健康診断との関連をもっているこ
と。また，歯・口の外傷に対する安全指導など，ヘ
ルスプロモーションの理念の下，生涯にわたる健康
つくりの視点からの取り組みがなされていること。

５）特別支援学校
自立活動に位置づけされ，家庭や地域との連携が
模索されていること。教育，管理あるいは組織活動
のバランスがとれていること。

日学歯広場 学識者の立場から

日学歯広場
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健康日本２１の９つの重点項目の一つ「歯の健康」では，「１２歳児の一人平均う歯数（DMF歯数）」を１

歯以下にすることを当時の日本学校歯科医会執行部と厚生省歯科担当者の共通理解と信頼関係の下に決定しま

した。全国的に見ると小児う蝕の減少傾向は毎年続いていますので，「１２歳児の一人平均う歯数（DMF歯

数）」を１歯以下にするという当時の目標設定は妥当なものでした。歯の健康については地域差が大きく，目

標値にほど遠い学校がある一方で，既に学齢期の歯の健康の目標値を達成している学校もあります。目標値を

達成した学校では新しい目標値について検討が必要になっています。

健康診断結果を保健教育にどう生かすか？ を考える時に，う蝕のような慢性疾患の場合は発症に至る

までに複数の「リスク」群が存在します。学校歯科保健で主な対象としているう蝕と歯肉炎あるいは不正咬合

の原因はそれぞれ異なりますが，すべて慢性疾患であり，多因子性疾患です。多因子性疾患の保健教育は多様

性がなければなりません。一つの方法，一つの薬で単純に対応するのは急性疾患モデルでしか許されない手法

です。従ってう蝕のような慢性疾患モデルの保健教育システムの構築は簡単ではありません。しかし，「健康

日本２１」を主導した厚生労働省とともに，日本学校歯科医会は慢性疾患モデルの保健教育システムの構築に責

任ある方針を示さなければなりません。

そこで，日本学校歯科医会は平成１３年度から学術委員会において，健康日本２１への学校歯科としての関

わり方に関する検討を重ね，学校歯科医向け解説書を発行することになりました。この解説書では，データ集

計の仕方と慢性疾患モデルの保健教育システムについての考え方を示しています。解説書と付録のCDを使

えば，学校歯科医としての経験が少ない先生でも慢性疾患モデルの保健教育システムの構築が比較的楽に行え

委員会便り

■「健康日本２１」への学校歯科医としての関わりに関する資料作成委員会

「健康日本２１」への学校歯科医としての関わりに関する資料作成委員会 委員（鶴見大学歯学部 探索歯学講座 教授） 花田信弘
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るように工夫いたしました。各学校で生じるであろう様々な問

題を解決するための技術的なツールとして活用される冊子を短

期間で完成させることが資料作成委員会の目標でした。

近代医学成立以来の大きな変化が現在の医療に起こりつ

つあります。「治療医学」から「予防医学」への移行です。国

際保健機関（WHO）は１９７７年の第３０回総会に於いて「プライ

マリー・ヘルスケア」の普及・推進を世界に呼びかけました。

これを受けて１９７８年，旧ソ連カザフ共和国において開催された

「プライマリー・ヘルスケア（PHC）国際会議」において有

名な「アルマ・アタ宣言」が採択されました。わが国の国民健

康づくり運動は，このような世界的な動きに連動し，１９７８年か

ら旧厚生省が推進してきたものです。

我が国の医療制度改革においても医療の重点を予防医学へスライドさせることを求めています。長寿医

療制度やメタボリックシンドロームの予防はこの考えの延長から生まれています。これからは「病気を治す」

医療と同時に「病気にさせない」医療を目指さなければなりません。歯科の臨床分野でも，これまで冷ややか

に見られがちであった予防歯科が開業医にも注目されています。歯の病気にさせないためには，歯の病気に対

する科学的知識を社会全体に普及啓発することが最も重要であることはいうまでもありません。医療と共に保

健の重要性が増してきていると言えるでしょう。

学校歯科医は，学齢期の子どもとその保護者だけでなく教育関係者全体に対して，歯の病気に対する科

学的知識を伝える立場にいます。この解説書を有効に利用して近代歯科医学１００年の知識の蓄積を効果的に伝

えるための手法をそれぞれの学校で確立していただくことを願っております。

『健康日本２１と学校歯科保健』（定価￥６５０－）のご注文・お問い合わせは

（社）日本学校歯科医会事務局 TEL ０３－３２６３－９３３０ FAX ０３－３２６３－９６３４

までお願いいたします。

☆本会ホームページ http : //www.nichigakushi.or.jp/から注文書がダウンロードできます。

委員会便り①

51日本学校歯科医会会誌 100号



平成１９・２０年度の松島執行部発足にあたり，本会は普及委員会として三つの委員会を設置いたしました。諮
問内容ならびに委嘱された委員の先生方は下記の通りです。

● 諮問内容

普及第一委員会 学校歯科健康診断結果の電算化システムの検討と実態調査

文部科学省における学校歯科保健統計は，全国の学校を無作為抽出して対象校を決めており，学校現場の健康診断
結果を全国オンライン化することは国の施策のことで本会では関与できない。しかしながら本会が全国の子どもたち
の歯科健康診断結果を把握しておくことは今後の学校歯科保健活動の要点等を探り，学校歯科保健の将来的な方向性
を構築するためにも有意義なことであり，加盟団体においては，既に歯科健康診断結果を電算化し数値の集積を行っ
ている団体があることから，その実態を調査し，今後，本会が全国的に歯科健康診断結果のデ－タを集積していく方
策について，電算化を含めて検討願いたい。

委 員 名：菅野直之（委員長） 安岡 章（副委員長） 中村 通 森田 敏 中川 操 高良恒己
担当役員：金森市造（常務理事） 今井健二（理事）

普及第二委員会 私立学校における歯科保健に関する調査と分析

私立学校における歯科保健については，学校歯科医の委嘱形態や加盟団体への会員加入等も地区によって格差があ
り，また，学校歯科保健活動についてもその内容が明らかでないのが現状である。この点については総会等でもその
実態の把握等の要望が出されていたことを受けて，前期の委員会において関係する委員の所属地区に限定して，事前
調査的な内容で私立学校へ直接，歯科保健活動の実態調査を行った。しかしながら，この調査は地区限定のため，主
に高等学校の内容が中心であったので，私立幼稚園，小，中学校の歯科保健の実態把握のためにも全国的な調査の必
要性が前期委員会より指摘された。
よって，今期はこの調査項目等を精査したうえで，全国の私立学校に対して実態調査を行い，その結果を分析し私
立学校の歯科保健の実態把握と分析ならびに今後，本会としてどのように私立学校へ歯科保健活動を普及していくか
その方策等についても検討願いたい。

委 員 名：神原 修（委員長） 平岩 弘（副委員長） 安細敏弘 小川 淳 長谷川貴一
担当役員：金森市造（常務理事） 今井健二（理事）

委員会便り

■普及委員会

（社）日本学校歯科医会 普及担当常務理事 金森市造
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各委員会は発足早々に第一回の委員会を各々開催し，諮問内容の確認と委員会活動の方針を決定し，資料収
集のための会合を重ねました。
各委員会の活動内容について，以下，中間報告といたします。

以上のように，今後の日本学校歯科医会の活動の根幹をなすべき，正確な資料の収集を目指し，ゆるぎない
会務活動に供したいとの委員会メンバーの先生方の協力のもと，諮問事項に対して十分な答申書の作成を目指
し，平成２０年度の委員会活動をさせていただいております。

普及第三委員会 学校関係者，子ども向け歯科保健資料の作成

本会は会員の会費を収入源として事業展開していることから，さまざまな歯科保健資料等も会員に資するものを中
心に考え，作成されてきた。
しかしながら，本会が真に幼児，児童生徒ならびに学校現場の教育関係者へ歯科保健活動をより普及させていくた
めには，より公益性の高い事業活動を行っていくことが重要であることから，学校関係者や子どもたちの視点で学術
的資料を作成していくことが必要である。
よって，学校歯科保健を更に普及，活性化するためにも，学校現場の教育関係者や子どもたちのもつ歯科保健活動
の課題を探り，より理解しやすい内容，媒体で資料作成をお願いしたい。

委 員 名：田村康夫（委員長） 岡崎好秀（副委員長） 田中英一（副委員長補佐） 荊尾玲子 三浦佐智子 齋藤秀子 福澤洋一
担当役員：金森市造（常務理事） 川本 強（理事）

● これまでの活動内容

普及第一委員会

加盟団体における電算化システムの取り組みについて現況を把握すべく，アンケート調査を実施したところ，全加
盟団体より回答があった。
加盟団体における電算化システムの導入の有無や電算化に関する意見等，今回のアンケート結果をふまえて統一的
システムの方向性等について答申書にまとめるべく検討を行っている。

普及第二委員会

私立学校の学校歯科保健活動等の実態把握のためのアンケート調査を実施した。前期委員会でアンケート調査を実
施した私立学校を除く全国の私立小・中学校と各委員が所属する６地区の私立幼稚園を対象とし，平成１９年度末には
調査対象校（園）へアンケートを送付・回収した。平成２０年度は答申書作成に向けて，アンケートの集計をもとに分
析を行っており，今後，私立学校（園）への歯科保健活動の普及を目指し，その方策について検討を行っている。

普及第三委員会

平成１９年度後半，ラジオ番組「デンタルサロン」を企画されている協和企画を通じて，２００７年放送分の初期う蝕―
脱灰と再石灰化のメカニズムを基にした児童生徒指導教材についての作成サポート依頼があり，その関係会社とも協
議を重ねた結果，諮問内容との差異がなく，取り上げるに値するという結論に達し，理事会で了承を得たので，平成
２０年度には実際にCDの作成に取り組む。

委員会便り②
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1. はじめに

2. ソフト作成にあたって

学校健康診断の電算化とは，これまで用紙に手書
きしていた健康診断結果をパソコンに入力し，デー
タをデジタル化することである。電算化により以下
の利点が考えられる。
① 健康診断結果の集計が迅速かつ正確に行え
るようになる。

② 様々な分析方法が可能となり（地域別，学
校別比較など），学校歯科医が現状を正確に
把握できるようになる。

③ 将来的に情報の有効利用，共有化が可能となる。
④ 集計に携わる養護教諭の手間を大幅に減ら
すことができる。

⑤ ソフト上で「健康診断結果のお知らせ」を
プリントするようになるので，自ずと「健
康診断結果のお知らせ」様式が統一できる
ようになる。

この電算化は我々学校歯科医にとって有益なこと
であり，大いに推進すべきものであるが，電算化に
際して，絶対必要となるのが，データを入力，集計
できるソフトウェアである。それも，簡単で汎用性
が高く，入力しやすいものが望まれる。
愛媛県歯科医師会学校保健委員会は，平成１９年度

よりこの電算化ソフトの開発に取り組み，同年，Mi-
crosoft Excel を用いた健康診断結果の入力・集計
ソフト「健康診断システム」を作成した。本ソフト
は，生徒 IDを生徒の識別に用い，生徒 IDを入力す

ることで，入力・集計だけではなく，個々の健康診
断結果のお知らせ，健康診断票のプリントもできる。
愛媛県歯科医師会は，愛媛県教育委員会の協力の
もと，このソフトを用いて県下の学校歯科健康診断
の電算化を推進することを計画している。県下に実
施するに先立って，平成２０年度は，四国中央市をモ
デル地区とし，本事業実施の予定である。
今回，「健康診断システム」の概要，四国中央市

での実施に向けての現況を報告する。なお，本ソフ
トは使用方法も含めて，愛媛県歯科医師会一般用
ホームページ http : //www.ehimeda.or.jp/にて公開
している。

作成にあたり，汎用性を考慮し留意した点は，Mi-
crosoft Access や FileMaker Pro といったデータ
ベースソフトを用いるのではなく，一般に広く普及
しているMicrosoft Excel を用いるということで
あった。周知の通り，Microsoft ExcelはWindows
系パソコンであれば，１００％近くインストールされ
ているので，使用に際して特殊なソフトのインス
トールは不要であり，また特殊な機材や設備も必要
としない。したがって，誰でも手軽に利用でき，費
用もかからない。
もう一点，Microsoft Excel（以下エクセルと記
す）をベースにした利点は，実際の使用者である養
護教諭がその扱いに慣れているということである。
パソコンの普及や学校での業務遂行上，ある年齢以

学校歯科健康診断電算化ソフト
「健康診断システム」について

愛媛県歯科医師会 学校保健 担当理事 坂 宗尚

地域レポート

愛媛県
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愛媛県

3. 健康診断システムについて

下の養護教諭はエクセルの基本的な操作方法を知っ
ている。四国中央市の小中高校の養護教諭２５名に対
するアンケートでも７０％近くの人が，「エクセルが
使える」と答えている。
本ソフトは素人作成の荒削りな面があり，データ
操作上のトラブルに際して，使用者がベースである
エクセルの基本的な使用方法を知っているというの
は有利である。また，ソフトの使い方を養護教諭に
説明する場合においても話がしやすいという良さが
ある。さらに，エクセルでプログラムが組めるほど
習熟した人であれば，自分の学校に応じて使いやす
いようにカスタマイズも可能である。
一方，作成者側からすれば，「エクセルでよくぞ

ここまでできたな」といった感想を持っている。ご
存じの通り，エクセルといえば，表計算ソフトの代
表的なものであり，会計やデータ整理では抜群の能
力を発揮する。関数であるとかグラフ作成機能は，
よく知られているが，マクロ作成機能であるVisual
Basic Editor（VBE）は知っていても使ったことが
ない方のほうが多いのでなかろうか。健全歯の本数
の集計等は，関数を使えば事足りるが，別のシート
へのデータのコピーの自動化，特に別のシートの指
定のセルへのコピーは関数では無理である。した
がって，マクロ（プログラム）に頼ることになる
が，我々もマクロには馴染みがなく，市販の書籍１，２）

をたよりになんとか成功した次第である。うまく
いった時は，感動ものであった。当初，エクセルだ
けでは困難と考え，他のデータベースソフトの併用
を考えていただけに，マクロを使用することにより
エクセル単体で完成できたことは，大きな前進で
あった。マクロ内容は，本ソフト「健康診断システ
ム」の中に記述しているので，興味ある方は参照さ
れたい。

健康診断システムは，概ね「メインシート」（図
１），「入力シート」（図３），「全データシート」（図
４），「集計全データシート」（図５），「生徒データ
シート」（図２），「健康診断票シート」（図６），「健

康診断結果のお知らせシート」（図７），「健康診断
集計表シート」（図８）の８つのエクセルシートで
構成されている。各々のシートの移動は，画面下方
のシート切り替えタブで行う。
使用する前に，生徒の氏名，生年月日，学年，性
別などの生徒のデータと各々の児童・生徒に ID番
号を付けたもの（生徒 ID）を児童・生徒のデータ
として「生徒データシート」にあらかじめ入力して
おくことが必要である。本ソフトでは，児童・生徒
の識別は生徒 IDで行う。生徒 IDは絶対に重複せ
ず，入力しやすいものが望ましい。健康診断時に入
力する場合は，あらかじめ生徒 IDを記したカード
を該当する生徒に配布しておき，健康診断時に提出
させる方法を取ると間違いが少なくなる。使用方法
の概略は以下の通りである。
まず，入力シートを開き，生徒 IDを入力した
後，健康診断データを入力する。一人のデータが入
力し終わったら，「入力シート」上の「記録」ボタ
ンをクリックする。次入力画面に切り替わると同時
に，健康診断のデータは別のシートである「全デー
タシート」の所定のセルにコピーされる。順次，
データを入力し「記録」ボタンをクリックすること
で，すべての児童・生徒のデータが「全データシー
ト」に記録される。この「全データシート」に記録
されたデータがデジタル化された健康診断データそ
のものである。他のシートで行う作業は，この「全
データシート」のデータを利用しているに過ぎな
い。「全データシート」は普通のエクセルシートの
形と同様であるので，重複入力などの入力ミスは，
入力中，入力後を問わず，通常のエクセル操作で修
正していただきたい。
すべての入力が終了し，データ個数などに誤りが
ないのを確認した上で，「メインシート」上にある
「集計」ボタンをクリックする。この操作で，「全
データシート」上のデータが「集計全データシー
ト」の所定の位置にコピーされる。「集計全データ
シート」には，関数を用いた計算式が組み込まれて
おり，コピーされた「全データシート」のデータを
元にして本シート上で，健全歯数，処置歯数など５１
項目が計算され表示される。この計算された「集計
全データシート」のデータを，関数を用いて「健康
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診断票シート」，「健康診断結果のお知らせシー
ト」，「集計表シート」に形を変えて表示するように
している。健康診断票および健康診断結果のお知ら
せは各々のシートで生徒 IDを入力すると該当する
生徒のデータが自動的に表示される。プリントアウ
トは，ひとりひとり生徒 IDを入力し行う。なお，
健康診断結果のお知らせ様式は平成１９年度日学歯発
表のもの３）を用いている。
混合歯列期の健康診断においては，入力に手間が

かかるとの意見が多かったため，入力シートに 「前
回データを表示」ボタンを設置し，これをクリック
すると，前回の健康診断の入力データが表示される
ようにした。この操作を行う場合は，記録，集計，
健康診断結果のお知らせの打ち出しなどすべての作
業が終わった時点で「メインシート」上の「更新」
ボタンをクリックする。これによりデータは別の
シートにコピー保存され，前回データの表示が可能
となる。当然，この機能を使うためには，単年度ご

健康診断システムを起動すると，このシートが立ち上がる。健康診断実施前に児童・生徒データを入力しておく必
要がある。

あらかじめ児童・生徒データをこのシートに入力しておく。別のエクセルファイルで作成しておいてコピーすると
便利である。その際、項目と列の順序は変えないように。

図１ メインシート

図2 生徒データシート
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4. 四国中央市での普及状況

とに使用するファイルを変えるのではなく，入学か
ら卒業まで同じファイルを使用する必要がある。

愛媛県下に学校歯科健康診断の電算化を普及させ
るに先だってモデル地区として四国中央市が選ばれ
た。その選定理由は，四国中央市の歯科医師会に私

が所属していることと，四国中央市は人口約１０万人
弱の市で，小さくもなく大きくもなく規模的に適し
ていると思われたからである。四国中央市の公立学
校は３６校でその構成は，幼稚園８園，小学校１９校，
中学校６校，高校３校である。高校は県立で，それ
以外はすべて市立である。なお，四国中央市歯科医
師会は，四国中央市が古く宇摩郡と言われていたこ
とより宇摩歯科医師会と称する。本誌面では宇摩支
部と記す。会員数は４２名である。

健康診断データを入力する。健康診断時に入力しても良いし，一旦用紙に手書きしておいて後で入力しても良い。
まず，生徒 IDを入力する。自動的に氏名～生年月日が表示される。次いで，健康診断結果を入力する。黄色及び青
のセル（結果表示セル）の上にある○～△のボタンをクリックすると，結果表示セルにデータが表示される。上書き
OKである。その他の疾病及び異常，学校歯科医所見はプルダウンメニューとなっている。該当する項目を選択す
る。プルダウンメニューに該当する項目がない場合は，セルに直接入力する。青く塗られたセルは，健康診断結果か
ら自動入力されるので，ここには入力しない。その他の疾病及び異常で入力した後，右側の「要精査」ボタンをク
リックすると「健康診断結果のお知らせ」の「その他」の項目に結果が表示されるようになっている。「要精査」ボ
タンをクリックしない場合は，結果が「健康診断票」には表示されるが「健康診断結果のお知らせ」には表示されな
い。過剰歯がある場合は右中央のセルに本数をプルダウンメニューから選択する。なお，高校用の場合は，あらかじ
め永久歯の結果表示セルに「―」が入力されている。前回のデータが保管されている場合は，「前回データを表示」
ボタンをクリックすると，前回のデータが結果表示セルに表示される。すべての入力が終わったら「記録」ボタンを
クリックする。これで，データは全データシートに移行し，入力シートは次入力可能画面となる。

入力シート上の「記録」ボタンをクリックすることにより，図のごとく本シート上に記録保管される。本シートの
最終行を探し、最終行＋１行に新しいデータを貼り付けるというプログラムを用いている。

図3 入力シート

図4 全データシート
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１）経 過
四国中央市に電算化を推進するにあたって，まず
行ったことは，昨年１２月に鎌倉健支部会長の協力の
もと，宇摩支部で９名の学校歯科医からなる電算化
委員会を設置したことである。この委員会にて「健
康診断システム」の細かな内容の検討と今後の事業
の進め方を協議した。その結果，健康診断業務の遂
行者である養護教諭の協力が必須と考え，本年１月
に四国中央市の教育委員会に協力を要請した。快諾
を得，２月初旬に養護教諭で構成される養護部会を開
催していただいた。その席上で電算化に関する説明
と各養護教諭に協力を要請した。さらに，３月，協力
校の養護教諭に対し，具体的な「健康診断システ
ム」の使用法に関する説明会を行った。一方，宇摩
支部の学校歯科医には支部例会を通じて，電算化の
説明と協力の要請を行った。３月には学校歯科医と
健康診断同行者で実際の筆記者である衛生士，歯科
助手に対して，養護教諭と同様の説明会を実施し
た。この間，県歯清水惠太会長および宮本哲博常務
理事にお骨折りいただき，県の教育委員会にも協力
を要請，承諾を得ている。なお，本原稿執筆中であ
る４月の段階では学校歯科健康診断はまだ開始され
ていない。

２）協力状況
学校歯科医側は全員の協力を得られたが，学校側
で協力すると答えたのは小中高校２８校中２１校であっ
た。幼稚園は全園協力を得られなかった。小中高校
のうち非協力の理由は，パソコンに不慣れである，
学校歯科医の協力が得られそうもない，保健室にパ
ソコンがない，養護教諭が病欠中である等である。
各学校の保健室にはパソコンが常設されといるもの
と思っていたが，常設されているのは小中高２８校中
１７校であった。また，電子メールに対応できている
学校とできていない学校があり，連絡はメールでと
答えた学校は，協力校２１校中７校であった。このよ
うに，電算化普及に際して，同じ市立であっても学
校側のインフラの整備状況がまちまちで，学校歯科
健康診断のデジタル化は可能だとしても，各学校
間，および教育委員会との情報の伝達，有効利用に

は時間がかかると思われた。パソコンに関しては保
健室にない場合は個人のものを使用，メール連絡で
きない場合はFAXで連絡するようにした。
当初，積極的に協力を申し入れてきたのは１０校足
らずであったが，その後徐々に増えてきた。この理
由として，まず，教育委員会の後押しがあったため
と思われる。本事業に対して教育委員会の賛同が得
られたのは，本事業には新たな設備投資がいらず，
無料で遂行できることが大きな要因であると考えら
れる。もう一点，入力に関する問題をクリアできた
ためと思われる。当初，我々は入力を健康診断時に
行うこととしていたが，パソコンが達者でない養護
教諭はこの点に難色を示した。よくよく考えると，
時間的余裕があれば入力を健康診断時にする必要は
なく，後で落ち着いて行えば事足りる。健康診断時
にはこれまで通り，紙に手書きしておき後でパソコ
ンに入力すればいいということを養護教諭に説明し
た。このことが，養護教諭だけではなく，パソコン
の苦手な学校歯科医にも効果があった。入力を後で
すれば，学校歯科医にとってこれまでと全く変わり
のない健康診断となり，電算化に反対する理由がな
くなる。
愛媛県松山市は教育総合支援システム４，５）という行
政主導の施策の一環で，歯科健康診断は業者作成の
ソフトを用い１００％電算化されている。この松山市
においても健康診断結果は，学校歯科医同行者およ
び養護教諭が所定の用紙に筆記し，担任が後で自分
のクラスの生徒のデータをパソコンに入力している
そうである。
ただし，せっかく入力しやすいように考慮してソ
フトを作成したので，できれば健康診断時に入力し
ていただきたいものである。この入力のしやすさ
は，後で入力する際も十分役立つと思われる。四国
中央市では，健康診断時に直接入力すると答えた学
校は協力校２１校中８校であった。混合歯列期は入力
に手間取るかもしれないが，永久歯列期である高校
の健康診断においては，う蝕が激減していることも
あって，手書きよりもパソコン入力のほうがむしろ
手早く処理できる。高校では是非，健康診断時のパ
ソコン入力にトライしていただきたい。
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メインシート上の「集計」ボタンをクリックすることにより，全データシートのデータがＡ列からCD列までにコ
ピーされる。CE列以降には関数を用いた計算式があらかじめ入力されており，Ａ列からCD列のデータをもとに計
算が行われる。ちなみに，CE2 セルでは，図上部 fx 欄に示されるように，カウントイフ関数を用いて，AQ2から BJ
2 までのセルのうち，「―」を表示された個数を計算している。これは乳歯の健全歯数を表す。（AQから BJ列は誌
面の都合上，図には表示されていない）

図6 健康診断票シート
メインシート上の「集計」ボタンをクリックすることにより，集計全データシートのデータが，健康診断票として

図のごとく表示される。生徒 IDを入力することにより，ひとりひとりのデータが表示される。印刷も可能である。
印刷サイズはA4。VLOOKUP関数を用いている。

健康診断票と同様に集計全データシートのデータをVLOOKUP関数を用いて引き出している。これをひとりひと
り印刷し配布する。

図5 集計全データシート

図7 健康診断結果のお知らせシート
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３）養護教諭に対するアンケート
四国中央市の養護教諭に対する最初の説明会で，
彼女らに対してアンケートを実施した。その結果を
報告する。回答者は２５名でその内訳は小学校１８名，
中学校５名，高校２名である。
この結果をみると，健康診断結果の筆記者は学校
歯科医同行者が行うことが多く，要観察，要精査，
要治療などの事後措置の指示は学校歯科医と養護教
諭が半々で行っていることがわかる。集計にかかる
日数をみると，大半が１週間以内で終了している。
１ヵ月かかると答えたのはともに高校の養護教諭
で，人数が多いことが関係していると思われる。ま
た，パソコンの習熟度のアンケートでは，ワードが
使えるが８４％，エクセルが使えるが６８％であった。
これは，我々の予想をかなり上回るもので，大半の
養護教諭は文書作成をパソコンでできることがわか
る。これはパソコンの基本操作がわかっていること
を意味し，少し訓練すれば，エクセルも大部分の養
護教諭が使えるようになると思われる。
ここで気になるのが，事後措置の指示者である。
半数以上において養護教諭が行っていることは，健
康診断結果から的確に事後措置を指示できているか
どうか，不安が残る。学校歯科医がすべて事後処置
を指示するようにすることは難しいので，できるだ
けパターン化して養護教諭が間違いのないようにす
ることが望まれる。この点において，「健康診断シ
ステム」はあらかじめ，結果に対して事後措置，健
康診断結果のお知らせをパターン化してあるので，
正確に結果を反映できるという利点がある。

４）健康診断票の文書保存について
健康診断票のデジタル化のメリットは，デジタル
化したデータをいちいち用紙に書き写す必要がなく
なり，大幅に事務が簡素化されることである。当方
にとっても，電算化を普及する上で重要なことであ
る。「デジタル化に伴う健康診断票の手書きによる
保存の必要性」に関して，清水惠太会長の協力を得
て，愛媛県歯科医師会としての質問状を県教育委員
会に送った。その結果，以下の文書回答があった。
○「児童生徒の健康診断マニュアル」（文部科学省
監修）では，健康診断票（歯・口腔）に，学校歯
科医が認める所見を記入し，押印することとなっ
ており，プリントアウトした文書に所見を記入・
押印し，保管することとなる。なお，電算化によ
り，所見もデータ化されているのであれば，押印
のみで可。
○電算化した後，従来の健康診断票への転記は不要
である。
電算化した場合，手書きは不要であるが，プリン
トアウトした上で，学校歯科医の所見があればそこ
に押印し保存するべしといった内容と解釈してい
る。この返答に伴って，「健康診断システム」の健
康診断票を入学から卒業までのデータを表記，印刷
できるように修正した。ところが，高校の場合はこ
れでいいのであるが，小中学校の場合は「健康診断
システム」のデータをプリントアウトしたものでは
用をなさないことがわかった。学校保健法施行規則
第６条に定められているように小中学校は健康診断
票を進学先の校長に送付しなければならないが，四

１．健康診断結果の筆記者は（名） ２．事後措置の指示者は（名：重複回答３）

養護教諭 ６ ２４％ 養護教諭 １５ ６０％
学校歯科医同行者 １９ ７６％ 学校歯科医 １３ ５２％

３．集計にかかる日数（名） ４．パソコンの習熟度について（名：重複回答有）

１日 ４ １６％ なじみがない ２ ８％
３日 ６ ２４％ メールができる １２ ４８％
１週間 １２ ４８％ ワードなどの文書作成ソフトが使える ２１ ８４％
２～３週間 １ ４％ エクセルなどの表計算ソフトが使える １７ ６８％
１ヶ月 ２ ８％ 写真の加工ができる １０ ４０％

動画の加工ができる １ ４％
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5. おわりに

国中央市の場合，その様式が歯科単独のものではな
く，内科健康診断結果も一緒に記すようになってい
るためである。この様式に関しては，本来歯科と医
科が別々だったものを，枚数が多すぎるという理由
で小中の養護教諭らが教育委員会に願い出て，数年
前に現様式に変更になったそうである。このいきさ
つがあるが故に，再度様式を戻すわけにいかず，当
分は電算化しても健康診断票は手書きで行うそうで
ある。

これまで，「健康診断システム」の概要および四
国中央市での電算化普及の現況を述べてきた。冒頭
で述べたように，本ソフトは使用方法も含めて，愛
媛県歯科医師会一般用ホームページ http : //www.
ehimeda.or.jp/にて公開している。幼稚園用，小学
校用，中学校用，高校用，高校定時制用に分け，
各々エクセル２００３対応，エクセル２００７対応版を用意
している。よければ，電算化推進の際に使っていた
だきたい。ただし，このソフトは，現時点では完全

なものではない。四国中央市においても健康診断に
まだ使用されておらず，実際に使用した場合，様々
な不具合が出てくるかもしれない。使用後，養護教
諭の意見を聞き，改善できる点は改善しホームペー
ジにアップロードしたいと考えている。
四国中央市の学校歯科健康診断の電算化は始まっ
たばかりであり，準備の段階のことのみ報告できな
かったことは残念であるが，何かの参考になれば幸
いである。

文 献
１）谷尻かおり：Excel＋Access データベース完全活用
ガイド．技術評論社．２００４．

２）C & R研究所：Excel マクロ＆VBAプログラミン
グ．エクスメディア．２００６．
３）日本学校歯科医会：学校歯科医の活動指針（改訂
版）．２００７．
４）松山市総務部電子行政課：松山市における情報化の
取り組みについて．www.sri.ehime-u.ac.jp/getsurei-
data/1stshi.PPT
５）平成１２年度第６回名古屋市立小中養護学校事務職員
研究大会研究集録：新しい時代の学校づくり．http :
//meijiken. sakura.ne. jp/html/ syuroku/2000/2000.
htm

図8 健康診断集計表シート
「集計ボタン」をクリックすることにより，即座に集計が行われる。これを行政等に報告する。図以外の集計項
目，たとえば，CO率，GO率，DMF歯数なども算出，グラフ化することは十分可能であるが，本ソフトの性格上不
要と考え，今回は対応していない。
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1. はじめに

１）二戸歯科医師会について
二戸歯科医師会は岩手県北部の４市町村（二戸

市，軽米町，九戸村，一戸町）で開業する２９名の歯
科医で構成されています（平成２０年度現在，菅 弘
志 会長）。菅会長のスローガン「親睦・研修・貢
献」の三つの柱を会の方針として活動しています。
昭和１８年に岩手県歯科医師会二戸支部として発足

しています。昭和４０年には「歯の衛生週間」行事，
「むし歯予防図画・ポスターコンクール」，３歳児対
象の「よい歯のコンクール」等を二戸保健所と共催
して開始，同年岩手県教育委員会と二戸歯科医師会
が共同でマイクロバスに移動式歯科診療器具を積み
へき地学校歯科診療を開始しました。昭和４６年に
は，へき地学校歯科巡回指導車「けんこう号」によ
る無歯科医地区，へき地校の児童・生徒の巡回診療
と歯科保健指導を開始し，年間百日以上，平成７年

の終結まで２４年にわたり，その活動は続きました。

２）「けんこう号」とのかかわり
平成３年当時の資料によると，へき地学校歯科巡
回指導は二戸地区で，年間３０日程度 （県内全域１１６
日運行）実施されていました。
その運営には岩手県歯科医師会（実施事業の全体
管理），地区歯科医師会（児童・生徒のう歯の検診・
治療並びに指導），岩手県教育委員会（実施事業の
調整，診療車「けんこう号」の運行管理），各教育
事務所（地区歯科医師会と市町村教育委員会の調
整），市町村教育委員会（事前準備，実施校との連
絡，名簿の作成など），実施小・中学校（教職員の
役割分担，児童・生徒への事前指導，保護者からの
事前了解を得る，など）それぞれが役割分担し，こ
のときの連携が現在の二戸歯科医師会の学校保健活
動に続いています。

二戸歯科医師会での歯科保健活動
について
―学校歯科保健につなげる
就学前の子どもたちへの対応―

岩手県二戸歯科医師会 専務理事 岩渕壮之助

地域レポート

岩手県

図2 「けんこう号」診療風景
（岩手県歯科医師会発行
「けんこう号２０年の歩み」より）図1 「けんこう号」２代目
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2. 学校歯科保健における
むし歯を減少させるための
幼児歯科保健への働きかけ

現在の二戸歯科医師会の学校保健活動における各
組織との連携は，「けんこう号」（図１，２）に源を
発していたのだと考えられます。

３）「けんこう号」について １）学校保健と幼児歯科保健のギャップ
表１は，平成１０年からの最優秀校の一覧です（平

成１１年度から１８年度まで二戸歯科医師会管内）。地
道な学校歯科保健活動への評価としてとらえると興
味深いのですが，一部の地域に偏っていることが岩
手県の課題としてとらえることもできるかと思いま
す。ちなみに統廃合の影響で学校数は減少し，現在
は二戸管内では，小学校３１校，中学校１５校，高校，
養護学校などが８校あります。

一方，就学前の幼児・児童のむし歯有病者率は良
好とはいえず，下の表（表２，３）に示した通りです。
以前より，管内各市町村の学校保健会で話題に
なってきたことは，「就学前の子どもたちへの働き
かけをしなければ，むし歯を持った子どもたちが小

（「けんこう号２０年の歩み」１）より引用）
学校歯科巡回指導車誕生の背景
東京オリンピック以後，日本の経済活動は順調に高
度成長を維持していた。それに伴い，各家庭における
生活様式にも変化が現れ始めた。たとえば，食生活に
おける変化として，砂糖などの糖分摂取量の増加があ
げられる。それと比例するように，岩手県に限らず全
国的な傾向として，う蝕罹患者率は高い値を示してい
たが，県下における都市部の児童・生徒濃色罹患者率
は９０％以上が普通という状態であり，未処置歯を保有
するものの数は非常な効率を示していた。総義歯を装
着する子どもさえ希ではなかった。このような傾向は
都市部より郡部へと拡大浸透していった。
昭和４６年当時，岩手県歯科医師会会員数は２４１名と
現在の５３４名の半数にも満たない状況であり，尚，そ
の医療機関が都市部に集中していた状態では，へき地
児童・生徒の歯科疾患は放置されたと同様な状況下に
あり，都道府県あるいは市町村といった広域的な範囲
で行われる巡回診療が強く望まれていた。
このような当時の状況下において本県では昭和４０年
頃から岩手県教育委員会の要請により故岩泉忠吾先生
が中心となり，携帯用歯科治療器を車に搭載して，へ
き地学校歯科巡回指導が開始された。しかし，広大な
県内の山間部を時には歩いての巡回では，治療を待ち
望む多くの子どもたちに診療が行き渡ることは，到底
不可能なことであった。
本格的な「へき地学校歯科巡回指導事業」の確立と
その重要性を痛感した岩手県教育委員会では，同様に
へき地校を抱えている各県との意見調整，また各市町
村への歯科保健意識普及のための働きかけ，そして文
部省に対する予算措置の要請を繰り返し，同事業の具
体的な確立に向けて，着実な足がかりを築いていっ
た。
本県を始めとして各県の教育委員会，および日本学
校歯科医会の切実な陳情により，ついに文部省では，
へき地学校の児童・生徒を対象とした歯科巡回指導車
等を整備するに要する経費について，昭和４６年度から
補助を実施することになったのである。こうして，長
年の夢であった学校歯科巡回指導車が実現する運びと
なった。

表１ 岩手県学校歯科保健優良校表彰最優秀校の状況

年度 応募校数 最優秀校

平成１０ 187 盛岡市立城南小学校

平成１１ 219 二戸市立金田一小学校

平成１２ 237 二戸市立金田一小学校

平成１３ 250 二戸市立金田一小学校

平成１４ 242 二戸市立中央小学校

平成１５ 233 一戸町立一戸小学校

平成１６ 230 二戸市立中央小学校

平成１７ 230 二戸市立中央小学校

平成１８ 211 二戸市立石切所小学校

平成１９ 212 矢巾町立不動小学校

表２ 一歳６ヶ月児むし歯有病者率ワースト１０
（岩手県歯科医師会まとめ）

９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度

安代町 浄法寺町 一戸町 浄法寺町 安代町 安代町

一戸町 安代町 二戸市 一戸町 浄法寺町

九戸村 九戸村 浄法寺町

浄法寺町 九戸村
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学校へ上がってくる」ということでした。この表か
らも就学前の幼児・児童への歯科保健活動が必要な
ことが分かりました。
以上のことから二戸歯科医師会として改善に向け
て「二戸地区歯科保健連絡協議会」で，ここ数年は
乳幼児の歯科保健に関わる協議を続けてきました。
保育所，児童館などの職員からは，洗口場の不備
の指摘や行政に対する意見などいただきました。ま
た歯科保健含め食育活動などの実践発表をしていた
だき，共通の話題として認識できました。
こうして二戸地区の各市町村からデータの提出を
受け，問題点への解決策を協議します。このため，
各市町村の教育委員会担当者，養護教諭部会，保健
師等に加え，平成１７年度から就学前の施設関係者に
参加していただいています。ここでの協議を受けて
各市町村で検討し，翌年報告という手順で改善傾向
を期待しています。次に，各市町村の保健行政，歯
科保健連絡協議会，学校保健会等の組織で具体的な
対応をすることになります。

２）小学校学校保健会と就学前施設のかかわり
二戸地区のいくつかの小学校では，いわゆるピア
エディケーションとして高学年の児童による低学年
の児童への「歯みがき指導」などが行われていまし
た。また，養護教諭が学校に近い保育所等を訪れ「歯
みがき指導」を行う例もありました。最近では，児
童保健委員が保育所等の子どもたちに指導を行って
いるなどの動きが出てきています。実践例は後ほど
「３．－４）各市町村での動き」の部分で触れます。

１）二戸歯科医師会学校保健関係の事業に
ついて（平成１５年度から１９年度）

毎年基本的に行われているものを以下①から③に
示します。④は委託事業または，それに準ずるもの
です。

① 歯の衛生週間行事

② 歯・口の健康に関する図画・ポスター並びに歯
科保健啓発標語コンクール

③ 歯科保健連絡協議会の主題
●平成１５年度「生涯を通じた歯科保健活動の連携
について」
●平成１６年度「二戸地区の乳歯う歯の現状と課題」
●平成１７年度「子どものう蝕有病状況について」
●平成１８年度「乳幼児歯科保健対策を齲蝕有病状
況と既存の調査結果より考える」
●平成１９年度「乳幼児むし歯０を目指して」

④ その他
●平成１５年度
⑴ 雑穀等健康かむカム食文化拡大事業「歯の健

康づくり教室」
●平成１６年度
⑴ 雑穀等健康かむカム食文化拡大事業「歯の健

康づくり教室」
⑵ ライオン歯科衛生研究所歯みがき指導
●平成１７年度
⑴ 雑穀かむカム食文化拡大事業「歯の健康づく

り教室」
⑵ きれいな歯のためのう蝕予防推進事業
①ネットワーク会議（関係者連携のための打合会）
②フッ化物洗口の保護者への実施説明会
③きれいな歯のためのシンポジウム

表３ ３歳児むし歯有病者率ワースト１０
（岩手県歯科医師会まとめ）

９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度

九戸村 浄法寺町 浄法寺町 安代町

一戸町

軽米町

注）安代町は平成１８年に八幡平市と合併それ以前は二戸歯科医
師会に属しています。

注）浄法寺町は現在は二戸市に合併しています。
注）空欄は二戸歯科医師会管内の市町村の該当の無かった年度
です。
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●平成１８年度
⑴ 「カシオ君の元気のヒミツ」（指導媒体）の

作成および「食育」指導
（よく噛んで食べることの大切さを教える教
室の開催及び指導媒体作成）

⑵ きれいな歯のためのう蝕予防推進事業
①フッ化物洗口説明会
②フッ化物利用促進指導
③フッ化物洗口指導
④ネットワーク会議
⑤きれいな歯シンポジウム
●平成１９年度
⑴ きれいな歯のためのう蝕予防推進事業
①ネットワーク会議
②フッ化物洗口説明会
③フッ化物洗口説明実習会 保育園
④フッ化物洗口説明会 幼稚園

以上，主なものを列挙してみました。

２）雑穀等健康かむカム食文化
拡大事業について

以上，具体的な部分にも触れたのは保健所の積極
的かつ周到な準備があったことを示すためです。実
際に関わっていただいたのは上席栄養士のＳさんで
した。
上記事業の実施後，二戸地区では歯科医師会と各
市町村の行政にかかわる栄養士との連携すなわち，
「食育」と「歯科保健」が有機的なつながりを得た
ことを実感しています。

（以下，二戸保健所資料より一部抜粋）

事業目的
「カシオペア連邦健康２１」の推進と地域農産物
の振興拡大を目的として，二戸地域に根ざした雑
穀・豆を中心とした食文化を再構築するととも
に，それら健康食材と食生活に関わるネットワー
クを活用した健康づくりの拡大を図る。

歯の健康づくり教室の進め方
ア 内容
幼児のむし歯発生予防などを目的として，“よ
く噛んで食べる”ことの大切さや正しい歯みがき
の方法を教え，健康な歯をつくるための指導支援
を行う。

イ 実施主体
二戸歯科医師会および岩手県食生活改善推進
員団体連絡協議会二戸支部

ウ 対象
二戸地区保育協議会および市町村から推薦の
あったモデル保育所とし，対象者は保育園児お
よびその保護者とする。

エ 取り組みの詳細
①二戸地区保育協議会から，本事業の趣旨に
賛同するモデル保育所の推薦を受ける。
モデル保育所は各市町村１カ所とする。
実施日などは，できるだけ指導効果の上が
る時間設定，対象とすること。

②歯科医師および歯科衛生士による口腔保健
教室を開催する。
趣旨に基づく歯科医師による講話および
実技指導とし，食生活改善推進員が提供す
る雑穀，豆などのおやつを活用した内容と
すること。

③本教室の参加者の理解状況や意見などを把
握できるアンケート調査を実施すること。

④使用する歯ブラシについては，保健所から
別途送付する。
幼児用歯ブラシ：新幹線デザイン ３００本，

キャラクターデザイン３００本
成人用歯ブラシ：３００本
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３）「食」との連携で得られたこと

二戸歯科医師会では，ここで作成した指導媒体「カ
シオ君の元気のヒミツ」（図３，４）を小学校での
歯科保健指導に使用したところ，好評を得ました。
内容的には生活習慣病とのかかわりなど高学年向き
の部分もありますが，漫画という媒体は子どもたち

の興味をひくには好材料でした。冊数には限りがあ
るため，液晶プロジェクター用のデータを作成して
活用しています。

４）各市町村での動きの例示
二戸歯科医師会の関連事業を受けて市町村単位で
の動きがありました。すべてをご紹介できませんの
で１例（一戸町）を示します。

①「食育」との連携
平成２０年２月には「「歯育」と「食育」を考える

シンポジウム」が一戸町主催で開催されました。企
画から実施まで精力的に働いてくれたのは，同課職
員の栄養士のＴさんでした。歯科医の基調講演「家
庭・学校・地域ですすめる歯育と食育」に続き，へ
き地保育所所長，一戸高校養護教諭，保健推進協議
会会長がパネリストとなり「こどもたちにきれいな
歯をおくる“歯育”と“食育”」をテーマとしてす

（二戸保健所資料より）
「カシオペア連邦健康２１」の推進と地域農産物
の振興拡大を目的として，二戸地域に根ざした雑
穀・豆を中心とした食文化を再構築するととも
に，それら健康食材と食生活に関わるネットワー
クを活用した健康つくりの拡大を図ることを目的
として１５年度から３年間の継続事業として実施し
た。二戸歯科医師会には，管内保育園児・保護者
を対象とする「歯の健康つくり教室」の指導につ
いて事業委託を行ったところ，早期から専門部会
を設置し講演内容の検討，指導教材の作成等，積
極的な取り組みをしていただいた。（中略）事業
展開は各市町村で保育所等，就学前の施設を訪れ
て園児・保護者それぞれに地元の雑穀など食材を
使用した手作りおやつの試食と，保健講話，親子
歯みがき実習等を行った。ここでは就学前の施設
との連携，食生活改善推進員との連携が図れた。

図３ 指導媒体「カシオ君の元気のヒミツ」（表紙）

図４ 指導媒体「カシオ君の元気のヒミツ」（本文より）
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すめられました。途中で雑穀入りのおやつの試食な
どもあり，会場は関係者以外にも多くの地域の方で
賑わいました。
岩手県立一戸高校学校保健委員会の発表の中で

「ピア・サポート・プログラムの実践」例として高校
生が栄養班とブラッシング班を編成し，地域の保育
所を訪れ指導した実践例の報告がありました。企画
の立案からシナリオ作り，資料の作成，日程表の作成
まで生徒が自主的にすすめ，養護教諭が生徒に指導
助言を行った例でした。地域でこのような動きが出
たということに驚きを覚えると共に，この生徒たち
に学校歯科医として関わる必要性を実感しました。

②「きれいな歯のためのう蝕予防推進事業」について
図５に示すようにう蝕は減少傾向にありますが，

平成１８年度県内ワースト２という状況でした。
すでにフッ化物洗口を実施しているＩ小学校に，
つなげようとの意図で，Ｋ保育所の年長児を対象に
フッ化物洗口を開始しました。何度も保護者対象の
説明会を開催するなど，地域と家庭の口腔衛生に対
する関心を高めることで，幼児のむし歯抑制への波
及効果も期待しました。

③一戸町歯科保健連絡協議会

この組織は，従来，行政との打合会の位置づけで
開催され，町内の歯科医と町（健康福祉課，町民
課），町教育委員会，町学校保健会養護教諭部会か
らの出席者にておこなわれていました。
町学校保健会では小学校入学時に既に多数のむし
歯に罹患している児童が問題になっていました。こ
のことから，学校保健会に保育園などの就学前の施
設の職員に関わっていただくことが不可欠との結論
に達しました。
平成１５年頃からは一戸町歯科保健協議会に，就学
前の保育園，児童館の施設関係者にも参加を求めま
した。そこには，中心的に連携を進めるキーパーソ
ンとして一戸町健康福祉課の保健師のTさんの存
在があり，各職域に関わり連絡調整することで各種
の事業が円滑に実施されました。

④健康いちのへ２１プラン中間評価について
一戸町では，平成１３年度に「健康いちのへ２１プラ
ン」を策定し，平成２２年度までの１０年間を目標に，
健康つくり活動を実施しています。この中で「健康
いちのへ２１プランと学校保健活動の連携」として第
２４回一戸町学校保健研究大会（平成１９年１１月開催）
での発表がありましたので紹介します（表４，図６
～８）。

図５ 幼児むし歯有病者率の推移
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表４ 平成１８年度の口腔保健の取り組み （喫煙・アルコールは省略）

健康福祉課の取り組み 学校保健会との連携 健康つくりサポーターの取り組み

○乳児・一歳児健康診断

○１歳６ヶ月児健康診断

○２歳６ヶ月児歯科健康診断

○３歳児健康診断

○それぞれの健康診断において。年齢

に応じた指導ポイントを明確にし

て，個別指導の強化

○１歳児から３歳児健康診断まで，歯

科衛生士による指導

○１歳６ヶ月児から３歳児健康診断ま

でフッ化物塗布

○２歳児歯科健康診断 管内の歯科医

両機関に委託

○６月に広報による，歯科衛生につい

て，普及啓発

○一戸町歯科保健連絡協議会

町内歯科医師，保育士，養護教諭，

保健師，栄養士，学校教育課職員等に

よる話し合い，グループワーク

○一戸町保健推進委員，食生活改善推

進委員の合同研修会

●歯科講演会

●フッ化物洗口導入事業

「きれいな歯シンポジウム」開催

○各保育所での，カミカミ教室（幼児

食指導）

○学童クラブ等での，食育教室

○むし歯予防に向けた健康教室

○小さなお子さんと生活しているおじ

いさん，おばあさんへのアンケート

調査

○各小学校，中学校での食育教室 ○食生活改善推進員の活動

・食改員研修会

・雑穀・豆などを利用した，よい歯

をつくるおやつレシピの作成

・いきいきフェスタの体験コーナー

での啓発

・毎月１９日（食育の日）に，町の相

談室にて栄養相談，子どものおや

つ試食

○保健推進委員の活動

・おじいさん，おばあさんアンケー

ト調査の協力，結果について各家

庭に配布，むし歯予防の一声運動。
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4. まとめ

ここ数年の二戸歯科医師会の学校歯科保健活動に
つながる事業について述べさせていただきました。
二戸地区は就学前の子どもたちの歯科保健が問題と
されてきました。そこで学校保健会と就学前の施設
関係者との連携がとれる状態になりました。このこ
とからライフステージそれぞれに関わる学校歯科保
健の重要性を再認識しました。
最近の二戸歯科医師会における事業では「食」「栄
養」関連が増えています。地域の中核病院である二
戸病院で開催されているTNT-C（栄養療法）勉強
会への参加や，「雑穀など健康かむカム食文化拡大事
業」（二戸地方振興局）など，学校歯科保健での指
導が「口腔機能」や「歯科疾患」だけではなく
「食」と切り離せないという思いを強くしています。
このことから，学校歯科医として種々の研修をさ
らに深めていくことで他職域の方々と連携をはか
り，学校歯科保健に貢献できるものと考えられます。

最後に，日本学校歯科医会会誌へ発表する機会を
いただきましたことを日本学校歯科医会並びに二戸
歯科医師会菅 弘志先生に感謝申し上げます。

文 献
１）岩手県歯科医師会：岩手県教育委員会学校歯科巡回
指導車 けんこう号２０年のあゆみ，１９９１．
２）第２４回一戸町学校保健研究大会大会誌 平成１９年１１
月 一戸町学校保健会発行編集 実践発表より （「健
康福祉課からの報告」新毛淳子）

図６「健康いちのへ２１プランと学校保健活動の連携」
栄養 目標 児童生徒の肥満の減少

図７「健康いちのへ２１プランと学校保健活動の連携」
口腔保健 目標 １２歳児のむし歯を持たない子の増加

図８「健康いちのへ２１プランと学校保健活動の連携」
口腔保健 目標 １２歳児の一人平均むし歯本数の減少
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標記の協議会が滋賀県歯科医師会を当番県とし
て平成２０年７月１９日午後２時より大津市の琵琶湖
ホテルにて開催された。滋賀県歯科医師会学校歯
科部下村卓也理事が司会を務め，滋賀県歯科医師
会芦田欣一会長の挨拶に続いて日本学校歯科医会
松島悌二会長と滋賀県教育委員会末松史彦教育長
が来賓の挨拶を述べられた。松島会長は，本協議
会の成果が全国に波及することを祈念し，認定学
校歯科医制度（仮称）については，学校歯科医の
資質向上を更に図っていかれるような制度の構築
を目指して，今後も検討を重ねたいと述べられ
た。また末松教育長は歯・口の健康つくりが全て
の健康づくりの基盤であることが学校関係者に理
解されつつあるとして，学校歯科医の奮起を促さ
れた。引き続き座長に滋賀県歯科医師会立木副会
長，副座長に京都府歯科医師会吉田民夫副会長を
各々選出して当日の協議に入った。

協議題

⑴ 食育に対する取組について
【京都府歯科医師会】

食育は，学校歯科にとって重要なテーマとなり
つつある。日本学校歯科医会も食育に特化した教
育資料を出版しているが，地域によって取組に温
度差がある。特に行政との関係が不十分なままだ
と，学校現場に持ち込み難いこともある。口腔機
能を中心に情報発信することは当然だが，歯牙に
拘りすぎない方が受け入れ易い様である。

⑵ 保健教育に活用できる健康診断結果の分析に
ついて 【大阪市学校歯科医会】
学校歯科保健教育は，健康診断の結果を分析し
て，担当校園の児童生徒がもつ課題を見つけだす

ことから始まる。その課題解決のため，個々の学
校の教育目標や子どもの発育状況に応じた対応が
必要になる。大切なことは健康診断の精度管理を
どうするか，また，それを学校関係者に正確に伝
えることである。

⑶ 学校歯科健康診断時の保健調査の活用について
【兵庫県歯科医師会】

学校歯科健康診断に先立つ保健調査は，事前に
児童生徒の歯・口の状態を把握し，健康診断を円
滑に行うために必要であるが，歯科健康診断にお
いては，歯科医側に「見れば判る」という意識が
あって，活用が不十分になっている面は無いだろ
うか。健康診断には身体測定の面と医学的診断の
面がある。一般健康診断にあっては，学校医と養
護職員が分業している状況があり，この場面で保
健調査が割合活用されている様だ。健康診断前，
保健調査の内容に学校歯科医は必ず目を通す習慣
をつけたいものだ。

⑷ 近畿北陸地区よりの次期日本学校歯科医会推
薦理事について 【滋賀県歯科医師会】
平成１８年度第３０回近畿北陸地区学校歯科医会

（学校歯科部）連絡協議会において決定されてい
る地区名簿順に従って，次期の推薦理事に福井県
より一名出て頂く。

⑸ その他
日本学校歯科医会の予算決算特別委員会の次期
委員については，地区持ち回りとのことで一致を
した。

暫時休憩の後，情報交換を行った。

滋賀県 第３２回近畿北陸地区学校歯科医会
（学校歯科部）連絡協議会

加盟団体だより
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情報交換

⑴ 京都市のフッ化物洗口について
【京都府歯科医師会】

京都市では，平成１７年度より３年度計画で，全
ての公立小学校・特別支援学校でフッ化物洗口事
業を行い，この３月をもって全校実施に至った。

⑵ 保健教育における養護教諭と学校歯科医の関
係のあり方 【大阪府学校歯科医会】
養護教諭と学校歯科医が学校歯科保健に対して
問題意識を共有化することが大切であるが，養護
教諭を含めた学校歯科保健研修会が有意義であろう。

⑶ 学校歯科保健の推進と学校歯科医研修制度に
ついて 【大阪府学校歯科医会】
日本学校歯科医会も各加盟団体も学校歯科保健
の課題の多様化等に対応すべく研修会を開催して
いる。自己研修や活動実績を単位として評価する
仕組みであるが，評価をどの様な団体が行うのが
妥当なのか，また何をもって評価をするのか，解
決すべき課題もある。

⑷ 奈良県歯科医師会認定学校歯科医制度におけ
る単位取得状況について

【奈良県歯科医師会】
奈良県では平成１８年４から単位取得制度を始

め，平成２１年３月末に第１回認定を行う予定だ
が，会員数６９８名中単位取得無しが３７８名，また日
本学校歯科医会会員１９２名の中，単位取得なしが
８２名存在する。

⑸ 歯みがき名人認定事業について
【福井県歯科医師会】

当県では，歯みがき名人認定事業を行ってき
た。ブラッシングの優劣を競う事業は全国的にユ
ニークなものである。認定者は歯みがき名人とし
ての独自活動も行い，優良活動は県歯科保健大会
で表彰する。

⑹ 口腔外傷対策事業について
【富山県歯科医師会】

県下のスポーツ部に加入している高校生にアン
ケートをとり，口腔外傷の現況を把握し，スポー
ツマウスガードの普及を目指している。滋賀県か
らは，カスタムメイドマウスガード作製マニュア
ルが，また兵庫県からはマウスガード取扱医療機
関検索システムが紹介された。

要望事項

⑴ 学校歯科医叙勲に関する現役制廃止について
の要望 【大阪府学校歯科医会】
叙勲の栄誉の前に学校歯科医の定年制により叙
勲の対象外となることは，理不尽なことである。
日本学校歯科医会には賞勲局との一層の協議を要
望する。

次期当番府県として京都府歯科医師会吉田民夫
副会長が挨拶され，当日の日程を全て終了した。
尚協議会終了後，細やかながら懇親会が開催さ
れ，協議会で尽くしきれなかった論議が宴席のあ
ちこち展開されていた。

（滋賀県歯科医師会 学校歯科部委員長 木村 誠）



（社）日本学校歯科医会出版物案内
日本学校歯科医会では，学校歯科医の活動や学校保健に関する以下の刊行物を取り扱っています。
ご注文，お問い合わせは下記までお願いいたします。代金の支払方法につきましては，通常，請求書と振込先ご案
内の文書を同封いたしますので，これに従ってお支払いいただくことになります。なお，送料が別途かかります。ご了
承ください。

１．学校歯科における口腔咀嚼機能・不正咬合に関する基本的な考え方 Ｓ．６２年発行 ￥ ５００
２．学校歯科保健とフッ素 Ｈ．２年発行 ￥ １００
３．幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき Ｈ．３年発行 ￥１，０００
４．大きく変わる学校歯科保健 Ｈ．５年発行 ￥ １００
５．障害のある児童生徒に対する学校歯科保健 Ｈ．１１年発行 ￥１，０００
６．歯・口腔の健康診断パネル①（CO・GOの意義と対応） Ｈ．２０年発行 ￥ １５０
７．歯・口腔の健康診断パネル⑤（顎関節の診査の流れと診査法） Ｈ．９年発行 ￥ １００
８．歯・口腔の健康診断パネル⑥（歯列・咬合の診査基準） Ｈ．１０年発行 ￥ １００
９．CD－ROM「学校歯科健診におけるCO，GOについて」 Ｈ．１３年発行 ￥１，５００
（HYBRID CD－ROM for Windows and Macintosh）

１０．学校歯科保健Q&A①（歯垢染色剤について） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１１．学校歯科保健Q&A②（キシリトールについて） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１２．学校歯科保健Q&A③④（フッ化物・シーラントについて） Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１３．学校歯科医のためのスポーツ歯科医学 Ｈ．１５年発行 ￥ ５００
１４．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点－CO・GOを中心に－ Ｈ．１４年発行 ￥ ２００
１５．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点

－よりよい顎・口腔機能の育成を目指して－ Ｈ．１４年発行 ￥ ３５０
１６．歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１７．学校における学校歯科医のためのフッ化物応用ガイドブック Ｈ．１７年発行 ￥ ３００
１８．学校歯科医のための「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり」活用ナビ Ｈ．１８年発行 ￥ ２００
１９．健全な口腔機能の育成のための指針 Ｈ．１８年発行 ￥ ４００
２０．CO，GOの考え方（パネル） Ｈ．１９年発行 ￥ １００
２１．ハイリスク把握のためのフローチャート Ｈ．１９年発行 ￥ １５０
２２．学校歯科医の活動指針＜改訂版＞ Ｈ．１９年発行 ￥ ９００
２３．健康日本２１と学校歯科保健 Ｈ．２０年発行 ￥ ６５０
２４．学校歯科医のための「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくりクイックマニュアル Ｈ．２０年発行 ￥ ６００
２５．学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド－「食育」をどう捉え展開するか－ Ｈ．２０年発行 ￥ ５００

著作権文部科学省・日本学校歯科医会発行
２６．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり― Ｈ．１７年発行 ￥ ５００

（財）日本学校保健会出版物
２７．中学校の先生に読んでほしい歯の健康つくりのしおり Ｓ．６３年発行 ￥ ７０
２８．幼児のための歯の健康つくりのしおり Ｓ．６２年発行 ￥ ５５
２９．歯・口の健康つくりをめざしてⅡ Ｈ．１０年発行 ￥ １００
３０．歯・口の健康と食べる機能 Ｈ．１１年発行 ￥ ３００

以上の日本学校歯科医会取り扱い書籍につきましては，会員及び加盟団体の皆様が一括購入され，同一箇所に納品する場合
のみ，「２６．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり―」を
除いて各刊行物毎に，次のように割引いたします（ご購入の合計冊数ではありません）。
・５０冊～９９冊………１割引（送料別）
・１００冊～１９９冊……２割引（送料無料）
・２００冊以上 ………２割５分引（１０円未満の端数切り捨て。送料無料）

そ の 他
○ ８０２０運動は学校歯科保健から！ 無 料
（日本学校歯科医会の活動内容などを記載したカラー PRパンフレット。無料で配布いたしております）

URL http : //www.nichigakushi.or.jp/
本会のホームページで各書籍の内容をご紹介しています。また，注文書がダウンロードできますので，ご利用ください。

〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４－１－２０ 新歯科医師会館４Ｆ 社団法人 日本学校歯科医会 事務局
TEL ０３－３２６３－９３３０ FAX ０３－３２６３－９６３４ Eメール JASD@nichigakushi.or.jp
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日本学校歯科医会が主催する表彰事業の最も大きなものの一つに全日本学校歯科保
健優良校表彰がある。
この表彰事業は，昭和３５年（１９６０年）から推進してきた「むし歯半減運動」を具現

化するための『全日本よい歯の学校表彰』に端を発している。その後，「むし歯半減
運動」は教育的活動を重視した「歯・口の健康つくり運動」に発展し，それに伴い，
この表彰も学校保健全般への取り組みや地域との連携あるいは歯科保健活動の教育的
位置付け，経年的成果をも評価するという審査基準を加えて平成１１年から『全日本学
校歯科保健優良校表彰』と改称して今日に至っている歴史ある事業である。
毎年，全国で８０数校が表彰され，そのうち数校が最優秀校として文部科学（旧文

部）大臣賞として推薦され，その栄誉に輝いてきたが，学校歯科保健活動は，継続こ
そがその原動力であることから，文部科学大臣賞を受賞した学校の「その後」を知り
たいと思い，この企画をスタートさせた。
平成７年に学校保健法施行規則の一部改正がなされ，また近年，生きる力をはぐく
む総合的な健康つくりの重要性が認識されつつある中で，幼児，児童生徒の全身への
健康増進に波及効果が期待される歯科保健活動を今一度見直すきっかけとなれば幸い
である。
なお，本企画は，あと数回にわたるシリーズでお届けしたいと考えている。

社団法人日本学校歯科医会 副会長 中田郁平

文部科学大臣賞受賞校
―全日本学校歯科保健優良校表彰最優秀校―

埼玉県さいたま市立桜木小学校
報告１．学校歯科医 高木 忠雄

報告２．養護教諭 水村 吏香

受賞から１０年目

北海道旭川市立台場小学校
報告１．学校歯科医 本村 正志

報告２．養護教諭 松本 恵子

受賞から４年目

ズシリー

そそのの後後 vvooll．．４４
の
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表題の「よい歯，よい顔，よい心」は，平成１０年
１１月第６２回全国学校歯科保健研究大会（第３７回全日
本学校歯科保健優良校コンクール）において最優秀
校と認められ，文部大臣賞を授与された時，受賞記
念として PTAや地域関係者の皆様の発議により
「歯を大切にすることを通して，自分を大切に思う
心や，自分だけではなく周りの人達のこと（命）も
大切にできる桜木っこに育って欲しい」という願い
を永遠に伝え継ぐため，希望を込めて建立された石
碑（写真）に刻まれた言葉です。私も小学校を訪問
する度，中央玄関際の石碑を見て「きれいな歯を保
つことで，心もピカピカ笑顔いっぱいの桜木っ子の
育成」に係われる事を誇りに思います。
平成５年１２月，大宮市ソニックシティ大ホールを
メイン会場とする第５７回全国学校歯科保健研究大会
（埼玉大会）開催について，日学歯からの指名を埼
玉県歯科医師会が平成３年に受諾しました。
昭和２９年の「むし歯半減運動」事業の一環として
第一回の開催を行って以来現在まで５０余年に渡って
継続されてきた埼玉県「よい歯のコンクール～学校
歯科保健優良校コンクール」で，長年に渡って積極
的に取り組み優秀な実績を示していた桜木小は，こ
の全国大会の研究発表校に指定されました。研究主
題「学校歯科保健の包括化－発達段階に即した学校
歯科保健活動の生活化を図るために－」（歯と口の
健康教育を通じて）のもと１年生～６年生，複式学

級を含めた１３学級による公開授業を行った事は，文
部大臣賞受賞の源流であったと思います。

昭和４７年，小，中学校と自分の出身地である埼玉
県大宮市で開業した私は，大宮市歯科医師会より市
立日進小学校，学校歯科医の指名を受け，何とはな
しに応諾しました。その後，指扇小（１０年）を経
て，昭和５９年４月から桜木小の学校歯科医として現
在に至ります。昭和５８年４月，当時の大宮歯科医師
会会長，蓮見先生の指名で学校歯科保健担当理事と
して市学校保健会等の保健教育行政，更には蓮見先
生の埼玉県歯科医師会会長就任により，県歯会学校
歯科保健担当理事，常務理事，また日本学校歯科医
会，委員，役員として浅学非才の中，泥縄的に多く
の先輩のご指導，ご教授を賜ってまいりました。

大臣賞受賞より１０年，大宮市は発展的に消滅し，
大宮市，浦和市，与野市が合併して人口１００万以上
の政令指定都市「さいたま市」となり，校名もさい
たま市立桜木小と変更されました。養護の先生も当
時の斎藤アヤ子養護教諭―斎藤久美養護教諭―水村
吏香養護教諭と代替わりしたように，校長，教頭，
保健主事の先生方も大部分転勤されました。しかし
幸いな事に新しい政令市では，各歯科医師会とも協

埼玉県さいたま市立桜木小学校
学校歯科医の立場から

「よい歯，よい顔，よい心」
学校歯科保健による
学校，地域，行政との係りを顧みて

学校歯科医 高木忠雄

●１ 文部大臣賞受賞へ

●２ 学校歯科医拝命

●３ 時の流れ

受賞から１０年目
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議の上「８０２０歯の健康教室」「歯科巡回指導教室」
が全市の小学校に基本的歯科保健教育として導入さ
れました。さいたま市内の小学校は各校でこれを
ベースに自校の特色のある歯科保健教育活動を展開
しております。
私の担当する桜木小におきましても養護教諭によ
る朝の自習時間でのクラス別歯みがき指導，児童保
健委員会による健康集会，ライオン歯科衛生研究所
の衛生士さんによる指導，講話，歯みがき大会への
参加，あるいは日学歯や日歯主催の，ポスター，標
語コンクールへの積極的な参加等々，保健教育が学
校の全学年の年間スケジュールの中に明確に位置づ
けられ，これが改良を重ねながらマニュアル的に継
承され，今日に至っています。更に平成１３年，さい
たま市において開催の第５２回関東甲信越静学校保健
大会，第５班，学校歯科保健「自己管理能力の育成
を目指した歯科保健教育の実践（健康な歯のために
自分で努力する子を育てる）」と題して地域と連携
した歯科保健活動について，養護教諭，保健主事が
研究発表を行いました。また，何度か「８０２０探検
隊」，「デンタル・デイターチャンネル」，「比べて見
れば・さいたま解剖」等のマスコミに取り上げられ
ています。

１０年経過した現在，学校保健のレベルは幸いにも
維持されていると思います。私自身，学校歯科医と

して年２回の定期健康診断，毎学期３回の学校保健
委員会（すこやかフォーラム），求めに応じての歯
科保健講話などで季節的に歯の話等述べさせていた
だきますが，大きな指導力がある訳ではありませ
ん。
レベルを維持してこられた最も大きな源は，学校
保健全体計画及び年間計画に基づいて，歯科保健，
エイズ性教育，薬物乱用防止，心身の健康等々の保
健教育が意図的，計画的に実践されてきたこと，そ
れに携わる先生方，PTA，地域の方々のやる気と
連携の取り方が上手く行われている事にあると思い
ます。ちなみに桜木小学校のここ１０年間の埼玉県学
校歯科保健コンクールにおける受賞歴を表記してみ
ました。
「よい歯，よい顔，よい心」の子どもたちの育成
の一環に係われた事，続けられた事に感謝申し上
げ，微力でありますが活動を続けたいと思います。

■埼玉県学校歯科保健コンクールにおける
桜木小学校の受賞歴

（平成９年～平成１９年）
平成９年 特別表彰（最優秀校が２年以上連続の時は

特別表彰とする）
平成１０年 特別表彰

全日本学校歯科保健優良校表彰，最優秀校
（文部大臣賞）

平成１１年 特別表彰
平成１２年 特別表彰
平成１３年 特別表彰
平成１４年 優秀校

全日本学校歯科保健優良校表彰，優良校
平成１５年 優良校
平成１６年 優秀校
平成１７年 最優秀校
平成１８年 特別表彰
平成１９年 優秀校

埼玉県

桜木小

●４ １０年後の現在

最優秀賞受賞時建立された桜木小中央玄関前の石碑
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●１ どのように子どもたち，保護者，教職
員の学校歯科保健活動へのモチベー
ションを保ち，活動しているか？
学校歯科保健活動のレベルを維持する
ために，具体的に実行していること

本校では，歯・口の健康を守ることの大切さや，
プラークをきれいに落とすことができる歯みがきの
方法など，正しい知識を身につけ，よりよい実践が
継続して習慣化するように，年間を通して計画的
に，そして，発達段階に応じた内容をくり返し指導
しています。
給食後の歯みがきタイムでは，デンタルミラーを
用いて歯みがきを行ったり，学期に１度の歯みがき
指導では，プラークを染め出したりすることにより，
自分の歯・口の様子を各自が目で確認しています。
また，担任や，養護教諭による歯科保健指導だけ
ではなく，年に２回実施している歯の健康診断で
は，学校歯科医から，児童一人一人に口腔の状況
や，歯みがきのポイントなどを優しくていねいに説
明していただいたり，３年に１度，１～３年生を対
象とした市教育委員会と市歯科医師会が主催する
「８０２０歯の健康教室」に参加したりしています。そ
れから，年に２回，市教育委員会の歯科衛生士に協
力をいただき，５・６年生への個別の歯肉チェック
と歯みがき指導を行っていただいたり，ライオン歯
科衛生研究所の歯科衛生士による歯科巡回指導を依
頼したりと，専門職の方々の協力も得ながら，児童

や保護者への指導や，啓発を行っています。
さまざまな取り組みを通して，教職員の歯・口の
健康づくりに対する意識も高まり，日常生活の中
で，歯・口の健康について児童へ働きかけをする際
に，役立てられています。
さらに，歯の衛生週間に合わせて，児童保健委員
会による健康集会を開催したり，毎日の食後の歯み
がきが習慣化するように，１年を通して歯みがきカ
レンダーをつけたりしています。この歯みがきカレ
ンダーは，毎年，児童保健委員会が開催する「歯み
がきカレンダーコンクール」により選ばれた児童の
作品です。全校児童に一月ごとのカレンダーを募集
して，応募してもらった作品の中からクラス代表作
品を選びます。その後，教職員，児童保健委員会，
児童会による審査を行い，次年度に使われる歯みが
きカレンダーが決まります。自分たちが作った歯み
がきカレンダーを毎日利用することで，歯みがきを

埼玉県さいたま市立桜木小学校
養護教諭の立場から

歯科保健活動を通して，
笑顔いっぱいの桜木っ子を育てるために

養護教諭 水村吏香

受賞から１０年目

個別の歯肉チェック・歯みがき指導（５・６年）
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●２ 学校歯科保健活動へのモチベーショ
ンが下がってしまった場合，どのよ
うに対応したか？

●３ 人事異動の際に，学校歯科保健活動
をどのように受け継ぎ，そして引き
継ぐか？
具体的に実行していること

しようとする意欲が高まっていると感じます。
このような歯科保健活動を通して，児童一人一人
が歯・口だけでなく，自分自身を見つめるよい機会
となっています。今後も，児童の実態に合わせたよ
りよい実践を継続していき，歯・口の健康を保持増
進するとともに，一人一人の全身の健康を保つこと
にもつなげられるように努力していきたいと思って
います。

児童，保護者，教職員が，自分たちの学校は，
歯・口を大切にしているよい歯の学校なんだ!とい
う誇りをもてるように，さまざまな機会を通して
歯・口の健康づくりを行うことのすばらしさを伝え
るように心がけています。
小学生の時期は，家庭のバックアップが不可欠で
あることから，家庭でも児童の歯・口の健康につい
て見つめていただけるように，年２回の歯の健康診
断結果をお知らせするファイルを全児童分作成し，
治療が必要な場合は早期に受診していただけるよう
にお願いしたり，家庭での観察のポイントなどをお
知らせしたりしています。また，家庭での取り組み
の様子を教えていただき，相互理解が深められるよ
うに努力をしています。

本校に着任して，今年で６年目を迎えました。着
任当初は，学校歯科保健活動において長年よい実績
を積み重ねてきた伝統校であるということが，大き
なプレッシャーとなっていました。しかし，本校に
はこれまでの長い積み重ねがあったため，歯科保健
活動が年間を通して教育活動の中に計画的に位置づ
けられており，個々の教職員が「子どもたちの歯の
健康を保つことは，全身の健康づくりの第一歩で，
とても大切な取り組みである」という意識を持って

しっかりサポートしてくださいました。例えば，そ
れぞれの歯科保健指導を行う際に，快く授業の調整
を行ってくださったり，指導内容が児童にしっかり
と伝わるように，その場だけでなく，毎日の給食後
の歯みがきの時間にアドバイスをしてくださってい
ます。
また，私自身が行う歯みがき指導については，他の
活動でご指導いただいている専門職の方々の指導内
容や指導方法が，とてもよいお手本となり，児童への
指導に生かすことができました。例えば，市教委の
歯科衛生士が行う，個別の歯肉のチェックと歯みが
き指導では，歯肉の観察の仕方，歯並びに合わせた
歯ブラシの当て方，動かし方，歯ブラシの選び方な
どについて，歯科衛生士が児童一人一人に語りかけ
る言葉を，自分自身のこととして受け止めながら聞
きました。それから，ライオン歯科衛生研究所の歯
科衛生士による指導では，１時間の中で効果的に集
団指導を行うために，発達段階に応じて指導内容を
しぼる，伝えたいことは言葉だけでなく，イラスト
や写真など視覚教材を利用する，児童が目で見て分
かったり，気づいたりするような体験活動を取り入
れるなど，多くのことを学ばせていただいています。
学校歯科保健活動を推進することは，生活習慣の
確立にもよい影響を及ぼし，児童の将来の健康な生
活へとつながるものと考えます。学校歯科保健活動
を推進していく者として，よい歯の学校であるとい
うことを誇りに思い，笑顔いっぱいの桜木っ子を教
職員・家庭・地域と連携しながら育てていきたいと
思います。

埼玉県

桜木小

養護教諭による歯みがき指導
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平成１６年度に文部科学大臣賞を受賞してから，本
年度で４年目になります。本校は豊かな自然に恵ま
れた旭川市郊外にある児童数約８０名の小規模校であ
ります。
児童養護施設や一人親家庭などから児童が通学し
ている特殊事情があるなかで教育目標として「豊か
な心と一人一人の個性を伸長し自ら学ぶ力を育成す
る」～やさしく，かしこく，たくましく～を目標に
自らの健康に関心を持ち，健康づくりの知識や習
慣・態度を養うとともに，他人の健康をも思いやる
心を育てることを中心として取り組んでいます。

学校歯科保健の目標は，「よりよく生きる子ども
の育成」～知識を実践化へ～と設定し年度の目標を
たくさん設定せずに確実に実践できるように指導
し，活動しております。

■子ども自身が学習し，自分のことばで伝える
活動としては給食後の歯みがき指導，これについ
ては，歯みがきのポイントを掲示し，歯ブラシ立
て，タイマーなど環境の整備に努め，８のつく日は
歯みがきチェックの日と定め，低学年でも自分で
チェックできるように促しています。RDテストの
実施と事後指導，「良くかむこと」の定着化を目指

した給食指導，特に児童会活動である「低学年への
歯みがき指導」では，高学年の保健委員自身が学習
し，自分たちのことばで伝えるため，低学年の子ど
もたちはより親しみをもって受けとめ，保健委員会
の活動を楽しみに行っています。

■「かむこと」を意識化
また，本校の特色の一つでもある「かみかみ実験
室」は，「かむこと」を意識化させるため希望者対
象に実施し，ビデオ撮影による給食でのかむ回数調
査，流し込みの有無の調査を行い，児童が「かむこ
と」について改めて考える事ができ，また個人，個
人の実態を把握できるため，給食時にも「よくか
む」ことについて指導ができているようです。

■「学校だより」で地域に発信
保護者には，歯科保健活動の推進していくための
理解と協力を得るために，「歯みがき通信」を発行
しています。また，学校だより「台場つ子」を活用
し，歯・口の取り組みを掲載して保護者だけでなく
地域にも広く本校の活動を発信しています。

このように，受賞後も同じように保健活動を行っ
ておりますが，息切れしない保健活動の継続のため
に，課題をあまり沢山設定せずに一年に一つの課題
を設定するようにして，無理のない保健活動ができ
るようにしています。

北海道旭川市立台場小学校
学校歯科医の立場から

知識を実践化へ

学校歯科医 本村正志

●１ 他人の健康をも思いやる心を育てる

●２ 息切れしない保健活動の継続のために

受賞から４年目
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このように，年間を通じて保健活動を行っている
と，保健活動へのモチベーションも下がると思われ
ますが，子どもたちについては，毎日，行っている
実践を続けることで，自分の歯・口腔を意識し，ま
た，自分の健康のためだということを自然に体で覚
えていっているように思いますが，むしろ，子ども
たちを支える関係者の方が保健活動を忘れがちで，
このことについては，やはり学校歯科医，養護教
諭，教職員，学校関係者，保護者らが，連携を密に
し，児童とともに学校保健を行っていることを，忘
れてはいけないことだと思います。また，入れ替
わってゆく学校関係者との連携については，養護教

諭，学校歯科医が積極的に学校の取り組みとして，
保健活動を行っていることを学校保健委員会などを
通じて理解を求め，実践を行ってもらうように協力
を求めることだと思います。
今後の課題はいくつかありますが，毎年DMF指
数が下がってきていることは確かであり，非常に良
いことですが，一部の児童においては，むし歯の本
数が多いこともあり，今後の課題となるように思い
ます。また，保健活動においても児童が主体となる
ように，また，地域の特性を生かし，児童が興味を
持って保健活動を行ってくれるような新しいことも
課題になると思います。今後は児童が興味を持っ
て，主体的に歯科保健活動を行っていけるよう，環
境作りとお手伝いができればと思っています。

北海道

台場小

●３ 子どもたちを支える関係者の意識が重要

台場小で学ぶ子どもたちの約３割
が児童養護施設から通う。
ひとり親家庭の割合も多く，
学校は重要な支援の場である。

仰臥法による歯科検診を実施。
従来の照明器具でも，
児童の口の中がよく見えるため，
検診の精度があがる。
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本校は，地域と学校で組織している「台場小鳥の
村」（開村４９年目）を基盤に，「北海道愛鳥モデル
校」として４３周年を迎えました。国道１２号線の沿線
に位置するとは思えないほどの自然環境の中，長年
「台場小鳥の村」で育まれた愛鳥精神が子どもたち
にも息づいています。
子どもたちは，７５名中約３割が児童養護施設から
通学しています。また，ひとり親家庭の割合も多
く，特殊事情を抱えている児童が少なくありませ
ん。児童の健康状態は良好で，地域に歯科医院がな
い状況にありながら，歯がよい子どもが多いという
ことが本校の自慢の１つです。子どもたちは真っ白
い歯をのぞかせ，明るい笑顔で毎日生活しています。
本校では学校歯科保健を学校保健の中核として位
置づけ，児童自らが健康づくりを主体的に実践でき
るよう活動を推進してきました。しかし，かつてな
かった社会現象が，子どもたちや子どもたちをとり
まく生活環境に少しずつ影響を及ぼしています。ま
た，取組を行っていく中で新たな課題も生じてきて
います。解決に至っていないことも多いですが，
「歯・口」の取組の経過等をご紹介いたします。

１）活動時間の減少
受賞当時と比べ，現在は子どもの安全面を考慮し
ての一斉下校の実施などで，放課後の活動ができな
くなっています。そのため，「歯・口」の取組の主
軸となっている児童活動としての保健委員会は，月
１～２回の活動時間では話し合いのみになってしま

い，発表の練習や発表物・資料の作成は休み時間で
行うことを余儀なくされてしまいました。しかし，
子どもたちの休み時間を保障することも大切です。
そこで，活動を精選し，１０人に満たない構成人数で
すが，それを２グループに分けて分担し，休み時間
を使うのは最低限度に抑えるよう工夫してみまし
た。各グループはごく少人数になったため責任感が
増し，協力体制が強固になるといった成果も見られ
ました。
また，今まで保健委員会で受け持っていた「歯・
口」関連の内容を日常の中に織り込んでいくことも
考えてみました。たとえば，給食指導には必ず「よ
く噛む」ことを関連させ，特に「牛乳での流し込み
をしないようにすること」を日常的に呼びかけてい
ます。また，栄養教諭（非常勤）と連携して噛みご
たえのある食品を食べる「かみかみ週間」も実施し
ています。前年度行った咀嚼力判定ガムでのテスト
では，６５．８％の子どもが「よく噛んでいる」という
結果も出ました。しかし，よく噛んでいるという判
定の子どもでも，給食では早食いで明らかによく噛

●１ はじめに

北海道旭川市立台場小学校
養護教諭の立場から

継続は力なり

養護教諭 松本恵子

受賞から４年目

●２ 現在の課題と解決までの経過

高学年の保健委員は，休み時間を使って低学年の
歯・口をていねいにチェック。染め出し，歯みがき
指導まで子どもたち自身で行うことができる。
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んでいない子どもがいるという担任の報告があり，
ガムとふだんの食事に差があるという新たな課題が
明らかになりました。

２）「お口ポカン」
「歯・口」の取組を進め，子どもたちの様子を観
察していくと，口がいつも開いている子どもが気に
なるようになりました。本校では「お口ポカン」と
呼んでいますが，最初の段階では，鼻が悪いのでは
ないかという疑問が生まれました。口を閉じるよう
に指導をするためには，鼻呼吸ができるか否かを確
かめなければなりません。そこで，学校医（耳鼻
科）に相談し，検診時に調べていただきました。そ
の結果，全員鼻呼吸ができることが確認でき，ま
た，鼻息鏡という器具も貸与していただいたため，
子どもたち自身の目で鼻呼吸ができることを確かめ
られました。その後「お口ポカン」が容貌にまで影
響することや，口呼吸では弊害があることを学級や
個別に指導してきました。しかし，子どもたちには
危機感がなく，いったんついた癖はなかなか直りま
せん。家庭や児童養護施設とも連携し，たくさんの
目で見ていくことの必要性を痛感しました。

３）ハイリスク児童
新入学児童は毎年むし歯数が多く，今年も例外で
はありませんでした。しかし，１人で何本もむし歯
のある子どもが治療した場合，その後の生活でむし
歯をつくらずに維持できるようになってきていま
す。ですから，新入学児童や他学年のハイリスク児
童とその保護者に対しては，折にふれて歯の大切さ
や受診の必要性を訴えていくことが大切だと考えま
す。そのため，本校では子どもや保護者向けの通信
で呼びかけていくことはもちろん，歯科検診の結果
通知には，一言添えたり，色分けで視覚に訴えたり
するよう工夫を凝らしています。ただ，今回の検診
では，新たに反対咬合が多くなってきているという
問題が出てきましたので，保険外診療との関連もあ
り，治療の必要性の呼びかけ方を考慮しながら進め
ていこうと考えています。

４）活動の継続
本校では，受賞当時から担当が代わっていないた
め，細々ながら取組を続けてくることができまし
た。おかげさまで「台場小といえば，鳥と歯です

ね」といわれるほどになっています。今後は担当者
が代わっても取組の継続を図っていかなければなり
ません。そのために，５年前に設定した「５つの視
点」はくずさず，基本姿勢として引き継ぎ，子ども
や教職員のモチベーションを維持できたらと考えて
います。

今年度は，取組を集中して行う年２回（６，１１月）
の「歯と口の週間」の計画が担当以外の教職員から
発案され，スクールカレンダーに記載されました。
毎日の歯みがきや，各種の取組に対する理解が得ら
れたものと思われます。

昨年度，卒業式の PTA会長の祝辞の中で，毎日
の歯みがきから，継続する努力で粘り強さが培われ
るというお話がありました。「継続は力なり」と言
われますが，肩に力を入れず自然に継続でき，それ
が力になっていくことが何よりで，実際，そのこと
を子どもたちが証明してくれています。ご理解ご協
力をいただいた学校歯科医の本村先生，保護者の皆
様，いっしょに指導に当たった本校教職員，そして
何よりも「歯・口」の取組が大好きな子どもたちに
感謝してまとめとさせていただきます。

「５つの視点」
・常に新しい視点で考えること
・本校独自・オリジナルの取組を立案すること
・多方面（五感，食育など）から切り込んでいく
こと
・子どもでも簡単に取り組めること
・子ども自身の目で見て確かめられること

北海道

台場小

●３ まとめ

歯の保健指導の時間（２年生）
染め出し後，みがき残しを自分でチェックしている。
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メインテーマ 歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して

サブテーマ こころとからだの健康・・・「生きる力」を基盤として

主 催 文部科学省・（社）日本学校歯科医会・（財）日本学校保健会

（社）神奈川県歯科医師会・神奈川県・神奈川県教育委員会

期 日 平成２０年１０月１６日（木）～１７日（金）

会 場 パシフィコ横浜（国立大ホール・アネックスホール）

第７２回全国学校歯科保健研究大会予告

自由集会のメインテーマは です。
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シンポジウム
座長 ……………………………………………………………………………………………………………………明海大学 学長 安井 利一

シンポジスト
１．中央行政の立場から考える……………………………文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 教科調査官 森 良一
２．地方行政の立場から考える…………………………………………………………………………………神奈川県 知事 松沢 成文
３．フィールド活動の立場から考える……NPO法人子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク理事長（医）山田内科胃腸科クリニック副医院長 医師 山田不二子
４．学校歯科医の立場から考える…………………………………………………………………日本学校歯科医会 副会長 柘植 紳平

スポーツ歯科講演
座 長 ……………………………日本学校歯科医会 常務理事（横浜ベイスターズオフィシャルチームデンティスト） 五十嵐一誠
講演者１ …………………………………………………………………………明海大学 学長日本スポーツ歯科医学会学会長 安井 利一
講演者２ ………………………………………………………………………フジテレビ野球解説者元横浜大洋ホエールズ選手 高木 豊

実践発表
実践発表１ …………………………………………………………………………………神奈川県横浜市立神大寺小学校 校長 村上美代子

養護教諭 大久保順子
実践発表２ ………………………………………………横浜市立本郷特別支援学校 学校歯科医神奈川県歯科医師会 理事 大矢 亨

領域別研究協議会
■幼稚園・保育所（園）部会
座 長 …………………………………………………………………………………………鶴見大学歯学部小児歯科学 教授 朝田 芳信
基調講演 ……………………………………神奈川県歯科医師会地域医療委員会 副委員長（学校法人野毛山幼稚園 園医） 今村 嘉宣
研究発表１ ………………………………………………………………………神奈川県 学校法人京急学園 京急幼稚園 園長 佐藤 喜代
研究発表２ …………………………………………………………………………東京都葛飾区 私立 みどりかげ幼稚園 園医 高見 哲
■小学校部会
座 長 ……………………………………………………………………………………日本大学松戸歯学部小児歯科学 教授 前田 隆秀
基調講演 …………………………………………………………………………神奈川歯科大学 健康科学講座口腔保健学 教授 荒川 浩久
研究発表１ …………………………………………………………………………神奈川県川崎市立西丸子小学校 学校歯科医 佐藤 哲郎

養護教諭 宮澤 陽子
研究発表２ …………………………………………………………………………………北海道旭川市立台場小学校 養護教諭 松本 恵子
■中学校部会
座 長 ………………………………………………………………………九州大学大学院歯学研究院口腔予防歯科学 教授 山下 喜久
基調講演 …………………………………………………………広島大学歯学部大学院医歯薬学総合研究科小児歯科学 教授 香西 克之
研究発表１ ………………………………………………………………………………神奈川県横浜市立新田中学校 養護教諭 蛭田 美咲
研究発表２ …………………………………………………………………………………岡山県備前市立伊里中学校 養護教諭 萩原 明子
■高等学校部会
座 長 ………………………………………………………………………………………………東京医科歯科大学 名誉教授 黒田 敬之
基調講演 ………………………………………………………東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科健康推進歯学 教授 川口 陽子
研究発表１ ……………………………………………………………………神奈川県 私立 鶴見大学附属高等学校 養護教諭 高橋 幸子
研究発表２ ………………………………………………………………………………大阪府立かわち野高等学校 学校歯科医 久保 憲昭
■特別支援学校部会
座 長 …………………………………………………………………………………………昭和大学歯学部口腔衛生学 教授 向井 美惠
基調講演 ………………………………………………………………………岡山大学医学部・歯学部附属病院小児歯科 講師 岡崎 好秀
研究発表１ ……………………………………………………………………………………神奈川県立平塚ろう学校 養護教諭 支倉 早奈
研究発表２ …………前東京学芸大学附属養護学校 学校歯科医東京医科歯科大学 口腔機能発育学講座 小児歯科学 講師 小野 芳明
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学校歯科保健
活動に役立つ
資料のご紹介

中央教育審議会答申

子どもの心身の健康を守り，安全・安心を確保するために
学校全体としての取組を進めるための方策について

について

学校健康・安全部会専門委員

（社）日本学校歯科医会 専務理事 丸山進一郎

昨年，平成１９年５月に文部科学省から召集を頂き，中央教育審議会（「中教審」）ス

ポーツ青少年分科会では平成２０年１月まで１０回の会議を行い，答申をまとめるに至っ

た。この答申等をもとに，去る６月１１日に学校保健法が昭和３３年施行発足以来の改定と

なった。

そもそも，中教審は１０年ごとの割合で召集開催される審議会であり，前回は平成９年

度であった。中教審の中におけるスポーツ青少年分科会とは，前回までは，保健体育審

議会（「保体審」）と呼ばれていたものが名称を変更したものである。

その当時の伊吹文明文部科学大臣からの諮問は「子どもの心身の健康を守り，安全・

安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」であった。

今回の部会での検討の中心は，１）安全，２）学校保健，３）食育ということであった。

歯科からの専門委員は私だけであったので，その視点については強く要望し，発言さ

せていただいた。そこでの成果は，二つあった。一つは，当初には「学校医等」という

括りの表現であったものが，「学校医，学校歯科医，学校薬剤師」とそれぞれ明記され

ることとなった。この点については，学校薬剤師会の委員の側面からの発言にも助けら
そ しゃく

れた。二つ目は，食育の部分で「咀嚼」という文言が入ったことである。

今回の答申の一番の要点は，養護教諭の重要性を法的にも裏づけをする必要性を強く

訴えていることである。今後の学校保健の展開に期待が持てるものである。
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はじめに

中央教育審議会は，平成１９年３月２９日に文部科学大臣
から「子どもの心身の健康を守り，安全・安心を確保す
るために学校全体としての取組を進めるための方策につ
いて」諮問を受けた。
我が国の学校保健，食育・学校給食，学校安全に関し

ては，旧文部省に置かれた保健体育審議会において，平
成９年に「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための
今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方に
ついて」答申を行うとともに，本審議会においても，栄
養教諭制度の創設を答申した平成１６年の「食に関する指
導体制の整備について」など，各課題について議論を行
い，これらに基づき各種の施策が推進されてきたとこ
ろである。
しかしながら，現在，社会状況等の変化に伴い学校保

健，食育・学校給食，学校安全に様々な課題が生じてい
る。学校保健については，ストレスによる心身の不調な
どメンタルヘルスに関する課題や，アレルギー疾患を抱
える子どもへの対応に当たって，学校において子どもの
状況を日々把握し，的確な対応を図ることが求められて
いる。また，食育・学校給食については，子どもの食生
活において朝食欠食，偏食，孤食といった課題が生じて
おり，学校において食育を推進することが求められてい

る。さらに，学校安全については，学校の内外において
子どもが犠牲となる，あってはならない事件・事故，交
通事故や自然災害などに対して，学校が適切な対応を行
うことが求められている。
今回の諮問理由においては，このような課題に対応す

るために，教職員のそれぞれの役割を明確にし，かつ，
相互の効果的な連携の在り方を探求した上で，学校全体
の取組体制を整備すること，地域の専門家や関係機関の
知見や能力を最大限に活用し，かつ，子どもの健やかな
発達について大きな責任を有する保護者との連携を強化
する取組や体制を整備・充実することの，二つの観点か
ら検討を行うことが示された。
これを受け，中央教育審議会では，学校保健，食育・

学校給食，学校安全について，スポーツ・青少年分科会
に学校健康・安全部会を設置し，精力的に審議を行って
きた。また，平成１９年１１月に審議経過報告をまとめると
ともに，それをパブリックコメントに付し，各方面のご
意見をいただいた。
この答申を機に，子どもの健康・安全を守る取組の重

要性について，学校，家庭，地域及び関係行政機関にお
ける関係者の理解がより一層深まり，それぞれの立場で
求められる活動につながることを期待している。

Ⅰ 子どもの健康・安全を守るため
の基本的な考え方について

（子どもの健康・安全に関する考え方）
○ 子どもが心身ともに健やかに育つことは，国や地域
を問わず，時代を越えて，全ての人々の願いであり，
子どもの心身の健康の保持増進が保障される社会を築
いていくとともに，子どもの育つ環境が安全なものと
して整えられ，また，子ども自身や保護者その他の
人々が安心感をもって日々の生活を送ることができる
ような社会を築いていくため，たゆむことなく，一人
一人が責任をもって，必要な取組を進めていかなけれ
ばならない。

○ 近年，社会状況や人々の生活状況の変化の中で，メ
ンタルヘルスに関する課題を抱える子どもや適切な食
習慣の身に付いていない子どもが増加するとともに，
子どもを標的とするあってはならない事件が発生する
など，子どもの健康と安全に関する新たな課題が生じ
ており，その解決が求められている。

○ 学校は，心身の成長発達段階にある子どもが集い，
人と人との触れ合いにより，人格の形成をしていく場
であり，子どもが生き生きと学び，運動等の活動を行

「子どもの心身の健康を守り，安全・安心を確保するために
学校全体としての取組を進めるための方策について」

（答申）
平成２０年１月１７日
中央教育審議会

（文部科学省ホームページ http : //www.mext.go.jp/ より転載）
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２．学校保健に関する学校内の体制の充実
３．学校，家庭，地域社会の連携の推進
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うためには，学校という場において，子どもの健康や
安全の確保が保障されることが不可欠の前提となる。

○ また，子どもは守られるべき対象であることにとど
まらず，学校において，その生涯にわたり，自らの心
身の健康をはぐくみ，安全を確保することのできる基
礎的な素養を育成していくことが求められる。

（健康・安全に関する教育の方向性）
○ 平成９年の保健体育審議会答申「生涯にわたる心身
の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及
びスポーツの振興の在り方について」に示されている
ように，国民一人一人の心身の健康を基礎にしなが
ら，楽しみや生きがいを持てることや，社会が明るく
活力のある状態であることなど生活の質をも含む概念
として「健康」をとらえることが一般的になりつつあ
る。

○ 世界保健機関（WHO）のオタワ憲章（１９８６年）に
おいて「人々が自らの健康をコントロールし，改善す
ることができるようにするプロセス」として表現され
たヘルスプロモーションの考え方は，２０世紀の後半以
降，世界的に広まっている。ヘルスプロモーションの
考え方においては，人々が自らの健康課題を主体的に
解決するための技能を高めるとともに，それらを実現
することを可能にするような支援環境づくりもあわせ
て重要であることが示されている。

○ 学校教育においても，このヘルスプロモーションの
考え方を取り入れ，現行の学習指導要領の総則におい
て，体育・健康に関する指導は学校教育活動全体を通
じ適切に行うものとしている。また，体育科・保健体
育科における学習についても，ヘルスプロモーション
の考え方が大幅に取り入れられている。

○ また，食は，子どもの成長発達や活動の源になるも
のであり，健康の保持増進を図る上で，適切な食に対
する理解と実践する力を育成することが重要である。
このことは，平成１７年に制定された食育基本法におい
ても，「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ，生き
る力を身に付けていくためには，何よりも『食』が重
要である」と規定されているところである。

○ さらに，安全については，子どもが安全に関する情
報を正しく判断し，安全を確保するための行動に結び
付けることができるようにすること，すなわち，自他
の危険予測・危険回避の能力を身に付けることができ
るようにする観点から，発達の段階を踏まえつつ，学
校教育活動全体で取り組むことが重要である。

○ このような，子どもに対する食育を含めた健康に関
する教育，あるいは安全教育については，本審議会に
おける学習指導要領に関する審議の結果を踏まえ，さ
らに発展充実を図ることが期待される。

（学校における健康・安全に関する推進体制の構築について）
○ 本部会においては，諮問を踏まえ，学校における安
全・安心な環境が確保され，子どもの心身の健康を守
り，はぐくむことのできる体制の構築について審議し
てきた。

○ 子どもたちが抱え，直面する様々な心身の健康課題
に適切に対処し，解決していくためには，単に個人の
課題としてとらえるだけでなく，学校，家庭，地域の
連携の下に組織的に支援することが大きな意味を持つ
ことに留意する必要がある。そのためには，学校にお
いても，子どもと教職員の健康の保持増進のために組

織的な取組が容易となるよう，校長＊のリーダーシッ
プの下，日ごろから運営上の方針や原則について検討
し，教職員の役割分担を明確にしつつ，体制を整えて
おくことが大切である。これは，ヘルスプロモーショ
ンを学校において具体的に展開するヘルスプロモー
ティングスクールとしてWHOでも示されている。

○ また，安全については，その確保は子どもたちの生
活を送る上での基盤として必須のものである。傷害を
もたらす事故，犯罪被害，自傷行為等の防止を広く包
含するセーフティプロモーションの考え方がWHOよ
り提案されている。

○ このように子どもの健康・安全を守るために，家庭
や地域と連携しつつ，学校全体で組織的な取組体制を
築いていく考え方は世界的な動向であるといえる。

○ 我が国においては，昭和３３年に制定された学校保健
法の下に，学校保健及び学校安全に係る取組が行われ
てきており，また，昭和２９年に制定された学校給食法
の下に，学校給食の普及が図られてきたところである
が，その後，半世紀の時間が経過した今日，改めて，
食育を含めて，子どもの健康を守り，安全を確保する
学校の取組の在り方を見直して，その充実を図ってい
く必要がある。

○ 我が国の未来を担う子どもの育成に当たり，教育の
基礎となる心身の健康・安全の確保と推進は，きめ細
かな配慮と組織的な取組により実現が可能であり，そ
のための具体的方策について審議した結果を，分野ご
とに以下のようにとりまとめた。

（取組に当たっての留意点について）
○ 今日，学校の場においては，様々な教育上の課題が
山積している中で，教職員が子どもと向き合う時間を
確保していくことが求められているが，以下に述べる
諸提言は，教職員に過度の負担を新たに課すことを意
図するものではない。学校として本来的に実施すべき
取組が，健康・安全の保持増進を含め子どもの教育に
第一義的な責任を持つ保護者との連携はもとより，関
係機関との連携の下に，円滑かつ効果的になされるこ
とを期するものであり，また，そのようなものとして
施策が実施されることが求められる。なお，子どもの
健康・安全の保持増進を図るために校内体制を確立す
るに当たっては，各種の組織が効率的に運営されるこ
とが求められる。

○ また，学校における健康・安全に係る取組は，その
性質上，家庭との連携，地域との連携が強く求められ
るものであり，健康・安全における連携は，学習指導
面や生徒指導面において必要となる家庭や地域との協
力関係の基礎を築く上でも重要な役割を果たすものと
して位置付けられる。なお，子どもの健康・安全をと
りまく状況は，学校種ごとに，また，地域ごとにその
状況が異なることから，それぞれの状況に応じて取り
組むことが必要である。

○ さらに，子どもの健康を保持していくためには，子
どもに基本的な生活習慣の一部である運動の習慣を身
に付けさせることが重要である。そのため，学校にお
ける健康に係る取組を進めるに当たっては，スポーツ
活動の推進や体力向上の取組との関係性を視野に入れ
て取り組む必要がある。

○ なお，学校において健康・安全の保持増進に係る取
組が確実に，かつ効果的に実施されるよう，学校の設
置者は，施設設備や管理運営体制の充実を図るととも

＊本答申では，校長には幼稚園長を含むものとする。
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子どもの健康を取り巻く状況と
その対応

１．

学校保健に関する学校内の
体制の充実

２．

○学校保健法

第２条 学校においては，幼児，児童，生徒又は学生及び
職員の健康診断，環境衛生検査，安全点検その他の保健
又は安全に関する事項について計画を立て，これを実施
しなければならない。

に，国及び地方公共団体は，学校の取組に対して，各
地域の優れた実践事例や最新の知見などの必要な情報
の提供や助言，指導その他の援助を行うことが求めら
れる。

Ⅱ 学校保健の充実を図るための
方策について

（子どもの健康を取り巻く状況）
① 我が国における学校保健は，明治初期に学校衛生と
して始まり，現在の制度は，昭和３３年に制定された学
校保健法により形作られた。昭和３３年当時は，寄生
虫・トラコーマ・結核などの伝染病やう歯などが子ど
もの重要な健康課題と認識されていたが，これらの課
題について学校保健は大きな成果を上げてきたといえ
る。
我が国の学校保健の特徴としては，健康診断や健康相
談などの保健管理活動と，体育科・保健体育科をはじ
め関連する教科などを通じ，子どもが自分自身や他者
の健康課題を理解し，自ら進んで自己管理を行うこと
が生涯にわたってできるようにすることを目指す保健
教育の両者が行われ，また，保健教育の成果を活用し
て保健管理が行われてきた点があげられる。

② 近年，都市化，少子高齢化，情報化，国際化などに
よる社会環境や生活環境の急激な変化は，子どもの心
身の健康にも大きな影響を与えており，学校生活にお
いても生活習慣の乱れ，いじめ，不登校，児童虐待な
どのメンタルへルスに関する課題，アレルギー疾患，
性の問題行動や薬物乱用，感染症など，新たな課題が
顕在化している。同時に，小児医療の進歩と小児の疾
病構造の変化に伴い，長期にわたり継続的な医療を受
けながら学校生活を送る子どもの数も増えている。ま
た，過度な運動・スポーツによる運動器＊疾患・障害
を抱える子どもも見られる状況にある。

（子どもの健康をめぐる現代的な課題への対応）
① 子どもの健康課題は，昭和３３年当時と比較して，多
様化し，より専門的な視点での取組が求められるよう
になっているが，このような現代的な健康課題の解決
を図るためには，健康に関する課題を単に個人的な課
題とするのではなく，学校，家庭，地域社会が連携し
て，社会全体で子どもの健康づくりに取り組んでいく
ことが必要である。
そのため，学校においては，地域の実情に即しつ

つ，子どもの教育に第一義的な責任を持つ家庭と，疾
病の治療・予防にあたる医療機関をはじめとする地域
の関係機関などと適切な役割分担の下に，相互に連携
を深めながら子どもの心身の健康の保持増進を目指す
学校保健を推進することが必要である。

② また，これらの学校保健に関する取組については，
学校，教育委員会，地方公共団体などの実施主体ごと
に事前に計画を立て，その進捗状況を定期的に評価す

るとともに，その結果を相互に連絡し合い，今後の対
策に生かしていくことが求められている。

○ 多様化・深刻化している子どもの現代的な健康課題
を解決するためには，学校内の組織体制が充実してい
ることが基本となることから，すべての教職員が共通
の認識（基本的な知識と理解）を持ち，校長のリー
ダーシップの下，学校保健計画に基づき，教職員の保
健部（係）などの学校内の関係組織が十分に機能し，
すべての教職員で学校保健を推進することができるよ
うに組織体制の整備を図り，保健教育と保健管理に取
り組むことが必要である。

⑴ 養護教諭
① 養護教諭は，学校保健活動の推進に当たって中核的
な役割を果たしており，現代的な健康課題の解決に向
けて重要な責務を担っている。平成１８年度の調査によ
ると，子どもの保健室の利用者は，１日当たり小学校４１
人，中学校３８人，高等学校３６人であり，養護教諭の行
う健康相談活動がますます重要となっている。また，
メンタルヘルスやアレルギー疾患などの子どもの現代
的な健康課題の多様化により，医療機関などとの連携
や特別な配慮を必要とする子どもが多くなっていると
ともに，特別支援教育において期待される役割も増し
てきている。そのため，養護教諭がその役割を十分果
たせるようにするための環境整備が必要である。

② 養護教諭の職務は，学校教育法で「児童生徒の養護
をつかさどる」と定められており，昭和４７年及び平成
９年の保健体育審議会答申において主要な役割が示さ
れている。それらを踏まえて，現在，救急処置，健康
診断，疾病予防などの保健管理，保健教育，健康相談
活動，保健室経営，保健組織活動などを行っている。
また，子どもの現代的な健康課題の対応に当たり，

学級担任等，学校医，学校歯科医，学校薬剤師，ス
クールカウンセラーなど学校内における連携，また医
療関係者や福祉関係者など地域の関係機関との連携を
推進することが必要となっている中，養護教諭はコー
ディネーターの役割を担う必要がある。
このような養護教諭に求められる役割を十分に果た

せるよう，学校教育法における養護教諭に関する規定
を踏まえつつ，養護教諭を中核として，担任教諭等及び
医療機関など学校内外の関係者と連携・協力しつつ，
学校保健も重視した学校経営がなされることを担保す
るような法制度の整備について検討する必要がある。

③ 養護教諭が子どもの現代的な健康課題に適切に対応
していくためには，常に新たな知識や技能などを習得
していく必要がある。
現在，国レベルの研修会としては，全国養護教諭研

＊「運動器」とは，骨・関節，筋肉，靭帯，腱，神経など身体を支えたり動かしたりする器官の名称（「運動器の１０年」日本委員会）
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○平成１８年度養護教諭現職研修について（６１県・政令市等
調査）

養護教諭の新規採用研修は，概ね２６日～２８日が多
く，１０年経験者研修は１５日前後が多い。

（全国学校保健・養護教諭担当指導主事会調べ）

実施期間 新規採用研修 １０年経験者研修
～９日 １ ４

１０日～１９日 １ ５４
２０日～２９日 ４１ １
３０日～３９日 １２ １
４０日～ ６ １

計 ６１県市 ６１県市

○平成９年の保健体育審議会答申において，養護教諭の役
割の拡大に伴う資質を担保するため，養護教諭の資質
向上方策が検討され，養成課程及び現職研修を含めた
一貫した資質の向上方策を検討していく必要があると
の提言が行われた。この答申を踏まえて，教育職員免
許法の改正（平成１０年）が行われ，養護教諭の役割の
拡大に伴う資質を担保するために，科目「養護概説」，
「健康相談活動の理論及び方法」が新設された。

○１日平均子どもの保健室
利用者数

○子ども１人平均の対応時間

（小・中・大規模校＊を合わせた平均）

＊＜学校規模＞
小学校・中学校：小規模校１５０～２９９人

中規模校３００～４９９人 大規模校５００以上
高等学校：小規模校４０１～６００人

中規模校６０１～８００人 大規模校８０１以上

（保健室利用状況調査（財）日本学校保健会 平成１８年）

究大会や各地域で実施する研修などにおいて，指導者
を養成する研修などを実施している。各都道府県にお
いては，地方交付税措置により養護教諭新規採用研修
会や養護教諭１０年経験者研修会が行われているが，子
どもの心身の健康課題の多様化や養護教諭の役割の拡
大に対応した，より体系的な研修を進めるに当たり，
研修日数が少なく不十分な状況にあるといえる。その
ため，国が研修内容のプログラム開発を行い，実践的
な研修内容のモデルを示すなど，地方公共団体におけ
る研修体制の充実を推進する方策について検討をする
必要がある。また，教育公務員特例法上の初任者研修
を養護教諭も対象とすることについては，学校内にお
いて直ちに指導にあたる人材を確保することが困難で
あるなど課題があるが，④で記述している退職養護教
諭や一部の地方公共団体で導入されている指導的な養
護教諭による指導などの活用状況を踏まえつつ，新た
に採用された養護教諭に対する研修の充実について，
引き続き検討していくことが求められる。

④ 養護教諭については一人配置が多いことから，初任
者に対する研修を含め学校内外における研修に困難が
生じたり，保健室来室者の増加や特別な配慮を必要と
する子どもも多く，対応に苦慮している状況が見られ
る。現職養護教諭の育成や支援体制の充実を図るた
め，経験豊かな退職養護教諭などの知見を活用するこ
とについて検討を行うことが必要である。

⑤ 深刻化する子どもの現代的な健康課題の解決に向け
て，学級担任や教科担任等と連携し，養護教諭の有す
る知識や技能などの専門性を保健教育に活用すること
がより求められていることから，学級活動などにおけ
る保健指導はもとより専門性を生かし，ティーム・
ティーチングや兼職発令を受け保健の領域にかかわる
授業を行うなど保健学習への参画が増えており，養護
教諭の保健教育に果たす役割が増している。そのた
め，保健教育の充実や子どもの現代的な健康課題に対
応した看護学の履修内容の検討を行うなど，教員養成
段階における教育を充実する必要がある。

⑥ 保健室へ来室する子どもの心身の健康課題が多様化
しており，また，来室者が多い上に，一人当たりの対
応時間も増加しているため，一人の養護教諭では，よ
り良い対応を図ることが困難な状況にある。また，特
別な配慮を必要とする子どもが多い状況にあり，学
校，家庭，地域の関係機関との連携の推進が必要であ
ることから，養護教諭の複数配置の促進などを図るこ
とが必要である。なお，養護教諭の未配置校におい
て，適切に学校保健活動を実施することが可能な体制
を構築することが望まれる。

⑦ 近年，社会的な問題となっているいじめや児童虐待
などへの対応に当たっては，すべての教職員がそれぞ
れの立場から連携して組織的に対応するための校内組
織体制の充実を図るとともに，家庭や，地域の関係機
関等との連携を推進していくことが求められている。
養護教諭はその職務の特質からいじめや児童虐待など
の早期発見・早期対応を図ることが期待されており，
国においても，これらの課題を抱える子どもに対する
対応や留意点などについて，養護教諭に最新の知見を
提供するなど，学校の取組を支援することが求められ
る。

⑧ 子どもの健康づくりを効果的に推進するためには，
学校保健活動のセンター的役割を果たしている保健室
の経営の充実を図ることが求められる。そのために
は，養護教諭は保健室経営計画＊を立て，教職員に周
知を図り連携していくことが望まれる。また，養護教
諭が充実した健康相談活動や救急処置などを行うため
の保健室の施設設備の充実が求められる。

⑵ 保健主事
① 保健主事は，学校保健と学校全体の活動に関する調
整や学校保健計画の作成，学校保健に関する組織活動
の推進（学校保健委員会の運営）など学校保健に関す
る事項の管理に当たる職員であり，その果たすべき役
割はますます大きくなっている。
このことから，保健主事は充て職であるが，学校に

おける保健に関する活動の調整にあたる教員として，
すべての教職員が学校保健活動に関心を持ち，それぞ
れの役割を円滑に遂行できるように指導・助言するこ
とが期待できる教員の配置を行うことやその職務に必
要な資質の向上が求められている。

＊保健室経営計画とは，当該学校の教育目標及び学校保健の目標などを受け，その具現化を図るために，保健室の経営において達成
されるべき目標を立て，計画的・組織的に運営するために作成される計画。
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（参考）
○教諭の養成課程における健康に関連する履修科目（必修
科目）教育職員免許法

「幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害
のある幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を
含む。）」，「道徳の指導法」，「特別活動の指導法」，「生徒指

導の理論及び方法」，「教育相談（カウンセリングに関する
基礎的な知識を含む。）の理論及び方法」

○「初任者研修目標・内容例（小・中学校）」（文部科学省
初等中等教育局教職員課 平成１９年２月１６日）における
健康に関連する事項

［基礎的素養］
７教育課題の解決に向けた取組，研修目標
「学校保健，安全指導の進め方」，
・研修の目標：健康の保持増進に努める態度や意欲を育て
る方法等を学び，実際の指導に生かすことができる。

「食に関する指導の進め方」
・研修の目標：学校教育全体で行う「食に関する指導」の
意義やねらいを理解し，効果的な指導の方法を身につけ
る。

［学級経営］
２学級経営の実際と工夫
「日常の指導」
・研修内容：清掃，給食，休み時間，朝や帰りの会などの
指導，健康や安全に関わる指導，けんかや対立など人間
関係改善への指導，個別に配慮を要する児童生徒への指
導。

・研修目標：日頃から児童生徒の学級生活の状況をよく観
察し，学級生活上の課題を見定めるとともに，ねばり強
く適切な指導，助言をすることができる。

② 保健主事の職務に必要な能力や資質向上のために
は，国が学校保健のマネジメントに関し具体的な事例
の紹介や演習などによる実践的な研修プログラムを開
発し，保健主事研修会，とりわけ新任の保健主事研修
会で実施できるようにするなど研修の充実を図ること
が求められる。また，研修会においては，「保健主事
のための手引」や事例集などの教材を活用するなど，
資質向上に向けた取組の充実を図る必要がある。

⑶ 学級担任や教科担任等
① 学級担任等は，子どもと常に身近に接していること
から，メンタルヘルスやアレルギー疾患などの子ども
の現代的な健康課題に対応すべく，子どもたちと向き
合う時間の確保や，日々の健康観察，保健指導，学校
環境衛生の日常的な点検などを適切に行うことが求め
られている。保健学習については，とりわけ，学級担
任，保健体育教諭，養護教諭などが連携して実施して
いくことが求められる。また，学校保健の組織的活動
を活性化する上で，養護教諭や保健主事などととも
に，学級担任などの一般教諭が一丸となって積極的に
取り組んでいくことが必要である。
しかしながら，一般教諭の学校保健活動に対する理

解や学校保健活動に主体的に取り組む上での意識の不
足が見られ，その担うべき役割が必ずしも十分果たさ
れていないこともあるため，各大学や教育委員会の取
組により，教員養成の段階や初任者研修をはじめとす
る各種現職研修の段階において，学校保健についての
知識や指導方法について修得する機会を確保・充実す
ることが望まれる。

② 健康観察は，学級担任，養護教諭などが子どもの体
調不良や欠席・遅刻などの日常的な心身の健康状態を
把握することにより，感染症や心の健康課題などの心
身の変化について早期発見・早期対応を図るために行
われるものである。また，子どもに自他の健康に興
味・関心を持たせ，自己管理能力の育成を図ることな
どを目的として行われるものである。日常における健
康観察は，子どもの保健管理などにおいて重要である
が，現状は，小学校９６．４％，中学校９２．３％，高等学校
５４．３％で実施されており，学校種によって取組に差が
生じている。

③ 学級担任等により毎朝行われる健康観察は特に重要
であるため，全校の子どもの健康状態の把握方法につ
いて，初任者研修をはじめとする各種現職研修などに
おいて演習などの実践的な研修を行うことやモデル的
な健康観察表の作成，実践例の掲載を含めた指導資料
作成が必要である。

④ また，栄養教諭等についても，第Ⅲ章において記述
しているように学校給食などを活用して食育を推進
し，食習慣の改善など子どもの健康の保持増進を図る
取組を進めており，養護教諭等と連携しつつ，食育と
学校保健が一体的に推進される必要がある。

⑤ さらに，幼児期においては発熱など健康状態が変化
しやすいことから，日々の健康観察を重視して，幼児
の心身の健康課題の早期発見に努め，子どもや保護者
への保健指導の充実を図ることが望まれる。

⑷ 校長・教頭等
① 学校経営を円滑にかつ効果的に実施していくために
は，子どもの健康づくりが重要であることから，学校
保健を重視した学校経営を行うことが求められる。特
に，インフルエンザ，麻しんのような伝染病の校内ま
ん延防止など，健康に関する危機管理は重要な課題で
ある。

② 学校保健活動を推進し，子どもの現代的な健康課題
の解決などを図るためには，校長自らが学校保健の重
要性を再認識し，学校経営に関してリーダーシップを
発揮することにより，学校内（学校保健委員会を含
む）や地域社会における組織体制づくりを進めていく
ことが求められる。

③ しかしながら，管理職研修には，学校保健に関する
内容の研修がほとんど組み込まれていないのが現状で
ある。
学校保健について，校長・教頭等の意識の向上を図

り，学校経営に関してリーダーシップを発揮できるよ
うにするためには，各都道府県等で実施している管理
職研修に子どもの現代的な健康課題の解決に向けた内
容を設定するなど，学校保健に関する管理職研修の充
実を図る必要がある。

⑸ 学校医，学校歯科医，学校薬剤師
① 学校保健法では，「学校医，学校歯科医及び学校薬
剤師は，学校における保健管理に関する専門的事項に
関し，技術及び指導に従事する」とその職務が明記さ
れている。また，同施行規則において，学校医，学校
歯科医は健康診断における疾病の予防への従事及び保
健指導を行うことが明記されている。

② これまでの学校保健において，学校医，学校歯科
医，学校薬剤師が専門的見地から果たした役割は大き
いものであった。今後は，子どもの従来からの健康課
題への対応に加え，メンタルへルスやアレルギー疾患
などの子どもの現代的な健康課題についても，学校と
地域の専門的医療機関とのつなぎ役になるなど，引き
続き積極的な貢献が期待される。

③ 学校医，学校歯科医の主要な職務の一つとして，健
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康診断がある。健康診断においては，疾患や異常を診
断し，適切な予防措置や保健指導を行うことが求めら
れており，近年，重要性が増している子どもの生活習
慣病など，新たな健康課題についても，学校医，学校
歯科医は正しい情報に基づく適切な保健指導を行うこ
とが必要である。また，学校の設置者から求められ，
学校の教職員の健康診断を担当している学校医も見ら
れるところであり，学校保健法に基づく職員の健康診
断では，生活習慣病予防など疾患予防の観点からの健
康管理の重要性が増していることから，教職員に対す
る保健指導が効果的に行われる環境を整えていくこと
についても，検討することが望まれる。

④ 学校薬剤師は，健康的な学習環境の確保や感染症予
防のために学校環境衛生の維持管理に携わっており，
また，保健指導においても，専門的知見を生かし薬物
乱用防止や環境衛生に係る教育に貢献している。ま
た，子どもに，生涯にわたり自己の健康管理を適切に
行う能力を身に付けさせることが求められる中，医薬
品は，医師や薬剤師の指導の下，自ら服用するもので
あることから，医薬品に関する適切な知識を持つこと
は重要な課題であり，学校薬剤師がこのような点につ
いて更なる貢献をすることが期待されている。

⑤ また，学校医，学校歯科医，学校薬剤師は，学校保
健委員会などの活動に関し，専門家の立場から指導・
助言を行うなど，より一層，積極的な役割を果たすこ
とが望まれる。

⑥ 近年，子どもの抱える健康課題が多様化，専門化す
る中で，子どもが自らの健康課題を理解し，進んで管
理できるようにするためには，学校医，学校歯科医，
学校薬剤師による専門知識に基づいた効果的な保健指
導が重要である。その中でも，学校医，学校歯科医，
学校薬剤師が，急病時の対応，救急処置，生活習慣病
の予防，歯・口の健康，喫煙，飲酒や薬物乱用の防止
などについて特別活動等における保健指導を行うこと
は，学校生活のみならず，生涯にわたり子どもにとっ
て有意義なものになると考えられる。学校医，学校歯
科医，学校薬剤師が保健指導を行うに当たっては，子
どもの発達段階に配慮し，教科等の教育内容との関連
を図る必要があることから，学級担任や養護教諭のサ
ポートが不可欠であり，学校全体の共通理解の上で，
より充実を図ることが求められる。

⑹ スクールカウンセラー
① スクールカウンセラーについては，平成７年度から
調査研究を実施しており，平成１８年度には全国の公立
中学校を中心に約１万校に配置・派遣されるに至って
いる。その成果として，スクールカウンセラー派遣校
において，いじめ，不登校，暴力行為などの問題行動
の発生率の減少が見られており，また，校長や都道府
県・指定都市教育委員会を対象としたアンケートの結
果からも，配置の効果を評価する意見や，小学校への
配置，スクールカウンセラーの配置時間数の拡大など
を希望する意見などが多く見られる。

② 「心の専門家」であるスクールカウンセラーは，子
どもに対する相談，保護者や教職員に対する相談，教
職員などへの研修のほか，事件・事故や自然災害など
の緊急事態において被害を受けた子どもの心のケアな
ど，近年ではその活動は多岐にわたっており，学校の
教育相談体制において，その果たす役割はますます大
きくなっている。つまり，子どもの状態や子どもをめ
ぐる緊急事態への見立て，個別面接，教職員へのコン
サルテーション，関係機関との連携に関するつなぎ役

など，臨床心理の専門性に基づく助言・援助は学校に
おける組織的な相談体制の中で重要な役割を占めてい
る。

③ 多様化，深刻化している子どもの現代的な健康課題
を解決するためには，メンタルヘルスに関する課題に
も対応できるよう，校内組織にスクールカウンセラー
の参画を得るなど，スクールカウンセラーを効果的に
活用して，心身両面から子どもにかかわる養護教諭を
はじめとした教職員との情報の共通理解や地域の専門
機関との連携を推進していくことが求められる。

⑺ 教育委員会における体制の充実
① 教育委員会においては，現在，各都道府県で学校保
健を担当する指導主事として，養護教諭のほか一般教
諭などが充てられている状況にある。今後，学校が学
校保健活動を充実させるためには，指導主事による適
切な指導・助言が不可欠であり，養護教諭出身の指導
主事はもとより，養護教諭出身以外の指導主事などの
学校保健に係る資質向上が求められる。
また，学校保健を担当する指導主事には，各学校の

状況の適切な把握や，それを踏まえた改善のための指
導・助言などの取組はもとより，地域学校保健委員
会，学校保健委員会などの組織づくりや設置された組
織が活性化するための働きかけが求められる。
さらに，各学校への指導助言を充実する観点から，

学校保健を担当する指導主事の複数配置や退職養護教
諭の活用などが望まれる。なお，学校医等が教育委員
に就任し，その専門的知見を踏まえて，児童生徒の健
康の確保に関する教育委員会としての明確なビジョン
が打ち出されたことにより，学校保健に対する意識が
向上し，体制の充実が図られた事例も指摘されてい
る。
各教育委員会においては，これらの取組を通じて教

育委員会としての学校保健に関する体制の充実が望ま
れる。

⑻ 学校環境衛生の維持・管理及び改善等
① 学校環境衛生の維持・管理は，健康的な学習環境を
確保する観点から重要であることから，学校薬剤師に
よる検査，指導助言等により改善が図られてきたとこ
ろであり，その際の基準として「学校環境衛生の基
準」（平成４年文部省体育局長裁定）が定められてい
る。しかしながら，学校において「学校環境衛生の基
準」に基づいた定期検査は，必ずしも完全に実施され
ていない状況があり，子どもの適切な学習環境の確保
を図るためには，定期検査の実施と検査結果に基づい
た維持管理や改善が求められている。そのため，完全
に実施されていない要因やその対策について十分検討
した上で，現在ガイドラインとして示されている「学
校環境衛生の基準」の位置付けをより一層明確にする
ために法制度の整備を検討する必要がある。
また，域内の学校における日々の環境衛生を含む学

校保健管理に関する諸課題に対応するために，都道府
県の教育委員会には専門性を有する学校保健技師を置
くことができるとされているものの，約半数の都道府
県（２６府県）では配置されておらず，また，その多く
が非常勤となっている。
環境衛生などの諸課題に対しては，専門的な見地か

ら可能な限り早期の助言指導を行う必要があること，
維持管理や改善について市町村の教育委員会や関係機
関との連携を図る必要があることから，学校保健技師
の活用が望まれる。
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○学校保健法

第１５条 都道府県の教育委員会の事務局に，学校保健技師
を置くことができる。

２ 学校保健技師は，学校における保健管理に関する専門
的事項について学識経験がある者でなければならない。

３ 学校保健技師は，上司の命を受け，学校における保健
管理に関し，専門的技術指導及び技術に従事する。

○学校保健技師の現状

医師１７人（うち常勤４人）
歯科医師１人（うち常勤１人）
薬剤師８人（うち常勤８人）
保健師２人（うち常勤２人）
（注）都道府県によっては複数配置されている場合がある。

（文部科学省調査 平成１８年１１月）

○健康増進法

第２５条 学校，体育館，病院，劇場，観覧場，集会場，展
示場，百貨店，事務所，官公庁施設，飲食店その他の多
数の者が利用する施設を管理する者は，これらを利用す
る者について，受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境に
おいて，他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなけれ
ばならない。

○学校における受動喫煙防止対策の状況

（単位：校（％））

受動喫煙防止対策を講じている ５０，５５４ （９５．３）

［具体策］
１．学校敷地内の全面禁煙措置を講

じている。
２．建物内に限って全面禁煙措置を

講じている。
３．建物内に喫煙場所を設置し，分

煙措置を講じている。

２４，０８２

１２，５１１

１３，９６１

（４５．４）

（２３．６）

（２６．３）

受動喫煙防止対策を講じていない。 ２，４８５ （４．７）

合 計 ５３，０３９ （１００）

（文部科学省調査 平成１７年８月）

学校，家庭，地域社会の
連携の推進

３．

② また，平成１５年５月１日に「健康増進法」が施行さ
れるなど，学校における受動喫煙による教職員はもと
より子どもの身体への悪影響を防止する観点から，各
学校において受動喫煙防止をより一層進めることにつ
いての検討が必要である。

○ メンタルへルスに関する課題やアレルギー疾患など
の子どもの現代的な健康課題に適切に対応していくた
めには，学校が，学校内でできること，なすべきこと
を明確化し，すべての教職員間で共通理解を図るとと
もに，家庭，関係行政機関，医療機関などにもその内
容を伝え，理解を求めることによって，適切な役割分

担に基づく活動を行っていくことが求められる。

⑴ 学校保健委員会
① 学校保健委員会は，学校における健康に関する課題
を研究協議し，健康づくりを推進するための組織であ
る。学校保健委員会は，校長，養護教諭・栄養教諭・
学校栄養職員などの教職員，学校医，学校歯科医，学
校薬剤師，保護者代表，児童生徒，地域の保健関係機
関の代表などを主な委員とし，保健主事が中心となっ
て，運営することとされている。

② 学校保健委員会については，昭和３３年の学校保健法
等の施行に伴う文部省の通知において，学校保健計画
に規定すべき事項として位置付けられている。また，
昭和４７年の保健体育審議会答申においても，「学校保
健委員会の設置を促進し，その運営の強化を図ること
が必要である」と提言されているが，平成１７年度の学
校保健委員会の設置率は，小学校８１．９％，中学校
７８．６％，高等学校７６．７％にとどまっている。また，設
置されていても開催されていない学校や，年１回のみ
の開催が多く，充実した議論が行われていないなど質
的な課題がある。

③ 学校保健委員会を通じて，学校内の保健活動の中心
として機能するだけではなく，学校，家庭，地域の関
係機関などの連携による効果的な学校保健活動を展開
することが可能となることから，その活性化を図って
いくことが必要である。
このため，学校において，学校保健委員会の位置付

けを明確化し，先進的な取組を進めている地域の実践
事例を参考にするなどして，質の向上や地域間格差の
是正を図ることが必要である。
さらに，国，地方公共団体において，様々な資料を

収集したデータベースを作成し，ホームページから一
括してダウンロードできる環境整備を図るとともに，
学校においては適切な管理の下に活用することや，普
及のために啓発資料を活用した研修会を実施するなど
して，学校保健委員会の設置の推進や質の向上を図っ
ていく必要がある。

⑵ 学校と家庭との連携の強化
① 近年，保健室に来室する子どもが増えており，来室
の背景要因としては，「身体に関する問題」より「心
に関する問題」が多くなっていることや，「家庭・生
活環境に関する問題」も少なからず見られることか
ら，学校と家庭との連携がより一層必要となってい
る。
また，メンタルヘルスに関する課題で，連携が円滑

に進められなかった事例の主な理由として，小学校，
中学校，高等学校ともに「保護者が連携に消極的で
あった」ことが挙げられている。
健康課題に関する子どもの支援に当たっては，家庭

の理解と協力を得ることが不可欠なため，日ごろから
家庭に対する啓発活動を行うなど，家庭との信頼関係
の構築に絶えず努めておくことが必要である。また，
PTAは，学校と家庭との連携を図る上で重要な組織
であることから，これらと効果的な連携を図ることが
必要である。
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○子どものメンタルヘルスに関する問題で，校内及び関係
機関との連携が円滑に 進まなかった主な理由

（単位：人）

小 学 校 中 学 校 高等学校

①校外の連携先を選ぶ
のが難しかった。 ４ ２０ ３６

②校外の連携先が協力
的でなかった。 １ ８ ９

③校外の連携先と学校
の対応に違いが見ら
れた。

１３ ３１ １８

④校内関係者が連携に
消極的であった。 ８ ３３ ４５

⑤校内外の連携のため
の時間の確保が難し
かった。

１２ ３０ ２０

⑥保護者が連携に消極
的であった。 ８３ １２４ １０４

⑦校内における推進・
まとめ役が明確でな
かった。

１３ ４５ ５４

⑧その他 ３ １０ １５

（「子どものメンタルヘルスの理解とその対応」
（財）日本学校保健会平成１７年）

② また，健康診断における事後措置や日常の健康観察
などから，学校が家庭に医療機関の受診などを勧めて
も家庭の理解が得られない場合がある。適切な支援を
行うためには，受診などの勧めに応えてもらう必要が
あるため，家庭や子どもに不安を与えないように，学
校からの受診などを勧めるに当たっては，養護教諭，
学級担任等，校長等，学校医等，地域の関係機関など
が十分に連携する必要がある。

③ 子どもの中には，心臓疾患や腎臓疾患，アレルギー
疾患のように，その子どもの健康状態が適切に把握さ
れていないと生命にかかわる事態が生じかねない子ど
もが少なからず見られる。心臓疾患や腎臓疾患などに
おいては，「学校生活管理指導表」を用いて，個々の
子どもの疾患の状況に応じた学校生活上の指示が主治
医からなされている。また，アレルギー疾患について
も同様の指導表の作成に向けた検討が進められてい
る。学校は，健康診断の事後措置の結果や指導表など
により，家庭や主治医から報告された健康情報を適切
に把握し，個々の子どもに対する保健管理に生かして
いくことが求められる。
また，そのような情報をもとに，学校は適切な配慮

を行うことが求められるが，学校の実情に応じて実施
可能なものとそうでないものとがあることが考えられ
る。どのような配慮を行うかの基本的な考え方につい
て，教育委員会，学校，家庭，学校医，主治医が共通
理解を図った上で，具体的な実施内容について学校と
家庭が直接意見交換できる機会を設け，対応を決定す
ることが重要である。

⑶ 学校と地域の関係機関との連携の強化
① 子どもの現代的な健康課題に適切に対応するために
は，学校や家庭を中心に，学校の設置者である地方公
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子どもの食を取り巻く状況と
その対応

１．

共団体等や地域の関係機関を含めた地域レベルの組織
体制づくりが不可欠である。

② 学校と地域の連携については，平成９年の保健体育
審議会答申において，「地域にある幼稚園や小学校・
中学校・高等学校の学校保健委員会が連携して，地域
の子どもたちの健康課題の協議などを行うため，地域
学校保健委員会の設置の促進に努めることが必要であ
る」と提言されている。

③ このような中学校区などを単位とした学校間の連携
は引き続き推進する必要があるが，子どもの健康課題
は，その地域の特性を踏まえた取組の実施が重要であ
り，また，教育委員会はもとより母子保健や保健福祉
などを担当する機関とも組織的に連携して対応してい
く必要がある。

④ このことから，市町村レベルにおいて，教育委員会
と保健部局などの行政機関や地域の学校医・学校歯科
医・学校薬剤師の関連する団体などが連携し，子ども
の現代的な健康課題を検討し対応する場の設置が求め
られる。このため，例えば市町村教育委員会に「学校
地域保健連携推進協議会（仮称）」を設置し，域内の
学校の代表者（校長・教頭等や保健主事・養護教諭
等），小児医療などの専門家，母子保健や保健福祉な
どの行政関係者などの参画を得て，メンタルヘルスに
関する課題，アレルギー疾患の増加，性の問題行動や
薬物乱用，感染症や過度のスポーツや運動による運動
器疾患などの子どもの現代的な健康課題に関して，地
域の実情を踏まえた課題解決に向けた計画を策定し，
それに基づき具体的な取組を進めるなど，地域ぐるみ
で計画的に取り組むことが必要である。
この計画においては，都道府県との連携を図りつつ

計画を実行するに当たっての専門的サポートを誰が，
どのように行うのかなど，子どもの健康課題に関し
て，学校や関係機関の果たすべき役割を明確にし，と
るべき行動について具体的な年次目標を立て，それに
向けた方策を策定することが望まれる。

⑤ また，都道府県教育委員会が，地元医師会などの協
力を得て，学校に専門医を派遣し，子どもや保護者・
教職員に対する啓発や個別の健康相談を行う取組が進
められており，今後とも充実を図る必要がある。

Ⅲ 学校における食育の推進を
図るための方策について

（子どもの食を取り巻く状況）
① 食は人間が生きていく上での基本的な営みの一つで
あり，健康な生活を送るためには健全な食生活は欠か
せないものである。しかしながら，近年，食生活を取
り巻く社会環境の変化に伴い，偏った栄養摂取，朝食
欠食などの子どもの食生活の乱れや肥満傾向の増加，
過度の痩身などが見られるところであり，また，増大し
つつある生活習慣病と食生活の関係も指摘されている。

② 朝食については，「食べないことがある」とする
小・中学生の割合は，小学校５年生で１４．６％，中学校
２年生で１９．５％に達し，「ほとんど食べない」とする

割合は，小学校５年生で３．５％，中学校２年生で５．２％
となっている（平成１７年度「児童生徒の食生活等実態
調査」）。肥満傾向児（性別・年齢別に身長別標準体重
を求め，その平均体重の１２０％以上の体重の者）につ
いては，小学校５年生男子で１１．６％に達している状況
である（平成１９年度学校保健統計調査速報）。

③ 食習慣は，子どものころの習慣が成長してからの習
慣に与える影響が大きく，大人になって改めることは
困難を伴うものであり，子どもが将来にわたって健康
に生活していくことができるようにするためには，子
どもに対する食に関する指導を充実し，食に関する正
しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせることが重
要な課題となっている。

④ また，食品の安全性や信頼性を揺るがす事案が生
じ，国民の関心が高まる中で，食品の品質や安全性に
ついて正しい知識・情報に基づいて自ら判断できる能
力（食に関する自己管理能力）を身に付けさせること
が求められている。

⑤ 昭和２９年に，学校給食法が制定され，学校給食の法
的根拠が明確になるとともに，「義務教育諸学校にお
ける教育の目的を実現するため」（同法第２条）とあ
るとおり，学校給食が教育の一環であることが法的に
位置付けられた。その後，学習指導要領においても学
校給食が特別活動に位置付けられ，今日に至っている。

⑥ さらに，食に関する指導は，給食の時間以外にも，
家庭科，技術・家庭科や体育科，保健体育科をはじめ
とした各教科や特別活動，総合的な学習の時間など，
学校の教育活動全体を通じて広く行われてきており，
学校においては，従来より，いわゆる「食育」に関す
る取組が推進されてきたといえる。
現在では，食育を，食を通して健やかな心身と豊か

な人間性をはぐくむことを目的とした，知育，徳育及
び体育の基礎となるべきものとしてとらえ，学校にお
ける食育の一層の推進が求められている。

（子どもの食をめぐる現代的な課題への対応）
① 近年，子どもの食生活の乱れが深刻化する中で，学
校における食に関する指導を充実し，子どもが望まし
い食習慣を身に付けることができるよう，平成１６年に
栄養教諭制度が創設され，平成１７年４月から栄養教諭
の配置が開始されているが，食に関する指導体制を整
備し，学校における食育をさらに推進するためには，
その配置拡大が不可欠である。

② また，学校における食育の推進のためには，校長の
リーダーシップの下に，学級担任はもとより，家庭
科，技術・家庭科や保健体育をはじめとする関係する
教科の担任や，児童生徒の健康の保持増進にあたる養
護教諭など関係教職員が連携・協力しながら，栄養教
諭が中心となって組織的に取り組む体制を充実し，学
校教育活動全体において，各教科等の指導内容・方法
を生かしつつ教科横断的な指導として食に関する指導
を充実するとともに，地場産物の活用の推進や米飯給
食の一層の普及・定着など学校給食の充実を図ること
が重要である。さらに，食に関する指導の効果を高め
るためには，学校内の取組にとどまらず，学校，家
庭，地域の連携・協力体制をつくることが求められて
いる。

③ 平成１７年６月には，食育を生きる上での基本であっ
て，知育，徳育及び体育の基礎となるべきものと位置
付け，国民の食を取り巻く様々な課題等に対して，国
が取組を行うに際しての理念，関係者の責務，施策の
基本的な方向を明らかにした「食育基本法」が制定さ
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○学校給食法

（この法律の目的）
第１条 この法律は，学校給食が児童及び生徒の心身の健
全な発達に資し，かつ，国民の食生活の改善に寄与する
ものであることにかんがみ，学校給食の実施に関し必要
な事項を定め，もって学校給食の普及充実を図ることを
目的とする。

（学校給食の目標）
第２条 学校給食については，義務教育諸学校における教
育の目的を実現するために，次の各号に掲げる目標の達
成に努めなければならない。
一 日常生活における食事について，正しい理解と望ま
しい習慣を養うこと。

二 学校生活を豊かにし，明るい社交性を養うこと。
三 食生活の合理化，栄養の改善及び健康の増進を図る
こと。

四 食糧の生産，配分及び消費について，正しい理解に
導くこと。

れている。同法に基づき，平成１８年３月に政府の「食
育推進基本計画」が策定され，内閣府をはじめ，文部
科学省，厚生労働省，農林水産省等の関係各府省庁が
実施する食育に関する施策について連携を図り，政府
として一体的に取り組む体制が整えられるとともに，
地域や社会を挙げて子どもに対する食育を積極的に推
進することが求められている。

⑴ 「生きた教材」としての学校給食の充実
① 学校給食は，成長期にある子どもの心身の健全な発
達のため，栄養バランスのとれた豊かな食事を提供す
ることにより，健康の増進，体位の向上を図ることは
もちろんのこと，食に関する効果的な指導に資するも
のである。
特に給食の時間では，準備から後片付けを通して，

計画的・継続的に指導を行うことにより，子どもに望
ましい食習慣や食に関する実践力，豊かな人間関係を
構築する力を身に付けさせることが可能であるととも
に，地場産物を活用したり，地域の郷土食や行事食を
提供することを通じ，地域の文化や伝統に対する理解
と関心を深め，食に関する感謝の念をはぐくむことが
できるなど「心の教育」を含め高い教育効果が期待さ
れている。
また，学校における食育を推進する上で，給食の時

間のほか，各教科や道徳，特別活動，総合的な学習の
時間等における食に関連する学習内容相互の緊密な連
携を図り，横断的・総合的な指導を行うとともに，そ
の指導に際し，学校給食を教材として積極的に活用す
ることが求められている。例えば，家庭科，技術・家
庭科において栄養バランスを学ぶ場合，当日の学校給
食の献立を教材として学習し，授業後の給食の時間
に，実際に見て食べることを通して学習内容の復習や
確認を行うことにより理解を深める取組や，理科で栽
培した植物や社会科で学習した地場産物など，教科等
で使用する教材を食材として意図的に学校給食の献立
に活用することで，学習内容をより身近にとらえさせ
る取組などが考えられる。

② このように，学校給食は，子どもの成長発達や活動
の源泉となるものであると同時に，極めて有効な教材
として多面的な活用を図ることができるものであり，
また，子どもが毎日の学校生活の中で特に楽しみとし
ているものの一つであって，生活の営みの一部である
ことから，自ずと子どもの興味・関心を引き出し得る
特性を有している。このような特性にかんがみ，従
前，各学校において，いわゆる「生きた教材」として
活用が図られてきたところであるが，今後とも，食育
を推進する上で，学校の教育活動全体を通じて，学校
給食の有する教育的機能を最大限に発揮させることが
できるような取組が求められる。

③ 給食の時間における指導は，教育課程上の特別活動
として極めて重要な学校教育活動であることから，ゆ
とりを持って食事や指導ができるよう，地域や学校の
実態に応じ，十分な給食の時間の確保に努める必要が
ある。
また，学習活動の場である教室を食事の場としても

ふさわしいものに整える工夫や，食堂やランチルーム
を有効に活用して異学年や複数学級による会食を実施
する取組など，子どもたちが明るく和やかな雰囲気の
中で学校給食を楽しみ，豊かな人間関係を醸成するこ
とができるような食事環境の整備が求められる。

④ 学校給食の法的根拠である学校給食法は，昭和２９年
に制定され，当初より学校給食が持つ教育的意義が盛

り込まれているが，今日，食育の推進が重視されてい
る中で，食への感謝の念や学校給食を通した地域文化
の理解，郷土への愛着など，学校給食が持つ食育推進
上の教育的意義をさらに明確にすることを検討するこ
とが求められる。

⑤ また，文部科学省では，学校給食法の趣旨に則り，
学校給食を適正に実施するため，学校給食の実施の対
象や実施回数，児童生徒１人当たりの平均栄養所要量
等について定めた「学校給食実施基準」（昭和２９年文
部省告示）を告示している。
国の責任として，全国において一定水準以上の学校

給食が実施されるよう基準を示すという観点から，
「学校給食実施基準」をより明確に法体系に位置付け
ることを検討することが求められる。

⑥ なお，現在，小学校については全国の約９９％が完全
給食を実施しているが，中学校については実施率が約
７０％となっている。今後，中学校における学校給食の
実施を含め，学校給食の更なる普及・充実を図り，学
校給食が持つ食に関する指導の「生きた教材」として
の意義を家庭だけでなく，広く国民に発信することが
重要である。

⑵ 学校給食における地場産物の活用や郷土
食・行事食の活用

① 地場産物を学校給食に活用することにより，子ども
が，より身近に実感を持って地域の自然や環境，食文
化，産業等について理解を深めることができたり，生
産者や生産過程等を理解し，食べ物への感謝の気持ち
を抱くことなどができるため，その活用が積極的に進
められている。

② 政府の食育推進基本計画において，学校給食におけ
る地場産物の活用を促進するため，当該都道府県産の
地場産物を使用する割合を平成２２年度までに３０％以上
とすることを目指すこととしており，文部科学省で
は，各地域の地場産物の調達・納入方法や，地場産物
を活用した食に関する指導の実践を集めた事例集を作
成・配布（平成１８年２月）し，地場産物の活用を促進
している。

③ 食育推進基本計画に記載のとおり，学校給食におけ
る地場産物の活用は，子どもが食材を通じて地域の自
然や文化，産業等に関する理解を深め，関係者の努力
や食への感謝の念をはぐくむとともに，郷土への愛着
を深めるという教育的意義を有するものであり，その
意義を踏まえ，学校給食を活用して食に関する指導を
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行う際には，地場産物を積極的に活用し，地域の食文
化への理解を図ることに配慮するよう法的に位置付け
ることを検討することが求められる。

④ 地場産物の種類・量が少ない都府県での活用の促進
方策も含め，各地域での地場産物の活用を推進するた
め，地域の生産者や関係機関と連携し，計画的，安定
的に供給できる体制の確立や地場産物を使用した加工
食品の開発のための支援を国が行うことが望まれる。

⑤ また，伝統的な日本文化である稲作，米食について
理解するとともに和食の食べ方を身につけることは，
食文化を継承する上で非常に重要であることから，今
後とも，米飯給食の普及啓発を図ることが求められる。

⑥ さらに，学校給食を通して，伝統的な日本文化であ
る稲作・米食や郷土食，行事食について理解を深める
ことは，教育的意義を持つものであり，全国各地の郷
土料理や伝統料理を取り入れた学校給食の献立を広く
周知するための取組が望まれる。

⑴ 学校の教育活動全体を通じた取組
① 学校における食育は，給食の時間を中心に，特別活
動，各教科等の学校教育活動全体において，各教科等
の指導内容・方法を生かしつつ，教科横断的な指導と
して関連付け，体系的に行うことが重要である。

② このため，各学校において，食に関する指導の全体
計画を作成し，校長のリーダーシップの下に関係教職
員が連携・協力しながら，継続的，体系的な食育を
行っていくとともに，関係教職員の食育に対する意識
の向上を図ることが必要である。

③ 文部科学省では，各学校における食に関する指導内
容を充実させるため，教職員用の指導参考資料「食に
関する指導の手引」を作成し，各学校の取組を支援し
ている。その中で，食に関する指導に係る全体計画に
掲げることが望まれる内容や全体計画の作成，全体計
画を踏まえた指導を進めるに際しての留意点等を示す
とともに，学校における食育の推進に中核的な役割を
担う栄養教諭の果たす役割を提示している。
今後，学校における食に関する指導の全体計画の策

定率を向上させ，継続的，体系的な食に関する指導を
充実させるためには，学校給食を「生きた教材」とし
て活用した食に関する指導の全体計画の作成に関し，
法制度の整備を検討することが望まれる。

⑵ 栄養教諭等
① 食に関する子どもの健康問題の深刻化に伴い，学校
給食の栄養管理や衛生管理などの職務を行う学校栄養
職員による担任教諭等の行う教科指導や給食指導への
専門的立場からの協力が行われてきた。しかしなが
ら，学校栄養職員が食に関する指導を行うために必要
な専門性は制度的に担保されていなかったため，児童
生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる職員として，
平成１６年度に栄養教諭制度が創設された。栄養教諭
は，学校における食育の推進の要として重要な役割を
担っており，各都道府県において配置が進んでいる。
栄養教諭は，学校給食の管理のほか，
ⅰ）他の教職員と連携・調整し，食に関する指導の
全体計画の策定など学校全体での取組に企画立案

段階から中心的に携わるとともに，啓発活動や保
護者への助言等，家庭や地域との連携を図るな
ど，学校の内外を通じ，食に関する指導のコー
ディネーターとしての役割を果たすこと

ⅱ）給食の時間をはじめとする特別活動，関連する
各教科などにおいて，学級担任や教科担任と連携
しながら，食に関する指導を行うこと

ⅲ）学級担任，養護教諭，学校医などと連携しつ
つ，肥満傾向，過度の痩身，偏食傾向の子どもや
食物アレルギーを持つ子どもへの個別的な指導を
行うこと

など学校における食育推進の中核的な役割を担って
いる。

② 栄養教諭の職務は，学校教育法で「児童生徒の栄養
の指導及び管理をつかさどる」と定められている。学
校における食育の推進において，他の教職員や地域社
会と連携しつつ，その要としての役割を果たせるよ
う，栄養教諭の役割・職務の明確化を図るための法制
度の整備を検討するとともに，各種研修会をはじめ
様々な機会を通じ，その周知を図る必要がある。

③ 学校における食育を推進する上で，栄養教諭の果た
す役割は極めて重要であるが，その配置は義務的なも
のではなく学校の設置者の判断にゆだねられており，
未だ配置がなされていなかったり，配置数が十分とは
いえない都道府県が見られる。

④ 各都道府県における栄養教諭の配置を促進するため
には，国は栄養教諭制度の意義や具体的な成果を積極
的に発信し，自治体や国民の栄養教諭制度に対する更
なる理解の促進を図ることが求められる。

⑤ また，食に関する指導を充実するためには，多くの
子どもが栄養教諭による指導を受けられるようにする
ことが重要であり，栄養教諭の定数改善を図ることが
必要である。なお，将来的には，栄養教諭制度創設の
趣旨に照らし，免許法認定講習の適切な実施を通じ，
希望するすべての学校栄養職員が円滑に栄養教諭免許
状を取得し，計画的に栄養教諭に移行することが望ま
れる。

⑥ 栄養教諭が学校における食育の中核的な役割を担っ
ていくためには，常に食に関する新しい情報を収集
し，子どもに適切に指導を行うことができる指導力を
身に付けることが重要である。
現在，栄養教諭に対する国レベルでの研修について

は，全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会や各地域で
実施する研修等における指導者の養成研修などを実施
している。また，各都道府県においては，地方交付税
措置により栄養教諭・学校栄養職員新規採用研修や経
験者研修等が行われているが，教諭と比較して研修日
数が少なく，不十分な状況といえる。このため，国が
研修プログラムのモデルを示し，研修内容と研修体制
の充実を図る必要がある。また，教育公務員特例法上
の初任者研修を栄養教諭も対象とすることについて
は，学校内において直ちに指導にあたる人材を確保す
ることが困難であるなど課題があるが，外部人材など
の活用状況を勘案し，適宜，新たに採用された栄養教
諭に対する研修の充実について検討することが求めら
れる。
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⑦ 学校栄養職員については，各学校の求めに応じて
ティーム・ティーチングや特別非常勤講師制度を活用
し，子どもの食に関する指導に取り組んできている。
学校栄養職員の職務には栄養教諭のように食に関する
指導は位置付けられておらず，学校における食育の推
進に果たす役割は異なるが，学校栄養職員は，栄養教
諭への移行が想定される職員であり，今後とも食に関
する専門性の向上を図り，学校の求めに応じて，食に
関する指導に専門性を発揮することが望まれる。

⑶ 学級担任や教科担任等
① 食に関する指導が栄養教諭の職務として位置付けら
れているが，このことは，栄養教諭自身が，食育に関
して，その学校における子どもに対する指導のすべて
を自ら行うことを想定しているものではなく，校長の
リーダーシップの下に，学級担任や教科担任等すべて
の教職員が連携・協力し，担当する教科等において積
極的に食に関する指導を行うなど，学校全体で食育を
推進することが求められている。そのためには，教職
員の意識啓発のための校内研修や，食に関する指導の
全体計画に係る一連の取組等を行うとともに，学校内
の食育を組織的に推進する役割を担う「食育推進委員
会」などの校内委員会を組織し，校務分掌に明確に位
置付けるなど，校内組織を充実させる必要がある。
その際，栄養教諭は，学校における食育の推進のた

めの中核的な役割を担っていることから，食育責任者
として校内委員会の取組を積極的に推進する役割が求
められる。

② 一方，栄養教諭が配置されていない学校や学校給食
を実施していない学校においても，校長を中心とした
食育に関する取組が行われている学校も見られるが，
全体としては，食に関する指導の全体計画を作成し，
継続的，体系的な指導を行うことに関し課題があると
いえる。
栄養教諭が配置されていない学校や共同調理場の受

配校においては，教諭等が食育責任者となり，校内委
員会の運営を行う必要があり，このような場合，本務
校や共同調理場の栄養教諭や学校栄養職員と連携しつ
つ，自校の食育の推進に努めることが重要である。

③ 食育の推進は，学校教育活動全体を通じて取り組む
べき事項であるとともに，現在の栄養教諭の配置状況
にかんがみると，学校における効果的な食育の推進に
は，栄養教諭以外の教職員の食に関する指導への関心
を高め，その指導力を向上させることが大変重要であ
り，各大学や教育委員会の取組により，教員養成の段
階や初任者研修をはじめとする各種現職研修の段階に
おいて食育についての知識や指導方法について修得す
る機会を確保・充実することが望まれる。

④ 学校給食調理員にも学校における食育の取組に協力
することが期待されていることから，学校給食調理員
の研修においても，調理方法や衛生管理に関する内容
に加え，食育の推進に関する内容を充実するととも
に，学校における食育の推進には，すべての教職員の
理解と連携・協力が必要であることにかんがみ，職種
横断的な研修の取組など新たな研修なども有効である。

そ しゃく

⑤ また，肥満傾向や偏食，食物アレルギー，咀嚼不足
など，食に関する健康課題を有し，個別的な対応や相
談指導が必要な子どもに対しては，学級担任等や養護
教諭，栄養教諭，関係教職員，学校医，学校歯科医，
学校薬剤師等が共通理解に立ち，連携して取り組むこ
とが大切であり，学校内においては関係教職員からな
る指導体制を整備することが望まれる。

⑥ 高等学校においては，生徒が健全な食生活を主体的
に実践し得る発達段階にあることを考慮し，学校の教
育活動全体を通じて食育に取り組むことによりその充
実を図ることが望まれる。その際，家庭科，保健体育
科等関係する教科，ホームルーム活動や生徒会活動等
の特別活動，総合的な学習の時間を中心とし，地域の
有識者等も活用しながら，それぞれの特質に応じた食
に関する指導を適切に行うことが重要である。

⑷ 校長・教頭等
① 学校における食育の推進に当たり，校長は，栄養教
諭を中心とする食に関する指導の全体計画の作成を指
揮し，校内体制を整備して学校教育活動全体で積極的
な取組が行われるよう全校的な視点から関係教職員を
指導することなどが求められる。

② 食に関する指導や衛生管理を含む学校給食の管理に
おいて，責任者である校長のリーダーシップが学校全
体の意識向上と取組の活性化に与える影響が極めて大
きいことにかんがみ，校長が適切なリーダーシップを
発揮できるようにするため，各都道府県等における管
理職研修をはじめ食育や食に関する指導の重要性につ
いて周知を図る取組を推進することが必要である。
なお，管理職である副校長，教頭についても同様な

取組が求められる。

⑸ 学校給食における衛生管理の徹底
① 学校給食において，安全・安心な食事の提供は大前
提であり，学校給食調理場の衛生管理責任者である栄
養教諭等の指導の下，食品，調理作業，施設設備や調
理員の衛生管理の徹底を図り，食中毒等の発生を防止
することが不可欠である。

② 食中毒を防止し，安全な学校給食を提供するため，
文部科学省では「学校給食衛生管理の基準」（平成９
年文部省体育局長裁定）を作成し，局長通知により各
学校に学校給食の衛生管理の徹底を要請している。

③ しかしながら，これらの基準を遵守した学校給食を
実施することは市町村や各学校の判断にゆだねられて
おり，関係者の食中毒に対する意識や衛生管理が不十
分なため，食中毒が発生している事例も見られること
から，より安全で安心な学校給食の実施のためには，
学校給食における衛生管理を今後さらに強化していく
ことが必要である。

④ このため，国の責任として，一定水準以上の衛生管
理がすべての学校で行われるよう基準を示すという観
点から，「学校給食衛生管理の基準」を法体系に位置
付けることを検討することが必要である。

⑤ 食中毒が発生した場合の迅速な状況確認，対応のた
めの分析や留意事項等の全国への情報提供の体制を構
築することが求められる。

○ 学校において食育をより効果的に推進するために
は，栄養教諭が中核となり家庭や地域との連携を図り
つつ食に関する指導を行うことが重要である。

○ 家庭や地域と連携した取組を進めるためには，食育
の目標や具体的な指導内容・方法，学校で指導を行う
時期等について，あらかじめ保護者や地域の関係者等
に説明し，理解を得ることが有効であり，その意味で
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も食に関する指導の全体計画の策定は重要である。

⑴ 学校と家庭との連携の強化
① 食に関する問題は，本来，家庭が中心となって担う
ものである。子どもたちに健全な食生活を実践する力
を身に付け，習慣化させるためには，教育活動として
様々な配慮の下に実施されている学校給食を活用した
学校における取組のみならず，家庭において，楽しく
食卓を囲み，家族のコミュニケーションを大切にしな
がら，基本的な食事のマナーや望ましい食習慣の確立
に向けた適切な取組がなされる必要がある。
しかしながら，社会環境の変化や食生活をめぐる状

況の変化により，保護者が子どもの食生活を十分に把
握し，管理していくことが困難になってきているた
め，子どもの望ましい食習慣の形成については，家庭
を中心としつつ，学校や地域社会においても積極的に
取り組んでいくことが重要である。

② このため，給食だよりなどにおいて学校の取組を紹
介したり，給食の試食会や親子料理教室などを開催し
たりして，食育について学校から家庭への啓発が行わ
れているが，食に関する指導の効果を上げるために
は，やはり家庭の理解と協力や家庭における子どもへ
の食に関する指導が不可欠であり，今後とも家庭への
情報提供や啓発活動を促進する必要がある。

③ また，食に関する対応については，家庭からの情報
収集を積極的に行ったり，食の大部分を担う家庭に対
し，栄養や食事に関する助言を行ったりするなど密接
に連携を図るとともに，医学的な対応を要する場合に
は，主治医や専門医との連携を図りつつ対応すること
が必要である。

④ さらに，現在，「早寝早起き朝ごはん」国民運動な
ど子どもの基本的な生活習慣を育成し，生活リズムを
向上させるための取組が実施されているが，学校・家
庭・地域社会が連携した子どもに対する食育を推進す
るためには，このような活動と連携することも効果的
である。

⑵ 学校と地域社会との連携の強化
① 学校における食育を推進するためには，食に関する
指導の全体計画に基づき，地域の生産者や食に関する
知識・経験を有する地域の人材を積極的に活用した
り，食生活の改善のために活動しているNPO等の協
力を得るなど，地域社会との連携・協力を進めていく
ことが効果的である。
その際，学校に設置されている「食育推進委員会」

や，共同調理場に設置されている運営委員会等，既存
の組織を活用することも考えられる。

② 総合的な学習の時間などにおいて，農作業等の体験
活動を実施するに当たり，地域の生産者や生産者団体
の担当者に指導を受けながら栽培し，収穫した農作物
などを学校給食に活用したり，地域の方を交流給食会
等に招待したりするなど地域と連携した取組が行われ
ている。今後とも，地域社会と連携しつつ，子どもた
ちが食料の生産から消費等に至るまでの食に関する体
験活動に参加し，自然の恩恵の上に貴重な食料生産が
成り立っていること，食という行為は動植物の命を受
け継ぐことであること，食生活は生産者をはじめ多く
の人々の苦労や努力に支えられていることを実感する
機会が確保されることが望まれる。
また，地域の有識者等を特別非常勤講師やゲスト

ティーチャーとして活用し，食に関する指導への協力
を得ることも有効である。

③ 学校における食育を推進するため，市町村教育委員
会等が中心となり，保育所，幼稚園，小中学校，栄養
教諭（学校栄養職員），地域の関係機関，農林漁業
者，保護者等をメンバーとする「地域食育推進委員会
（仮称）」などを設置し，一貫した指導に取り組むこ
とが望まれる。

④ なお，各地域において，子どもに対する食育を推進
するためには，市町村教育委員会のみならず，保健部
局や農政部局等の関係行政部局が緊密な連携を図り取
組を推進する必要がある。

Ⅳ 学校安全の充実を図るための
方策について

⑴ 子どもの安全をめぐる現状及び対応について
（子どもの安全を取り巻く状況）
① 子どもの身のまわりで毎年多数の事故が発生してい
る。例えば，小学校では休憩時間中を中心に，中学
校・高等学校では課外活動などにおいて，捻挫，打
撲，骨折などの負傷などが年間約１２０万件＊発生して
いる。（＊独立行政法人日本スポーツ振興センターに
よる災害共済給付の対象となった災害の件数）

② あわせて，近年，学校に不審者が侵入して子どもや
教職員の安全を脅かす事件や，通学路で子どもに危害
が加えられる事件が発生し，大きな社会問題となって
いる。

③ また，交通事故は，成人も含め平成１８年には約８９万
件発生し，負傷者が約１１０万人，死者が約６，４００人に
上っている。子どもの交通事故による死亡者数は近年
減少傾向にあるが，なお約２４０人に上り，また，負傷
事故も多数発生するなど子どもの安全に対する大きな
脅威となっている。

④ さらに，平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災
は，児童生徒など３００人以上を含む６，０００人を超える死
者を数えるとともに，多数の市民が被災した。その後
も，平成１６年１０月の新潟県中越地震，平成１７年３月の
福岡県西方沖地震，同年８月の宮城県沖地震，平成１９
年３月の能登半島地震，同年７月の新潟県中越沖地震
が発生するとともに，平成１６年７月の新潟・福島豪雨
災害，同年１０月の台風２３号，平成１９年７月の台風４号
などの風水害も発生している。

⑤ このような子どもの安全を脅かす事件・事故に対応
して，学校では防犯を含む生活安全，交通安全，災害
安全（防災）のそれぞれの分野について，学校内の施
設設備の安全点検や，交通安全を中心とした通学路に
おける取組など安全管理のための取組を進めるととも
に，避難訓練などを含め子ども自身に安全を守るため
の能力を身に付けさせる取組が行われてきた。また，
近年発生している学校への不審者侵入事件などに対す
る取組が進められてきた。
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（子どもの安全をめぐる課題への対応）
① 子どもの安全を守るための取組を進めていくために
は，
ⅰ）安全な環境を整備し，事件・事故の発生を未然
に防ぐための事前の危機管理

ⅱ）事件・事故の発生時に適切かつ迅速に対処し，
被害を最小限に抑えるための発生時の危機管理

ⅲ）危機が一旦収まった後，心のケアや授業再開な
ど通常の生活の再開を図るとともに，再発の防止
を図る事後の危機管理

の三段階の危機管理に対応して，安全管理と安全教
育の両面から取組を行うことが求められている。

② そのため，学校における子どもの安全を守る体制の
整備を推進するとともに，情報化，車社会化をはじ
め，地域によって差異があるが，過疎化，都市化，学
校に対する意識の変化や地域コミュニティのつながり
の希薄化などの地域や社会状況に適切に対応しつつ，
学校・家庭・地域の連携の下で子どもの安全に関する
取組を進めていくことが必要である。

③ また，安全を守るための取組が適切に行われるよう
にするためには，内容や手段，学校内の取組体制が適
切であったか，地域との連携が適切に進められていた
かなど定期的に取組状況をふりかえり，点検し，次の
対策につなげていくことが必要である。

④ さらに，事件・事故を防ぐとともに，発生時の被害
を最小限にするためには，その原因となるいじめ，薬
物乱用などの課題の解決や事故発生時の応急手当など
が必要であることから，生徒指導や第Ⅱ章に述べた養
護教諭等を中心とした学校保健のための取組との連携
が求められている。

⑤ なお，近年，情報化の急速な進展により，子どもが
携帯電話やパソコンを利用する機会が増加していると
ともに，違法・有害情報サイトを通じた犯罪等に巻き
込まれたり，携帯電話等を使ったいじめが発生するな
どの問題が起きている。子どもたちをインターネット
上の有害情報から守り，また，子どもの情報モラルを
育成するためには，学校，保護者のみならず，企業や
地域社会が一体となって取り組むことが重要であり，
これらの取組とも連携を図ることが求められている。

⑵ 子どもの安全を守るための学校，家庭，地
域の役割について

○ 上記のような子どもの安全を守るための取組を進め
るためには，学校，家庭，地域が連携しつつ対策を進
めることが必要である。一般的には，学校内における
子どもの安全は，学校が中心となって，家庭と地域の
協力を得つつ確保し，通学路など学校外における子ど
もの安全については，学校，家庭，地域が，それぞれ
の状況を勘案し，適切な役割分担の下で協力しつつ，
確保することが求められている。

○ さらに，学校，家庭，地域が子どもの安全に関する
取組を進めるに当たっては，学校の施設設備や人的体
制の充実，地域の治安体制の強化などが必要となる。
そのため，地方公共団体や国が子どもの安全確保の重
要性を認識し，積極的な支援を行うことが求められて
いる。

（子どもの安全を守るための学校の役割について）
① 学校に求められる役割として第一に挙げられるの
は，各教科，道徳，特別活動，総合的な学習の時間な
ど学校の教育活動全体において行われる総合的な安全

教育によって，子ども自身に安全を守るための能力を
身に付けさせることである。
具体的には，
ⅰ）日常生活における事件・事故，自然災害などの
現状，原因及び防止方法について理解を深め，現在
や将来に直面する安全の課題に対して，的確な思
考・判断に基づく適切な意思決定や行動選択ができ
るようにすること，
ⅱ）日常生活の中に潜む様々な危険を予測し，自他
の安全に配慮して安全な行動をとるとともに，自ら
危険な環境を改善できるようにすること，
ⅲ）自他の生命を尊重し，安全で安心な社会づくり
の重要性を認識して，学校，家庭及び地域社会の安
全活動に進んで参加し，貢献できるようにすること
などについて，発達段階に合わせて，子どもの能力

をはぐくむことが求められている。
② 次に，学校においては，施設設備の安全点検などに
より，安全な環境づくりを行うとともに，開かれた学
校という理念を前提としつつ，教育活動中における事
故や災害，学校への不審者侵入による事件などから子
どもを守ることも求められている。

③ さらに，学校においては，小学校・中学校を中心に
登下校において子どもの安全が確保されるよう，地域
の実情を考慮して通学路の設定を行っており，設定し
た通学路について定期的に点検を行うなど，通学路を
含めた学校外の子どもの安全について一定の対応をと
ることが求められている。

（子どもの安全を守るための家庭の役割について）
① 家庭は，自宅や自宅周辺などにおける一般的な安全
を確保することが求められている。また，防犯や交通
安全を目的とした学校内や登下校時の巡回などの学校
内外の子どもを守る活動へ協力することが期待されて
いる。あわせて，家庭は，現在子どもが直面している
危険に対する指導や自他の生命の尊重の態度の育成を
中心に，安全教育についても大きな役割を果たすこと
が求められる。

（子どもの安全を守るための地域の役割について）
① 地域は，地域における安全な環境を整備するととも
に，ボランティア等として学校内外における巡回など
の取組を行うことが期待されている。あわせて，「子
ども１１０番の家」など事件発生時の緊急対応に協力す
ることも期待されている。また，地域や関係機関が実
施する社会体育・社会教育活動においても，子どもの
安全管理について適切に対応する必要がある。

② なお，学校や家庭，また，地域のボランティア等が
子どもの安全を守る取組を推進したとしても，子ども
の安全を脅かす課題は，あらゆる場面において生じう
ることから，学校内や通学路などにおける子どもの安
全を守ることに加えて，地域全体の治安を向上させ，
犯罪や事故が起こりにくい社会を構築していくことが
求められる。
現在，多くの都道府県等において，生活安全条例を

制定し，警察や学校による子どもの安全のための取組
はもとより，住民の自主的な活動の推進や地域社会の
一員としての事業者の努力を求め，犯罪の防止に配慮
した道路，公園や住宅の普及など，警察，消防，道路
交通，公園，街づくりなどすべての行政分野において
連携を図りつつ安全・安心なまちづくりを進めている
例が見られ，このような取組を進めていく必要がある。
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学校安全に関する学校内の
体制の充実

２．

○学校保健法

第２条 学校においては，幼児，児童，生徒又は学生及び
職員の健康診断，環境衛生検査，安全点検その他の保健
又は安全に関する事項について計画を立て，これを実施
しなければならない。

○学校保健安全計画の概要

・安全管理，安全教育いずれかの内容だけである小学校
（１５．２％）

・安全管理と安全教育の両方の内容が含まれる小学校
（８４．３％）

（文部科学省調査 平成１６年度）

○学校保健法

第３条の２ 学校においては，施設及び設備の点検を適切
に行い，必要に応じて修繕する等危険を防止するための
措置を講じ，安全な環境の維持を図らなければならない。

○学校保健法施行規則

第２２条の５ 法第２条の安全点検は，他の法令に基づくも
ののほか，毎学期一回以上，児童，生徒，学生又は幼児
が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統
的に行わなければならない。

２ 学校においては，必要があるときは，臨時に，安全点
検を行うものとする。

第２２条の６ 学校においては，前条の安全点検に行つたと
きは，その結果に基づき，必要に応じて危険箇所の明
示，施設及び設備の修繕等危険を防止するための措置を
講じなければならない。

第２２条の７ 学校においては，前二条に定める措置をとる
ほか，常に，設備等の整理整頓に努めるとともに，危険物
の除去等安全な環境の維持に配慮しなければならない。

○ 学校が，学校内で，また，学校外においても子ども
の安全を守るための一定の取組を進めていくために
は，校長等管理職のリーダーシップの下，総合的な計
画を策定しつつ，学校内における体制を整備すること
が求められている。

⑴ 学校安全の計画的な実施について
① 子どもの身のまわりの事件・事故や自然災害はあら
ゆる場面において発生しうることから，学校事務職
員，学校現業職員を含むすべての教職員が学校安全の
重要性を認識し，様々な取組を総合的に進めることが
求められている。そのため，学校安全に関して総合的
な計画（学校安全計画）を作成し，教職員の共通認識
の下で計画に基づく取組を進めていくことが重要であ
る。

② 現在，学校保健法では，学校保健安全計画を立て，
これを実施することが規定されているが，計画に盛り
込むべき安全に関する内容としては安全点検のみが例
示されている。
学校が取り組むべき安全課題に適切に対応するため

には，日常生活における事件・事故，交通事故や自然
災害に対する対応について，学校保健安全計画に定め
ることを法的に明確にすることを検討する必要があ
る。
また，安全教育と安全管理の両者を盛り込んだ計画

を策定している例が多いが，安全管理のみの計画にと
どまる学校も見られ，避難訓練を含め安全教育に関す
る計画も盛り込んだ計画を策定することが必要であ
る。

⑵ 安全点検など環境の整備について
（環境整備に関する法的制度について）
① 学校における安全な環境を整備することは危険を予
防する上で極めて重要である。そのため，学校保健法
では，日常的に安全な環境の維持に努め，毎学期１回
以上，子どもが通常使用する施設設備の異常の有無に
ついて，系統的に安全点検を行うとともに，必要があ
るときは臨時に安全点検を行い，安全点検の結果に基
づき危険箇所の明示，施設設備の修繕などの事後措置
を行うこととされている。

② 各学校の抱える様々な課題に対して適切に安全対策
が行われるよう，学校保健安全計画において日常生活

における事件・事故や自然災害に対応した安全点検が
なされ，また，通学路の安全点検を行うことについて
的確に位置付けられるよう検討する必要がある。
なお，労働安全衛生法においては，労働者の安全を

確保する観点から，事業場の規模に応じた体制を整備
し安全衛生管理を行うことが規定されており，学校に
おいても教職員の安全を守るという観点から，同法に
基づく学校の安全確保のための取組を着実に実施する
必要がある。

（学校施設等の安全性の確保について）
① 学校施設は，子どもが一日の大半を過ごす活動の場
であるとともに，非常災害時には地域住民の緊急避難
場所としての役割も果たすことから，その安全性の確
保は極めて重要である。

② 学校施設についても前述のように学校保健法に基づ
き，安全点検を行うこととされいるが，学校施設の安
全性を確保するためには，平常時の安全性のみなら
ず，地震や台風などの自然災害に対する構造上その他
の安全性を確認することが重要である。そのため，日
常的又は毎学期１回以上定期に行う安全点検に加え，
数年ごとなどの中長期的に行う各学校の設置者におけ
る安全点検の実施について明確化することを検討する
必要がある。

③ また，学校の設置者においては，喫緊の課題である
学校施設の耐震化を推進するとともに，安全上問題の
ある老朽施設の解消を図る必要がある。
さらに，学校への不審者侵入による事件や教育活動中
における事故を未然に防ぐために，防犯カメラや防犯
センサーなどの防犯監視システムについては，例えば
公立学校においては地方財政措置がなされており，そ
の活用などにより施設設備面からの対策を行う必要が
ある。あわせて，非常時の対応のために，自動体外式
除細動器（AED）など安全確保のための物的整備を
行うことも重要である。これらについては，人的体制
の整備等の取組とあわせて有効な活用が図られること
が必要である。

⑶ 学校における人的体制の充実について
① 学校保健安全計画の原案の作成や日常的な安全管理
活動の実施など事前の危機管理を円滑に進めるため
に，学校安全に関する学校内の体制として，多くの学
校において保健安全委員会（部），学校安全委員会



100

○学校安全に関する組織の状況

○何らかの形で学校安全に関する組織を設置している小
学校 （９７．６％）

・学校安全部，安全委員会等独立した安全関係の組織を
設置 （２２．２％）

・保健安全部，保健安全委員会等保健と併せて安全関係
の組織を設置 （２２．６％）

・生徒（生活）指導部，特別活動部，保健部，保健委員
会等の中に係や担当として位置付け （５２．８％）

（文部科学省調査 平成１５年度）

○警備員の配置状況

・警備員（夜間警備やボランティアによる巡回等は除く）
を配置している小学校 （１１．８％）

（文部科学省調査 平成１７年度）

○防犯マニュアルの策定割合

・防犯マニュアルを活用している小学校 （９９．９％）
・学校独自の防犯マニュアルを作成している小学校

（９５．０％）

（文部科学省調査 平成１７年度）

○防災・防犯に関する校内研修の実施率

・（小学校）防災に関する校内研修の実施率７１．５％
（平成１６年度）

防犯に関する校内研修の実施率９５．８％
（平成１７年度）

（文部科学省調査）

○初任者研修目標・内容例（小・中学校）（文部科学省初
等中等教育局教職員課）

５．学校の組織運営
・安全管理・事故の防止
（学校事故防止と安全対策等のマニュアルの理解や非
常時の組織的行動と役割等を理解し，行動できる。）

７．教育課程の解決に向けた取組
・学校保健，安全指導の進め方
（各教科・領域と安全に関する内容との関連を十分に
図り，指導できる。交通安全指導の考え方や指導法
の要点を学び，実際の指導に生かすことができる）

○教員養成段階から安全教育を重視している大学の例

・日本体育大学や大阪教育大学等においては，教職課程に
おいて安全教育に関する科目を必修としている。

・日本女子大学においては，文部科学省から「資質の高い
教員養成推進プログラム」の支援を受け，平成１８年度よ
り学校安全主任養成のための大学院教育プログラムを開
発している。

（部）など安全に関する組織が校務分掌上位置付けら
れている。

② しかしながら，安全に関する様々な取組が複数の部
（係）において，分散して行われている例（けがの防
止については保健部，防災（訓練を含む）については
管理部，交通安全については指導部等）が見られる。
このような場合，具体的な取組はそれぞれの担当が行
うが，各種計画の策定，学校内の学校安全活動の企
画・調整について，関係教職員の連携の核となる教職
員（例えば，学校安全主事・主任等）を校務分掌の中
で明らかにし，学校安全を推進する学校も見られ，各
学校において，このような体制の整備を図ることも有
効である。

③ また，学校を不審者から守るためには，実際の人の
力によって子どもの安全を確保していくことが求めら
れている。
そのため，学校や学校の設置者の判断により，警備

員を配置し，学校内の子どもの安全を守る取組を進め
る学校が見られる。また，ボランティアなどが学校内
を巡回したり，常駐するような取組も見られる。学校
と地域が連携して子どもの安全を確保する観点から，
学校や学校の設置者において，地域の実情に応じて，
このような外部の人材を活用した人的体制を充実する
取組を今後とも進めていく必要がある。さらに，地方
公共団体や国においても，学校における安全に関する
人的体制の充実が図られるよう適切な支援を行うこと
が必要である。

⑷ 緊急時の体制の整備について
① 子どもの安全を確保するための取組の中でも，学校
への不審者の侵入事件や地震など突発的，外因的に発
生し，その後の被害の拡大が予想される事件・事故の
発生時の安全管理については，校長などの管理職の
下，学校全体で対応に当たる特別な体制をあらかじめ
構築しておくことが求められる。

② そのため，多くの学校においては，学校に不審者が
侵入した場合を念頭に，内容の精粗はあるが，緊急時
の対処方法，情報の連絡・共有，応急手当，報道機関や
関係者への適切な情報提供，被害にあった子どもの心
のケアなど必要な方策の具体的な内容とその実施体制
を「危機管理マニュアル」として定め，教職員への周
知を図っている。また，文部科学省において各学校の
マニュアル作成に当たっての参考となるよう「学校へ
の不審者侵入時の危機管理マニュアル」をまとめている。

③ 危険発生時の学校の対応を円滑に進めるため，あら
かじめすべての学校において，学校や地域の状況に合
わせて学校の教職員がとるべき措置の具体的内容，手
順等を記載した危機対処要領が策定されるよう，その
作成の必要性を法的に明確にすることも含め危機対処
要領の策定を促進することを検討する必要がある。
なお，危機対処要領については，学校を取り巻く状

況の変化に伴い定期的な見直しを図るとともに，危険
発生時においては，学校の設置者の支援が重要である
ことから，方策の策定に当たっては，学校と教育委員
会など学校の設置者との連携・協力が重要である。

⑸ 学校安全に関する教職員の資質の向上と研
修の充実

① 子どもの安全確保の重要性について，教職員の意識
を向上させるとともに，知識・技能を身に付けさせる
ために，都道府県等において教職員向けの研修が行わ
れるとともに，避難訓練や防犯訓練を含め防災や防犯
分野を中心に多くの学校において安全に関する校内研
修などが行われている。さらに，初任者研修について
文部科学省から示されているモデルカリキュラムの中
でも，学校安全に関する下記のような研修が示されて
いる。あわせて，学校安全に関する科目を教員免許の
取得に当たって必修とする大学も見られ，また，教員
の学校安全に係る能力の向上のための具体的な教育プ
ログラムについて研究を行うなど教員養成段階から安
全教育を充実している大学も見られる。
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学校，家庭，地域社会の連携の
推進

３．

○ボランティアによる学校内外の安全の確保

・地域のボランティアによる学校内外の巡回・警備が行わ
れた小学校 （８６．７％）

（文部科学省調査 平成１７年度）

○家庭，地域との協議の場の設置状況

・家庭，関係機関・団体との情報交換会議の開催をしてい
る小学校 （９３．８％）

（文部科学省調査 平成１７年度）

② このような中，すべての教職員の安全に関する知
識・技能を向上させるためには，各学校において，安
全な環境の整備，様々なケースに対応した防犯・避難
訓練，心肺蘇生，心のケアなど事前，発生時，事後の
三段階の危機管理に対応した校内研修を行うことが必
要である。そのため，国においては，全国で教職員が
一定の知識を持つことができるよう，最新の安全知識
や優れた取組事例などについて教職員用教材を作成す
ることが求められる。

③ また，各学校や教育委員会の取組により初任者研修
をはじめとする各種現職研修の段階において，安全に
ついての知識や指導方法について修得する機会の確
保・充実を図る必要がある。さらに，各大学の取組に
より，教員養成段階においても安全に関する教育を充
実することが求められる。特に，地方公共団体等にお
いて，前述した学校の安全対応に関して中核となる教
職員に対して，学校安全に関するマネジメント研修な
どを行うことが求められている。

④ あわせて，文部科学省や独立行政法人教員研修セン
ターなどにおいて，安全に関する各種の教職員参考資
料を作成しており，各学校や教育委員会において，適
切に活用を図ることが望まれる。
特に，学校の管理下で発生した事件・事故に対して

医療費などを支給する災害共済給付事業については，
独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付金の請
求手続のオンライン化を進めており，災害共済給付の
実施に当たって，様々な事故の具体的な発生状況，事
故が発生する場所や時間などに関するデータの集計・
分析や分析を踏まえた事故防止のための留意点などの
事故防止情報を提供している。また，学校においても
オンラインシステムを活用して様々な事件・事故情報
の収集を行うことが可能となっている。学校安全の確
保に当たっては，具体的な事例に学ぶ研修を行うこと
が有効であり，各学校においては，オンラインシステ
ムの導入を積極的に進めるとともに，同センターの分
析資料などを活用した研修を進めることが求められる。

○ 学校外はもとより，学校内も含めて子どもの安全を
確保するためには，学校，家庭及び自治会，商店街組
織，大学生など多様な層からなる地域のボランティア
が協力して子どもを守るための活動を行うとともに，
防犯を含む生活安全，交通安全，災害安全などに関し
て専門的知識を有し，主体的な活動を行っている関係
機関や団体と連携して，安全のためのより効果的な取
組を進めていく必要がある。

⑴ 家庭，ボランティア，関係機関等地域との
連携の強化

① 通学路の安全を含め子どもの安全を確保するため
に，従来から交通安全指導員による地域での交通指導
や「子ども１１０番の家」など各種の活動が行われてい
るが，近年，学校内外における子どもの安全を脅かす
事件が発生したことを受け，２４，０００のボランティア団
体が登下校中の子どもを見守る活動を行っている。
（平成１８年１２月現在：警察庁調べ）

② 学校，家庭，地域のボランティア，関係機関等が連
携を進め，子どもの安全を確保していくためには，学
校での安全教育の内容について情報を積極的に公開す
るとともに，ボランティアや関係機関等の要望に対し
て迅速に対応するほか，交流会などの開催，登校時の
あいさつなど日ごろから学校と家庭や地域がお互いの
顔がわかる関係づくりを進めることが求められる。

③ そのため，PTA，地域のボランティア，自治会，
警察などの関係機関と学校が同じテーブルにつき，意
見交換や調整を行う連絡会議（「地域学校安全委員
会」（仮称）等）を開催することが極めて重要であ
る。その際，前述した学校安全の中核となる教職員や
校長などの管理職が，地域との連絡の窓口として周知
され，意見交換・調整を円滑に図ることが求められ
る。なお，地域で設置されている既存の会議（青少年
の健全育成のための協議会等）に，幅広い担当部局の
参加を得て実施することも有効である。

④ また，このような「地域学校安全委員会」について
は，地方公共団体による参加や幅広い支援が求められ
る。例えば，学校が通学路の安全点検などを行った結
果，通学路の植込みの伐採や街灯の増設など学校では
対応できない措置が必要となる場合がある。このよう
な場合，学校や地域のボランティア等から，例えば市
民生活，地域企業，防災・安全全般を担当する行政部
局に対して，状況を説明し，対応を求める場としての
委員会の活用が考えられる。また，このような行政部
局の参加によって，その関係団体等に情報が伝達さ
れ，「地域学校安全委員会」への参加や具体的な学校
安全活動につながるなどの効果が見込まれる。

⑤ なお，保護者が仕事などのために，子どもの安全を
守るための活動に参加しにくい状況にあるという指摘
がある。企業などにおいては，子どもの安全を守るこ
とを社会的責任の一つとして位置付け，保護者や一般
の従業員が子どもの安全を守る活動に参加しやすい職
場環境を整えることが期待される。

⑥ さらに，近年大きな課題となっている防犯に関する
取組においては，登下校時間に関する情報や緊急時に
おける不審者情報など様々な情報を共有することが重
要であり，学校だよりや緊急電話連絡網，電子メールな
どを活用した情報ネットワークなどによって，安全に
関する情報を伝達する取組を進めることが必要である。

⑦ 近年個人情報の保護の観点から，子どもの安全を守
るための情報について極めて厳格な管理が行われ，結
果的に子どもの安全を守ることに支障が生じているの
ではないかという指摘がある。
例えば，電子メールによる連絡を行うに当たって，

必要以上に電子メールアドレスが他者に了知されない
ような取扱いをすることは必要であるが，家庭や参加
者の同意を得て緊急連絡に関する電話連絡網を作成す
ることが，子どもの安全の確保につながることの理解
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を家庭などに求めていくことが必要である。
⑧ 学校における安全活動や学校外における見守り活動
を行う地域のボランティアについては，各個人ができ
ることを行うという観点から，専門的な知見を有しな
い方も多数参加している。
そのため，ボランティア自身の安全を確保するとい

う観点から自らの安全を守る手法も含めた一定の専門
的な指導を行うことが求められる。その際，現在，文
部科学省が実施しているスクールガード・リーダーな
どの専門的な知見を持つ者を活用してボランティアの
指導を行う体制を構築・充実することが求められる。
また，市町村においては，ボランティアの活動に当

たって，万一の場合に備えた保険を自治体の負担で加
入させるといった対応も見られるが，少なくともボラ
ンティアが活動する際には保険に加入するよう勧め，
その状況を確認するなどの適切な対応を行うことが必
要である。

⑵ 専門的な知見を有する関係機関等との連携
の強化

① 学校安全を推進していく上で，教職員は一定の安全

知識を研修などで修得していることを求められるが，
学校安全の取組を充実させるためには，安全に関する
専門的な知見を持った者の支援を受けることが重要で
ある。
具体的には，危機管理マニュアルに基づく訓練を実

施するに当たって，警察やスクールガード・リーダー
の参加を得て，活動の点検・評価を依頼し，マニュア
ルの改善につなげることや，学校における施設設備の
安全点検において防犯や防災の専門家の知見を活用す
ることが求められる。

② さらに，学校における防犯教室や交通安全教室を含
め，安全教育においても，警察，交通安全団体，消防
署等の協力を得ることが重要である。
安全教育においては，事件や災害の実態や発生のメ

カニズムについて，子どもに理解させることが重要で
ある。特に，防災分野については自然災害のシミュ
レーションなどを活用して子どもの視覚に訴える教
育・指導を行うことも可能であり，教職員が科学技術
の成果など専門的な機関の持つ知見を活用して，教育
を行うことができるよう支援する仕組みづくりを進め
ることが必要である。

中央教育審議会スポーツ・青少年分科会学校健康・安全部会委員名簿

◎：部会長○：副部会長
【正委員５名】
安彦 忠彦 早稲田大学教育学部教授
岩崎 洋子 栗東市教育委員会教育長
梅田 昭博 社団法人日本 PTA全国協議会会長

◎衞藤 隆 東京大学大学院教育学研究科教授，東京大学教育学部附属中等教育学校校長
○角田 元良 聖徳大学人文学部教授

【臨時委員６名】
明石 要一 千葉大学教育学部長

※雨宮 忠 独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長
（平成１９年１０月２５日付辞任）

市川 森一 社団法人日本放送作家協会理事長
勝野 眞吾 兵庫教育大学理事・副学長
香山 リカ 精神科医，帝塚山学院大学教授
服部 幸應 社団法人全国栄養士養成施設協会副会長
マリ・クリスティーヌ アジアの女性と子どもネットワーク代表

【専門委員１９名】
石井 一夫 全国学校保健主事会副会長，千葉県立千葉大宮高等学校長
内田 健夫 日本医師会常任理事
岡本 淳子 立正大学心理学部教授
加藤 征男 福島県西郷村教育委員会教育長
下元 智世 高知県梼原町立梼原中学校栄養教諭
都築 桂子 千葉市立都賀小学校教頭
十一 元三 京都大学医学部保健学科教授
仲田 吟子 松山市立北条南中学校学校栄養職員，全国学校栄養士協議会理事
中野 靖子 高知県土佐市立新居小学校養護教諭
西岡 伸紀 兵庫教育大学大学院教授
野津 有司 筑波大学人間総合科学研究科准教授
馬場 錬成 東京理科大学専門職大学院教授
松野 智子 十文字学園女子大学人間生活学部人間発達心理学科講師

元全国養護教諭連絡協議会副会長
松本 和昭 長崎市立橘小学校長
丸山進一郎 日本学校歯科医会専務理事
守谷まさ子 京都府学校薬剤師会会長
山口智佳子 奈良教育大学附属幼稚園養護教諭
米山 和道 文京区立誠之小学校長
渡部 誠一 土浦協同病院小児科部長，茨城県小児科医会会長

五十音順・敬称略
※の委員は異動があったことを示す
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参考データ集 目次 （＊誌面の都合上、参考データは一部分のみ掲載）

学校保健

・養護教諭・保健主事の配置状況
・学校医、学校歯科医、学校薬剤師・スクールカウンセラーの配置状況
（中略）
・メンタルヘルスに関する問題で養護教諭が支援した子どもがいた割合
・養護教諭が支援したメンタルヘルスに関する主な問題とその割合（担任や保護者等から相談依頼
を受けて支援したものを除く）

（中略）

学校給食

・児童生徒の朝食の現状
・児童生徒の肥満・痩身状況
・栄養教諭の配置状況
（後略）
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社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿（平成２０年７月１日現在）

団 体 名 会長名 〒 所 在 地 TEL・FAX

北海道歯科医師会 富野 晃 ０６０‐００３１ 札幌市中央区北１条東９－１１ ０１１‐２３１‐０９４５ ０１１‐２７１‐７５１４
札幌歯科医師会学校歯科医会 藤田 一雄 ０６４‐０８０７ 札幌市中央区南７条西１０丁目 ０１１‐５１１‐１５４３ ０１１‐５１１‐１５３０
青森県学校歯科医会 川島 慶三 ０３０‐０８０３ 青森市安方２－９－２０ 室津ビル３０４Ｂ ０１７‐７７５‐３６６６ ０１７‐７７５‐３６６８
岩手県歯科医師会 箱崎 守男 ０２０‐００４５ 盛岡市盛岡駅西通２－５－２５ ０１９‐６２１‐８０２０ ０１９‐６５４‐５４７４
秋田県歯科医師会 石田 宏 ０１０‐０９４１ 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ ０１８‐８６５‐８０２０ ０１８‐８６２‐９１２２
宮城県歯科医師会 細谷 仁憲 ９８０‐０８０３ 仙台市青葉区国分町１－５－１ ０２２‐２２２‐５９６０ ０２２‐２２５‐４８４３
山形県歯科医師会 佐藤 博嗣 ９９０‐００３１ 山形市十日町２－４－３５ ０２３‐６３２‐８０２０ ０２３‐６３１‐７４７７
福島県歯科医師会 金子 振 ９６０‐８１０５ 福島市仲間町６－６ ０２４‐５２３‐３２６６ ０２４‐５２４‐１３２３
茨城県歯科医師会 志賀 正三 ３１０‐０９１１ 水戸市見和２－２９２ ０２９‐２５２‐２５６１ ０２９‐２５３‐１０７５
栃木県歯科医師会 新井 武 ３２０‐００４７ 宇都宮市一の沢２－２－５ ０２８‐６４８‐０４７１ ０２８‐６４８‐８１４９
群馬県学校歯科医会 川越 文雄 ３７１‐０８４７ 前橋市大友町１－５－１７ ０２７‐２５２‐０３９１ ０２７‐２５３‐６４０７
千葉県歯科医師会 岸田 隆 ２６１‐０００２ 千葉市美浜区新港３２－１７ ０４３‐２４１‐６４７１ ０４３‐２４８‐２９７７
埼玉県歯科医師会 井坂 義昭 ３３０‐００７５ さいたま市浦和区針ケ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ５F ０４８‐８２９‐２３２３ ０４８‐８２９‐２３７６
東京都学校歯科医会 櫻井 善忠 １０２‐００７３ 千代田区九段北４－１－２０ 新歯科医師会館２Ｆ ０３‐３２６１‐１６７５ ０３‐３２２２‐６５２８
神奈川県歯科医師会 高橋 紀樹 ２３１‐００１３ 横浜市中区住吉町６－６８ ０４５‐６８１‐２１７２ ０４５‐６８１‐２４２６
川崎市歯科医師会 久保木 弘 ２１０‐０００６ 川崎市川崎区砂子２－１０－１０ ０４４‐２３３‐４４９４ ０４４‐２２２‐３９２４
山梨県歯科医師会 三塚 憲二 ４００‐００１５ 甲府市大手１－４－１ ０５５‐２５２‐６４８１ ０５５‐２５３‐０８５４
長野県歯科医師会 一志 忠廣 ３８０‐８５８３ 長野市岡田町９６ ０２６‐２２７‐５７１１ ０２６‐２２４‐１１８８
新潟県歯科医師会 岡田 広明 ９５０‐０９８２ 新潟市中央区堀之内南３－８－１３ ０２５‐２８３‐３０３０ ０２５‐２８３‐６６９２
静岡県歯科医師会 飯嶋 理 ４２２‐８００６ 静岡市駿河区曲金３－３－１０ ０５４‐２８３‐２５９１ ０５４‐２８３‐３５９０
愛知県歯科医師会 宮村 一弘 ４６０‐０００２ 名古屋市中区丸の内３－５－１８ ０５２‐９６２‐８０２０ ０５２‐９５１‐５１０８
名古屋市学校歯科医会 江場 弘和 ４６０‐０００１ 名古屋市中区三の丸３－１－１ 名古屋市教育委員会学校保健課 ０５２‐９７２‐３２４６ ０５２‐９７２‐４１７７
岐阜県歯科医師会 髙木 幹正 ５００‐８４８６ 岐阜市加納城南通１－１８ ０５８‐２７４‐６１１６ ０５８‐２７６‐１７２２
三重県歯科医師会 峰 正博 ５１４‐０００３ 津市桜橋２－１２０－２ ０５９‐２２７‐６４８８ ０５９‐２２７‐０５１０
石川県歯科医師会 白尾 理英 ９２０‐０８０６ 金沢市神宮寺３－２０－５ ０７６‐２５１‐１０１０ ０７６‐２５１‐６４５０
福井県学校歯科医会 山口 一郎 ９１０‐０００１ 福井市大願寺３－４－１ ０７７６‐２１‐５５１１ ０７７６‐２７‐５６４０
富山県歯科医師会 栗山 豊実 ９３０‐０８８７ 富山市五福字五味原２７４１－２ ０７６‐４３２‐４４６６ ０７６‐４４２‐４０１３
滋賀県歯科医師会 芦田 欣一 ５２０‐００４４ 大津市京町４－３－２８ ０７７‐５２３‐２７８７ ０７７‐５２３‐２７８８
和歌山県学校歯科医会 中谷 讓二 ６４０‐８２８７ 和歌山市築港１－４－７ 県歯科医師会館内 ０７３‐４２８‐３４１１ ０７３‐４３１‐２６６０
奈良県歯科医師会 森本 清治 ６３０‐８００２ 奈良市二条町２－９－２ ０７４２‐３３‐０８６１ ０７４２‐３４‐１２７９
京都府歯科医師会 平塚 靖規 ６０４‐８４１５ 京都市中京区西ノ京栂尾町３－８ ０７５‐８１２‐８４９２ ０７５‐８１２‐８８１４
大阪府学校歯科医会 佐藤 文夫 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６７ ０６‐６７７５‐２２５５
大阪市学校歯科医会 辻本 宣一 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６２ ０６‐６７７４‐０４８８
兵庫県学校歯科医会 澤田 隆 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１８ ０７８‐３５１‐４１８１ ０７８‐３５１‐４３３３
神戸市歯科医師会神戸市学校歯科医会 岡田 誠一 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１７ ０７８‐３５１‐００８７ ０７８‐３７１‐７１１８
岡山県歯科医師会学校歯科医部会 酒井 昭則 ７００‐０８１３ 岡山市石関町１－５ ０８６‐２２４‐１２５５ ０８６‐２２４‐８５６１
鳥取県歯科医師会 林 伸伍 ６８０‐０８４１ 鳥取市吉方温泉３－７５１－５ ０８５７‐２３‐２６２１ ０８５７‐２３‐５５８４
広島県歯科医師会 山科 透 ７３０‐００４３ 広島市中区富士見町１１－９ ０８２‐２４１‐５５２５ ０８２‐２４６‐０３８９
島根県歯科医師会 仲佐 善昭 ６９０‐０８８４ 松江市南田町１４１－９ ０８５２‐２４‐２７２５ ０８５２‐３１‐０１９８
山口県歯科医師会 右田 信行 ７５３‐０８１４ 山口市吉敷下東１－４－１ ０８３‐９２８‐８０２０ ０８３‐９２８‐８０２５
徳島県歯科医師会 和田 明人 ７７０‐０００３ 徳島市北田宮１－８－６５ ０８８‐６３１‐３９７７ ０８８‐６３１‐４１７９
香川県歯科医師会 山下喜世弘 ７６０‐００２０ 高松市錦町２－８－３８ ０８７‐８５１‐４９６５ ０８７‐８２２‐４９４８
愛媛県歯科医師会 清水 惠太 ７９０‐００１４ 松山市柳井町２－６－２ ０８９‐９３３‐４３７１ ０８９‐９３２‐５０４８
高知県歯科医師会 恒石 定男 ７８０‐００６６ 高知市比島町４－５－２０ ０８８‐８２４‐３４００ ０８８‐８７２‐８０１１
福岡県学校歯科医会 宮﨑 禎之 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７１４‐４６２７ ０９２‐７１４‐７５９９
福岡市学校歯科医会 佐知 正道 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７８１‐６３２１ ０９２‐７８１‐６５１２
佐賀県学校歯科医会 寺尾 隆治 ８４０‐００４５ 佐賀市西田代２－５－２４ ０９５２‐２５‐２２９１ ０９５２‐２２‐７５８６
長崎県歯科医師会 道津 剛佑 ８５２‐８１０４ 長崎市茂里町３－１９ ０９５‐８４８‐５３１１ ０９５‐８４６‐０１７５
大分県歯科医師会 丸尾 道彦 ８７０‐０８１９ 大分市王子新町６－１ ０９７‐５４５‐３１５１ ０９７‐５４５‐３１５５
熊本県歯科医師会 堤 直文 ８６０‐０８６３ 熊本市坪井２－４－１５ ０９６‐３４３‐８０２０ ０９６‐３４３‐０６２３
宮崎県歯科医師会 田島 逸男 ８８０‐００２１ 宮崎市清水１－１２－２ ０９８５‐２９‐００５５ ０９８５‐２２‐６５５１
鹿児島県歯科医師会学校歯科部会 四元 貢 ８９２‐０８４１ 鹿児島市照国町１３－１５ ０９９‐２２６‐５２９１ ０９９‐２２３‐６０７９
沖縄県歯科医師会学校歯科医会 髙嶺 明彦 ９０１‐２１３４ 浦添市港川１－３６－３ ０９８‐８７７‐１８１１ ０９８‐８７７‐７９２５

名 簿
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社団法人日本学校歯科医会役員名簿（平成２０年７月１日現在）

（任期：平成１９年４月１日～平成２１年３月３１日）

役 職 氏 名 役 職 氏 名

名 誉 会 長 西連寺 愛 憲 参 与 中 井 洋

顧 問 大久保 満 男 参 与 入 交 重 道

参 与 平 塚 哲 夫 参 与 森 本 基

参 与 白 尾 国 興 参 与 湯 浅 太 郎

参 与 桜 井 善 忠 参 与 相 澤 恒

参 与 岡 村 親一郎 参 与 藤 井 宏 次

参 与 野見山 滋 光 参 与 佐 藤 健 一

参 与 望 月 兵 衛 参 与 立 花 義 康

参 与 森 川 勝

役職〔職務分掌〕 氏 名 役職〔職務分掌〕 氏 名

会 長 松 島 悌 二 常務理事〔会員対策他〕 五十嵐 一 誠

副 会 長〔制 度 他〕 中 田 郁 平 理 事〔学術第３他〕 稲 垣 幸 治

副 会 長〔普 及 他〕 黒 住 正 三 理 事〔対外PR対策〕 五十嵐 雄 一

副 会 長〔学 術 他〕 柘 植 紳 平 理 事〔会 員 対 策〕 高 木 忠 雄

副 会 長〔渉 外 他〕 箱 崎 守 男 理 事〔制度第１他〕 川 本 強

専務理事〔総 括〕 丸 山 進一郎 理 事〔広報第１他〕 稲 富 道 知

常務理事〔普 及 総 括〕 金 森 市 造 理 事〔学術第１，第２〕 青 島 孝 之

常務理事〔会 計 他〕 野 溝 正 志 理 事〔学 術 第 １〕 長 哲 也

常務理事〔対外PR対策他〕 杉 原 瑛 治 理 事〔普及第１，第２他〕 今 井 健 二

常務理事〔制度総括他〕 阿 部 洋一郎 理 事〔制 度 第 ２〕 仲 佐 善 昭

常務理事〔学術総括他〕 藤 居 正 博 理 事〔広 報 第 ２〕 清 水 惠 太

常務理事〔国 際 渉 外〕 橋 本 芳 紀 監 事 川 越 文 雄

常務理事〔総 務〕 赤 井 淳 二 監 事 小 林 菊 生

常務理事〔広 報 総 括〕 佐 橋 永 吉 監 事 佐々木 貞

社団法人日本学校歯科医会顧問参与名簿（平成２０年７月１日現在）

（任期：平成１９年４月１日～平成２１年３月３１日）
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●会誌１００号を迎えることになりました。過去多くの先生方が御苦労され，一つ一つ積み重
なれた結果であり歴史の重みを感じます。私にとってもこの記念号で座談会の聞き手とし
て携われたことは大変な喜びで，素晴らしい感激でした。その席で学識者代表の赤坂教授
より，委員も勉強して論文の査読をし学識者に対して注文を出すくらいでなければならな
いとのお言葉を頂きました，編集を担当する者としてより一層努力し学んでいく所存です。

（末髙英世）

●とうとう日学歯の会誌も１００号の記念号を出版するまで歴史を重ねてきました。会誌１００
号記念座談会でも多くの先人達の苦労と努力の結果によって今日を迎えていることが語ら
れています。平成２０年度からは年３回の発行となり，今まで以上に編集を担当する委員会
のスキルアップが必要となっています。優秀な担当役員の方々，また実力，気力，迫力を
備えた委員たちとより一層の会誌内容の充実を図っていきたいと思っています。また会員
の方からのすばらしい投稿をお待ちしております。 （伊從 明）

●今回１００号を記念して歴代の会誌を振り返る機会を得ることができました。その作業の
中でたまたま私と会誌は偶然にもまったく同じ年に誕生したことを発見し，自分の生まれ
た当時の冊子を見る驚きとともに会誌に対して愛着を感じさせられました。今後は「会
誌」「広報」ともども日学歯の機関誌としての働きであります会員への種々の情報伝達を
行ってまいりたいと考えております。今年より会誌は年三回の発行となります。さらに今
まで以上に会員の皆様にとって魅力ある会誌に少しでも近づくよう努力してまいりたいと
存じます。 （佐橋永吉）

●年に１回の発行で昭和３２年に創刊された会誌が，発行以来５１年目の平成２０年の今年より
年３回の発行となってついに記念すべき１００号を迎えた。「過去，現在，未来」をテーマ
に，歴代の広報担当常務・学識者の方々による会誌１００号記念座談会が催された。貴重な
そして，大変参考になるご意見が多くあった。昭和５２年より担当された石川先生の時代か
ら今現在担当している我々まで，共通のテーマは「はたして会員は読んでくれているのだ
ろうか？ 読んでもらうにはどうしたら良いのだろうか？」のように思う。読者の顔が見
えないと悩む前に，執行部の顔を見せるのが先であると示唆されたように感じた。

（稲富道知）

日本学校歯科医会ホームページもご覧下さい。 http : //www.nichigakushi.or.jp/
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